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□　法人の概要

1 基本的情報

地方独立行政法人青森県産業技術センター

青森県

平成27年 7月 1日 弘前地域研究所を弘前市袋町から弘前市扇町に移転

平成27年10月30日 漁業試験船「開運丸」の竣工

平成30年 3月20日 工業総合研究所ＩｏＴ開発支援棟の竣工

弘前地域研究所及び八戸地域研究所の分析技術部を技術支援部に改称
弘前地域研究所の生命科学部を食品素材開発部に改称
弘前地域研究所のバイオテクノロジー部とプロテオグリカンプロジェクトチームをプロテオグリカン室に改組
弘前地域研究所生活技術部を生活デザイン部に改称（林業研究所の木材加工部（青森市問屋町）を弘前地域研究所生活デザイン部に移
管）
林業研究所木材加工部に森林環境部の業務の一部を移管し、森林資源部に改組

平成23年 4月 1日 農林総合研究所の水稲栽培部と転作作物部を作物部に統合

平成24年 3月31日 畜産研究所の和牛改良資源部を廃止

平成24年 4月 1日 八戸地域研究所のエレクトロニクス部を機械システム部に統合
農林総合研究所の植物工場プロジェクトチームを施設園芸部に改組

沿　革 平成21年 4月 1日 青森県が地方独立行政法人青森県産業技術センターを設立

平成22年 4月 1日 農林総合研究所の花き部を青森市合子沢から黒石市田中に移転
農林総合研究所に植物工場プロジェクトチームを設置

平成23年 3月28日 工業総合研究所を青森市問屋町から青森市野木字山口に移転

法人名

所在地 青森県産業技術センター本部
　　　　同　　　　　　工業総合研究所
        同　　　　　　弘前工業研究所
　　　　同　　　　　　八戸工業研究所
　　　　同　　　　　　農林総合研究所
　　　　同　　　　　　野菜研究所
　　　　同　　　　　　りんご研究所
　　　　同　　　　　　　　　同　　　　県南果樹部
　　　　同　　　　　　畜産研究所
　　　　同　　　　　　　　　同　　　　和牛改良技術部
　　　　同　　　　　　林業研究所
　　　　同　　　　　　水産総合研究所
　　　　同　　　　　　内水面研究所
　　　　同　　　　　　食品総合研究所
　　　　同　　　　　　下北ブランド研究所
　　　　同　　　　　　農産物加工研究所

黒石市田中82－９
青森市大字野木字山口221－10
弘前市扇町１丁目１－８
八戸市北インター工業団地１丁目４－43
黒石市田中82－９
上北郡六戸町大字犬落瀬字柳沢91
黒石市大字牡丹平字福民24
三戸郡五戸町大字扇田字長下タ２
上北郡野辺地町字枇杷野51
つがる市森田町森田月見野558
東津軽郡平内町大字小湊字新道46－56
東津軽郡平内町大字茂浦字月泊10
十和田市大字相坂字白上344－10
八戸市築港街２丁目10
むつ市大畑町上野154
上北郡六戸町大字犬落瀬字柳沢91

設立団体

設立年月日 平成21年 4月 1日

平成25年10月 1日 弘前地域研究所にプロテオグリカンプロジェクトチームを設置

平成26年 4月 1日 工業総合研究所のものづくり技術部を電子情報技術部に改称

平成27年 4月 1日
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(2) 産業に関する技術支援に関すること。

(3) 依頼試験等及び機械の貸付けに関すること。

(4) 上記 (1)～(3)に掲げる業務に附帯する業務に関すること。

資本金 ９，４７９，８１０，０００円（全額青森県出資）

令和 4年 4月 1日 農林総合研究所に土壌環境部とスマート農業推進室を新設
農林総合研究所の農業ＩＣＴ開発部を廃止
農林総合研究所の病虫部を病害虫管理部に改称
野菜研究所の病虫部を病害虫管理部に改称
りんご研究所の病虫部を病害虫管理部に改称

法人の目的 　地方独立行政法人青森県産業技術センターは、工業、農林畜産業、水産業及び食品加工（以下「産業」）に関する試験研究及び調査並びにそれらの成果の
普及を行うとともに、産業に関する技術支援を行うことにより、地域産業の活性化を図り、もって青森県における産業の振興及び経済の発展に寄与すること
を目的とする。

法人の業務 (1) 産業に関する試験研究及び調査並びにそれらの成果の普及に関すること。

令和 6年 4月 1日 工業総合研究所の素材エネルギー技術部を資源環境技術部に改称
弘前工業研究所のデザイン推進室をデザイン部に改称
水産総合研究所のほたて貝部をホタテガイ振興室に改称
食品総合研究所の水産食品開発部を加工技術部に、水産食品科学部を研究開発部に改称

平成31年 4月 1日 工業総合研究所に技術支援部を新設
工業総合研究所の環境技術部と新エネルギー技術部を素材エネルギー技術部に統合
弘前工業研究所の食品素材開発部を発酵食品開発部に、生活デザイン部をデザイン推進室に、プロテオグリカン室を機能性素材開発部
に改称
農林総合研究所の生産環境部を農業ＩＣＴ開発部に改称
農林総合研究所の花き部と施設園芸部を花き・園芸部に統合
農林総合研究所の藤坂稲作部を廃止
内水面研究所の生産管理部を養殖技術部に改称

令和 4年 3月18日 漁業試験船「なつどまり」の竣工

平成30年 4月 1日 弘前地域研究所を弘前工業研究所に、八戸地域研究所を八戸工業研究所に改称
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2 組織･人員情報

(1) 組織(令和６年４月１日）
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(2) 役 員

(3) 職員数

R1 R2 R3 R4 R5

1 1 1 1 1

4 4 4 4 4

一般職員 223 227 223 236 239

再雇用職員 15.5 19 25 24 24.5

93 89 86 80 75

336.5 340 339 345 343.5

89 80 88 85 84

425.5 420 427 430 427.5

※令和５年度の正職員の平均年齢：44.3歳

3 外部有識者による審議機関情報

区　　　分 増減の主な理由 備　　考

プロパー職員

副理事長 ・プロパー職員
  の新採用
・退職者の不補充
・再雇用者の辞退
・県派遣職員の引
　上げ

・人数は各年度
　４月１日現在
・日々雇用職員
　は除く
・正職員でハー
　フタイム勤務
　の再雇用職員
　は、１人当た
　り0.5人に換算

理事

県派遣職員

小　 計

非常勤職員等

合    計

定数

1

税理士（～R3.7.13）
監事

職業等

理事長

副理事長 本部事務局長

理事

工業総合研究所長

農林総合研究所長

水産総合研究所長

役職名 R1 R2 R3 R4 R5

食品総合研究所長

成 田 勝 治 成 田 勝 治 坂 田 裕 治 坂 田 裕 治 坂 田 裕 治

2以内

公認会計士（～R5.6.30）

税理士（R3.7.14～）

5以内

櫛 引 正 剛 千 葉 昌 彦 内 沢 秀 光 内 沢 秀 光 横 澤 幸 仁

小 林　 渡 小 林　 渡 清 藤 文 仁 須 藤　 充 須 藤 　充 

西 村 達 弘 澁 谷 俊 樹 澁 谷 俊 樹 近 藤 幹 三 近 藤 幹 三

－ － 鳴 海 晋 也 鳴 海 晋 也 鳴 海 晋 也

野 呂 恭 成 菊 谷 尚 久 菊 谷 尚 久 長 崎 勝 康 中 田 健 一

須 藤 健 児 須 藤 健 児 中 田 健 一 中 田 健 一 小笠原 敦子

瓜 田 文 宏瓜 田 文 宏 瓜 田 文 宏 － －

鈴 木 崇 大 鈴 木 崇 大 鈴 木 崇 大 鈴 木 崇 大 鈴 木 崇 大

□ 西 裕 之－－ － － 公認会計士（R5.7.1～）

区分

会長

一般社団法人青森県水産振興会 専務理事

研究諮問委
員会

国立大学法人弘前大学大学院 地域社会研究科 教授

委員

株式会社町田アンド町田商会 代表取締役 会長

八戸工業大学 工学部 工学科 電気電子通信工学コース 教授

－ 公益社団法人青森県農産物改良協会 事務局長

永 澤 　量 

機関の名称 R1 R2 R3 R4 R5

青森県内水面漁場管理委員会 委員

公益財団法人21あおもり産業総合支援センター  チーフプロジェクトマネージャー

林　  博 美 林　  博 美 林　  博 美 林　  博 美 特定非営利活動法人青森県消費者協会 青森県消費生活センター 業務部 次長

永 澤 　量 

職業等

関　  秀 廣

渋 谷 俊 浩 －

内 山 大 志 内 山 大 志 内 山 大 志 内 山 大 志 内 山 大 志

建 部 礼 仁 建 部 礼 仁 建 部 礼 仁 建 部 礼 仁 建 部 礼 仁

－

佐々木 崇徳

林　  博 美

－

加 藤 哲 也 加 藤 哲 也 加 藤 哲 也 加 藤 哲 也 加 藤 哲 也

永 澤 　量 永 澤 　量 

－ － － －

八戸工業大学 工学部 工学科 電気電子通信工学コース 教授－ －－ －

松 坂　 洋 

全国農業協同組合連合会青森県本部 生産振興部 次長－

小田桐　聡 － － － 全国農業協同組合連合会青森県本部 営農購買部 次長小田桐　 聡

－ － 沼 田 友 行 －

関　  秀 廣 関　  秀 廣 関　  秀 廣 －

渋 谷 俊 浩
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□　全体評価（全体的実施状況）

　全体概要

・

・

・

・

　農林部門と工業部門の連携による衛星データによる水稲「青天の霹靂」の生産指導が可能なICTシステム「青天ナビ」の開発と改良により、平成27年から令和４年度
まで８年連続で食味ランキング「特Ａ」の評価獲得に大きく貢献した。この取組は、地域の優れた事例として全国的に高く評価され、令和４年６月にイノベーション
ネットアワード2022で農林水産大臣賞を受賞した。また、「はれわたり」の「はれナビ」、「まっしぐら」の「まっしナビ」の津軽地域版を開発した。
　水産部門と工業部門の連携による着水型ドローンを用いた水産分野での応用研究では、ドローンに装着する機器の開発等により各種観測機器を広範囲で使用できる
ようになり、水産調査の大幅な省力化が可能となったほか、県からの依頼による漁場への土砂流入災害の被害状況調査に貢献した。
　食品加工部門と工業部門の連携により、魚種やサイズ、脂肪分等で自動選別する画像・近赤外分光による自動漁獲物選別技術の開発、及びクラウドシステムによる
漁獲物・品質情報の「見える化」を実現した。また、サバの脂質含量による選別が可能となり、八戸前沖さばの認定時期決定にも利用されている。
　地域性と機能性の強化による県産酒類の高付加価値化に関する研究開発において、県産酒類の高付加価値化を図るため、自然由来の乳酸菌や酵母を利用した青森生
酛の開発、県産種麹の普及、果実酒の開発や三内丸山遺跡から分離された酵母「ユメカモス」の共同研究などにより、県産酒類の商品化につなげた。また、共同研究
によりブランデー製造条件を最適化し、青森県初のブランデー専門製造場開業への支援が評価され、「全国食品関係試験研究場所長会『優良研究・指導業績表彰』」
を受賞するなど、県産品の特徴を活かしたオリジナリティーとストーリー性に溢れた商品の開発に貢献した。
　先端医療に対応する高機能臓器モデルについては、超音波診断装置対応皮膚モデル、及び肺動脈モデルの量産技術を確立し、県内企業へ技術移転を行った。皮膚モ
デルは５件が商品化、肺動脈モデルは特許１件を出願し１件が商品化された。また、安価で軽量な心電図モデルを開発し、県内企業へ技術移転を行った。医療従事者
の技術向上に役立つとともに、県民の健康未来を支える製品の製造支援に貢献した。
　水稲「はれわたり」、「あおもりっこ」、「ゆたかまる」、「あおばまる」、にんにく「青森福雪」、ながいも「夢雪」、あらげきくらげ「青ＡＫ１号（青森きく
らげ）」を品種登録出願したほか、県基幹種雄牛「忠光安」、「幸紀花」、「寿優福」、「亀花邦」を育成、作出した。また、無花粉スギが（国研）森林総研林木育
種センターの優良品種に認定され、苗木生産事業を開始した。特に「はれわたり」は（一社）日本穀物検定協会の令和５年度の食味ランキングで「特Ａ」に評価され
ており、青森県の新たな奨励品種として高品質良食味米の安定生産に大きく貢献した。
　生産現場で発生し問題となっていたリンゴ黒星病の薬剤耐性菌について、対策を強化した防除体系等を明らかにし普及に移したほか、新規薬剤について県と連携し
早期に実用化した。これらの成果により黒星病の発生面積は耐性菌発生前の状態に減少し、青森県のりんごの安定生産に大きく貢献した。
　シジミの大型種苗生産技術と放流手法の研究開発では、放流に適した種苗サイズ、稚貝の生残の良い漁場、冬期の稚貝管理手法やコスト試算などを明らかにし、
「シジミ種苗生産マニュアル」を作成、ホームページで公開し、小川原湖のシジミ資源・漁獲量の安定化に貢献した。
　水産部門と食品加工部門の連携による高級魚マツカワの養殖技術と加工品の開発では、種苗量産化技術開発により、目標１万尾生産に対して7.7万尾の種苗生産を実
現した。また、冷凍刺身の流通方法を明らかにしたほか、加工品の製法をマニュアル化し、漁協、町、県内加工業者、県内スーパーなどに提供、技術普及を行うな
ど、地域の特色ある漁業や事業者の発展に大きく貢献した。
　大型マス類の地域特産品化技術では、スチールヘッド系（降海型）ニジマス全雌二倍体のふ化後の淡水育成期間を従来の22か月から10か月に短縮する技術を開発し
た。本技術を基に令和３年の下北豪雨災害で被害を受けた養魚場に技術指導し、翌年秋の種苗出荷に間に合わせることができた等、研究成果を生産現場に役立て、大
型マス類の地域特産品化に貢献した。
　「青い森 紅サーモン」生産体制強化および生産力強化に関する試験・研究開発において、青森県初の淡水養殖・大型サーモンの生産マニュアルや出荷手順を作成
し、講習会開催や現地指導を行い生産者に普及したほか、増産に向けた飼育環境の改善に取り組んだ。また、生産者と流通関係者間の調整を進め新たに量販店で販売
させるなど、地域特産品化に貢献した。

　1　県民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置
　　　(本県産業の未来を支える試験・研究開発の推進と成果の移転・普及)

地方独立行政法人青森県産業技術センター中期目標期間終了時見込評価及び中期目標期間評価実施要領（令和２年３月30日改正）により、大項目１～６について、中
期計画に定めた事項（以下「小項目」という。）ごとに、業務の実績の見込みを明らかにし、小項目の業務の実施状況を５段階により自己評価した。なお、大項目１
については、各研究部門について５段階により自己評価した。

全体的な実施状況は８頁の表のとおりであり、中期目標を大幅に上回って実施している「評価５」が10項目（12％）、中期目標を上回って実施している「評価４」が
17項目（21％）、中期目標どおり実施している「評価３」が56項目（67％）となっており、中期目標を十分に実施していない「評価２」及び業務の大幅な見直し、改
善が必要な「評価１」は無かった。

大項目１の研究部門ごとの自己評価は、工業部門、農林部門、水産部門、食品加工部門とも、中期計画を上回って実施している「評価４」であった。

以上のことから、中期目標に掲げられた全ての項目について実施し、目標を達成したと判断した。
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　2　県民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置（産業活動への総合的な支援）

　3　県民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置（試験・研究開発の取組状況等の情報発信）

　4　業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

　多様な広報媒体を利用して積極的に情報発信を行った。ホームページでは、成果発表会等の開催案内、新品種の特性、研究部の紹介、漁海況情報など５か年で1,690
回の情報発信を行った。また、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、令和３、４年度は公開デー・参観デーをWebで開催し情報発信したほか、青森産技の取組
をYouTubeで動画配信した。研究成果等をPRするため、県政記者クラブに５か年で106回情報提供した。また、新聞、テレビ、ラジオ等で紹介された回数は986回であっ
た。
　農作物の生育状況は県のホームページ「農なび青森（令和５年３月まではアップルネット）」や各研究所のホームページに、漁海況情報は水総研の「青森県海況気
象情報総合提供システム（海ナビ＠あおもり）」に、また、森林病害虫発生予測（マツノマダラカミキリ発生予測）は林業研のホームページで発生期間中（５月～７
月末まで）毎日更新するなどし、生産事業者が利用するWebページを通じて迅速に情報発信した。
　農作物生育調査、主要魚類の漁獲情報、海況情報等の発信回数の実績は５か年で1,967回（目標達成率110％）実施した。また、農作物生育調査、主要魚類の漁獲情
報、海況情報等のWebページアクセス数は５か年で2,238,769回（目標達成率224％）となり、目標を大幅に上回って達成した。

　生産事業者及び関係団体等からの技術相談については、５か年で18,249件であった。その手段は、電話が41％、来所が32％、メールが14％、生産現場・相談会の利
用が10％、その他が3％となっており、相談対応結果等を青森産技内部のシステムで共有できるようにした。
　依頼試験・分析・調査及び設備・機器の利用については、生産事業者への訪問時や研修会、メールマガジン、研究所公開デー・参観デー等で紹介したほか、ホーム
ページに掲載して利用拡大を図った結果、依頼試験・分析・調査の期間中の実績は20,456件（目標達成率149％）となり、目標を上回って達成した。また、生産事業者
等による設備・機器の利用は、期間中の実績は21,164件（282％）となり、目標を大幅に上回って達成した。
　関係団体、産業界等との連携・協力については、青森産技わくわくフェア、弘前工業研究所100周年記念展示及び一般公開、協働ロボット等操作体験会、スマート農
業機械実演会、各研究所の研究成果発表会等、５か年で170回開催したほか、連携協定を締結した機関を始めとする関係団体等との共同研究について積極的に情報交換
を行った。小中学校、高校、大学に５か年で127回延べ167人を講師として派遣したほか、営農大学校の講師派遣依頼に104回対応した。また、実習やインターンシップ
を受け入れるなど、地域の担い手の育成や子どもたちの産業に対する理解の増進を図った。
　知的財産等の創造・管理・活用については、産業財産権（特許権、意匠権等）の出願、優良種苗等の育成件数は、産業財産権（特許権、意匠権等）の出願が65件、
優良種苗等の育成は45件となっており、５か年で110件（目標達成率105％）であった。また、新たに利用開始した産業財産権・優良種苗等は５か年で20件（目標達成
率200％）となり、目標を大幅に上回って達成した。
　優良な種苗・種畜等の生産と供給については、青森県や（公社）青森県農産物改良協会、養鱒業者等から要求があった水稲・野菜等の種苗、林業用種子、優良種雄
牛の凍結精液、ニジマスの卵等を適切に生産・供給し、本県農林水産物の安定生産に貢献した。
　緊急事態への迅速な対応については、県と締結した「緊急時における業務連携に関する協定」に基づき、緊急事態に対応する試験研究や緊急事態に対応する人的支
援の体制を整え、家畜伝染病や病害虫等の診断・情報の提供、防除方法の助言等を行った。特に鳥インフルエンザ発生に迅速に対応した。

 意欲ある食品関連産業の技術的課題の解決や新商品開発支援では、多くの食品加工技術・製品開発を行い、マニュアルを県内事業者に配布したほか、支援商品である
「深浦サーモン棒寿司」は第31回全国水産加工品総合審査会において農林水産大臣賞を受賞し、意欲ある食品関連産業の技術的課題の解決や新商品開発に大きく貢献
した。
　連携による試験・研究開発の推進では、５か年の部門間連携による試験・研究開発は延べ56課題、受託研究による試験・研究開発は延べ233課題、共同研究による試
験・研究開発は延べ186課題を実施した。生産現場の要望に応じて、研究員が現場の抱える課題を解決する「現場解決型ドクター制度」については５か年で延べ112件
に対応し、生産事業者による実用化や収益向上につなげた。
　試験・研究開発の成果の移転・普及では、生産現場に有益な技術等として提供した件数は、５か年で598件（目標達成率104％）であった。試験・研究開発の成果を
活用した商品づくりについては、５か年で272件（目標達成率181％）が商品化・実用化され、目標を上回って達成した。
　試験・研究開発の進行管理及び評価では、中期計画の期間に実施する試験・研究開発について、前年度の内部評価・外部評価の結果を反映させ、ロードマップを作
成し、中期計画の達成に向けた進行管理を行った。

　試験・研究開発を効率的に推進するため、内部評価として研究推進会議で314課題について、外部評価では研究諮問委員会で37課題について評価した。また、役員特
別枠研究の仕組を用い、11課題について予算配分を行った。また、チャレンジ研究課題により、将来性のあるテーマ68課題について、本格的な研究を行う前に予備
的、試行的に取り組んだ。
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　5　財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置

　6　その他業務運営に関する重要目標を達成するためとるべき措置

　高い倫理観で業務執行に対する中立性と公平性を図り、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性等を確保するため、「内部統制の推進に関する規程」に基づく
業務の自己点検として、毎年度、監査年度計画により内部監査を実施し、法令に違反する事案はなかった。また、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイ
ドライン」に基づき、科学研究費助成事業を対象に内部監査を行い、不正がないことを確認した。
　「情報セキュリティ規程」に基づき、最高情報セキュリティ責任者、総括情報セキュリティ責任者、情報セキュリティ委員、情報セキュリティ責任者、システム管
理者を定め、情報セキュリティの強化、情報漏えい防止などを行った。
　職員の事故等を未然に防止するため、「職員安全衛生管理規程」に基づき、総括安全衛生管理責任者を定めて安全衛生管理責任者及び安全衛生管理者を指揮させる
とともに、安全衛生管理者により衛生管理者・衛生推進者・衛生管理員に選任された職員が、安全衛生管理チェックリストを用いて、対象となる機器の定期自主検
査、特定自主検査を実施した。また、労働災害防止のために、安全衛生推進委員会による労働災害未然防止対策の徹底を図ったほか、安全衛生パトロールを実施し
た。労働安全コンサルタント等を講師に、労働安全衛生法の改正に伴う安全衛生活動の取り組みについての研修会を開催した。
　全職員を対象に定期健康診断を実施したほか、産業医及びメンタルヘルス担当医を選任し、メンタルヘルス研修会を実施した。セクハラ・パワハラ相談員を所属ご
とに選任し、職員に周知した。
　「新型コロナウイルス感染症対応計画」を令和２年４月に策定し、職員感染時の対応手順や連絡体制等を定め、職員に周知した。令和５年５月８日に、新型コロナ
ウイルス感染症の位置づけが「５類感染症」に移行したことに伴い廃止としたが、引き続き手洗いなどの基本的な感染防止対策を励行するよう職員に呼びかけた。
　施設・設備については、適切な維持管理による長寿命化に努めるとともに、県と協議しながら、財務会計システム、畜産研の総合庁舎整備、野菜研の高品質にんに
く安定供給施設、水総研の試験船「なつどまり」等の整備更新等を計画的に行ったほか、落雷で損壊した林業研の非常用発電機の更新にも適切に対応した。また、り
んご研の庁舎改築は、県の整備基本計画（令和６年３月）について県と協議し、令和６年度に改築の基本設計及び実施設計を終え、令和７年度から令和８年度に改築
工事を行うこととなった。

　運営経費の執行の効率化に向けて、各研究所が保有する機器・設備や会議室等の共同利用をはじめ、消耗品等の一括発注、節電等による省エネルギー化や資料の簡
素化等による省資源化を積極的に推進した。
　高圧電力に係る電気供給契約は、令和元年度に施設毎の個別契約から青森産技一括契約に変更し、５年間継続した。
　人件費や物価の上昇等を勘案し、各年度当初予算においては、管理費のマイナスシーリングを実施し、令和６年度でサポートが終了する人事給与・庶務事務システ
ムの更新に充てたほか、選択と集中の観点に立ったメリハリのある予算編成に取り組んだ。
　外部からの研究資金の導入と自己収入の確保では、生産事業者や関係団体からの受託研究費は５か年で延べ233課題672,390千円であった。また、国の省庁や科学技
術振興機構等で実施している公募型研究資金は５か年で延べ99課題143,596千円であった。依頼試験手数料や設備使用料による自己収入は５か年で94,709千円であっ
た。生乳や米などの売却による生産物収入は５か年で822,043千円であった。
　剰余金の一部として目的積立金は、研究に必要な備品・設備等の更新・導入及び物価高騰対策に活用したほか、令和５年度の人事給与システムの更新費用に充て
た

　当初予算編成方針においては、毎年度、運営費交付金を財源とする管理費のマイナスシーリングを実施し、第三期中期計画の目標の達成に向けた取組が部門間の連
携・協力の下で、効率的かつ着実に進めることができるよう、また、限られた資源で最大限の成果が得られるよう、選択と集中の観点に立ち編成した。
　効率的かつ効果的な業務運営のため、県が行う業務実績評価や、成果発表会等の機会を利用して、青森産技の業務に対するアンケート調査を行い業務の改善に役立
てた。
　青森産技の予算・決算、業務運営に関する計画等の重要な事項は、理事会に諮り決定した。各研究所の取組方針、目玉研究、第四期中期計画における研究推進事項
など、業務運営に関する事項は、所長会議などで協議しながら取り組んだ。
　特に重要かつ緊急的な取組が求められた、りんごの黒星病対策、にんにくの病害虫対策等、スマート農業研究推進、冷凍食品産業振興については、それぞれプロ
ジェクトチームを設置して対応した。
　生産現場の一層の省力化を可能にする「スマート農業研究」や持続的な農業生産を推進する「みどりの食料システム戦略」等への取組を強化し、試験・研究開発を
効率的に進めるため、令和４年度に農総研の農業ICT開発部を廃止し、スマート農業推進室と土壌環境部を新設した。また、農総研、野菜研、りんご研の病虫部を病害
虫管理部に改称した。
　職員の確保は、「地方独立行政法人青森県産業技術センター人員適正化計画」に基づき、県からの派遣職員の削減と専門性の高い職員の採用を進めた結果、令和５
年４月１日の人員数は343.5人となった。また、令和６年４月１日現在でプロパー職員が271.0人となった。（プロパー率：研究職93.5％、職員全体78.6％）
　職員に対しては、「センターを支える人財の育成方針」に基づき、基本的な資質の向上、知識・技術の習得、マネジメント能力の向上に必要な研修の実施により、
職員の業務遂行に必要な能力の向上を図った。特に、研究員については国内長期研修に20人、海外研修に1人派遣したほか、博士学位取得を支援し８人が学位を取得し
た。また、顕著な業績等を挙げた職員やグループを32件について表彰した。
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小項
目数

評価
対象数

58 83 10 (12%) 17 (21%) 56 (67%) 0 (0%) 0 (0%)

１ 工業
部門
[評価４]

13 1 (8%) 5 (38%) 7 (54%) 0 (0%) 0 (0%)

農林
部門
[評価４]

14 3 (21%) 3 (21%) 8 (58%) 0 (0%) 0 (0%)

水産
部門
[評価４]

13 1 (8%) 4 (31%) 8 (61%) 0 (0%) 0 (0%)

食品加
工部門
[評価４]

13 2 (15%) 4 (31%) 7 (54%) 0 (0%) 0 (0%)

２ 11 11 2 (18%) 1 (9%) 8 (73%) 0 (0%) 0 (0%)

３ 2 2 1 (50%) 0 (0%) 1 (50%) 0 (0%) 0 (0%)

４ 7 7 0 (0%) 0 (0%) 7 (100%) 0 (0%) 0 (0%)

５ 10 5 0 (0%) 0 (0%) 5 (100%) 0 (0%) 0 (0%)

６ 5 5 0 (0%) 0 (0%) 5 (100%) 0 (0%) 0 (0%)

業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するた
めとるべき措置

中期目標の小項目に対する自己評価一覧

大　項　目 評価５ 評価４ 評価３ 評価２

財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき
措置

その他業務運営に関する重要目標を達成するためとる
べき措置

評価１

  全　体

県民に対して提供するサービスその他の業務
の質の向上に関する目標を達成するためとる
べき措置（本県産業の未来を支える試験・研
究開発の推進と成果の移転・普及）

23

県民に対して提供するサービスその他の業務の質の向
上に関する目標を達成するためとるべき措置（産業活
動への総合的な支援）

県民に対して提供するサービスその他の業務の質の向
上に関する目標を達成するためとるべき措置（試験・
研究開発の取組状況等の情報発信）
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1～7

青森県による項目別評価一覧

R1 R2 R3 R4

総合
評価 4 4 4 4

工業
部門 4 4 4 4

農林
部門 4 4 4 4

水産
部門 4 4 4 4

食品加
工部門 4 4 4 4

2

3 4 4 3

3

4 4 4 4

4

3 3 3 3

5

3 3 3 3

6

3 3 3 3

大　項　目

業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとる
べき措置

財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置

その他業務運営に関する重要目標を達成するためとるべき措置

県民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関
する目標を達成するためとるべき措置（産業活動への総合的な
支援）

県民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関
する目標を達成するためとるべき措置（試験・研究開発の取組
状況等の情報発信）

1 県民に対して提供するサービスその他の業務の質の
向上に関する目標を達成するためとるべき措置（本県
産業の未来を支える試験・研究開発の推進と成果の
移転・普及）
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年度計画の小項目に対する自己評価一覧

評価5 評価4 評価3 評価2 評価1 評価5 評価4 評価3 評価2 評価1 評価5 評価4 評価3 評価2 評価1 評価5 評価4 評価3 評価2 評価1 評価5 評価4 評価3 評価2 評価1

9 14 66 0 0 5 18 60 0 0 5 16 60 0 0 4 17 60 0 0 7 16 58 0 0

10% 16% 74% 0% 0% 6% 22% 72% 0% 0% 6% 20% 74% 0% 0% 5% 21% 74% 0% 0% 9% 20% 71% 0% 0%

2 2 12 0 0 0 4 9 0 0 0 5 8 0 0 0 5 8 0 0 1 4 7 0 0

13% 13% 75% 0% 0% 0% 31% 69% 0% 0% 0% 38% 62% 0% 0% 0% 38% 62% 0% 0% 8% 33% 59% 0% 0%

3 3 9 0 0 1 4 9 0 0 1 4 9 0 0 0 5 9 0 0 1 4 9 0 0

20% 20% 60% 0% 0% 7% 29% 64% 0% 0% 7% 29% 64% 0% 0% 0% 36% 64% 0% 0% 7% 29% 64% 0% 0%

1 3 9 0 0 0 4 9 0 0 0 3 9 0 0 0 3 9 0 0 0 4 8 0 0

8% 23% 69% 0% 0% 0% 31% 69% 0% 0% 0% 25% 75% 0% 0% 0% 25% 75% 0% 0% 0% 33% 67% 0% 0%

2 3 10 0 0 1 5 7 0 0 1 3 8 0 0 1 4 7 0 0 1 4 8 0 0

13% 20% 67% 0% 0% 8% 38% 54% 0% 0% 8% 25% 67% 0% 0% 8% 33% 59% 0% 0% 8% 31% 61% 0% 0%

1 2 8 0 0 2 1 8 0 0 2 1 8 0 0 2 0 9 0 0 3 0 8 0 0

9% 18% 73% 0% 0% 18% 9% 73% 0% 0% 18% 9% 73% 0% 0% 18% 0% 82% 0% 0% 27% 0% 73% 0% 0%

0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0

0% 50% 50% 0% 0% 50% 0% 50% 0% 0% 50% 0% 50% 0% 0% 50% 0% 50% 0% 0% 50% 0% 50% 0% 0%

0 0 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7 0 0

0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%

0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0

0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%

0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0

0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%

Ｒ５

財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき
措置

全　　体

 大　項　目　内　訳
Ｒ１ Ｒ２

業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するた
めとるべき措置

Ｒ４Ｒ３

6

工業
部門

食品
加工
部門

3

4

5

2

1 県民に対して提供するサービスその他の業務の
質の向上に関する目標を達成するためとるべき
措置（本県産業の未来を支える試験・研究開発
の推進と成果の移転・普及）

県民に対して提供するサービスその他の業務の質の向
上に関する目標を達成するためとるべき措置（産業活動
への総合的な支援）

県民に対して提供するサービスその他の業務の質の向
上に関する目標を達成するためとるべき措置（試験・研
究開発の取組状況等の情報発信）

その他業務運営に関する重要目標を達成するためとる
べき措置

農林
部門

水産
部門
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□項目別実施状況
１ 県民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置（本県産業の未来を支える試験・研究開発の推進と成果の移転・普及）

(1)試験・研究開発の重点化
●

・

・

・

１

多様化・高度化する生産事業者等
からの要望及び環境の変動への対
応等の行政施策上の課題を的確に
把握し、本県の産業振興の観点か
ら、その重要性、緊急性、波及効
果の大きさ等に応じ、試験・研究
開発の重点化を図り、諸課題の早
期解決に努める。

多様化・高度化する生産事業者や
関係団体等からの要望、及び環境
の変動への対応等の行政施策上の
課題に的確に対応するため、中期
目標に示された試験・研究開発の
推進方向とアンケートや訪問によ
る研究要望調査の結果、重要性、
緊急性、波及効果の大きさ等を考
慮しながら、研究課題を設定す
る。
また、研究課題は、その迅速な解
決に向けて、研究部門や研究所間
の枠を超えて連携・協力して進め
る「戦略推進事項」に基づく「戦
略課題」、研究部門が重点的に取
り組む「重点推進事項」に基づく
「重点課題」、支援的・基礎的な
課題に区分して取り組む。
「戦略推進事項」、「重点推進事
項」の具体的な内容は別紙１のと
おりである。

※別紙１とは、「中期計画」のP10～17
を示す。

本県産業の発展を支えるため、関係団体等と連携して地域資源や研究資源を有効に活
用して、５か年で延べ974課題に取り組んだ。

中期目標に掲げた戦略推進事項に基づく課題を５か年で延べ109課題実施した。この
主な実績は以下のとおりである。

中期目標
中期計画

（指標・達成目標）

小項
目№ 業務の実績

自己
評価

自己評価の理由

研究課題のうち、中期計画の「試験・研究開発の推進事項」に基づいて重点的に取り
組んだ試験・研究開発は、５か年で延べ657課題となった。

このうち、戦略課題については、工業、農林、水産、食品加工の研究部門や研究所間
の枠を越えて連携・協力して研究開発を進めるため、青森産技全体で試験設計、進捗
状況、成績の検討を行う「戦略課題推進会議」を、年３回、計15回開催した。

研究ニーズの把握は、生産事業者訪問、関係機関等に対する研究要望調査によって
行った。各研究部門における実施状況は次のとおりである。
工業部門は、546件の生産事業者訪問を行った。
農林部門は、69件の生産事業者訪問と関係機関や先進農業者に対する研究要望調査を
行った。
水産部門は、32件の生産事業者訪問を行った。
食品加工部門は、158件の生産事業者訪問を行った。

戦略推進事項

本県産業の未来を拓いていくため
には、社会経済情勢、環境の変動
等に即応しつつ、県民からの要望
に的確に対応した試験・研究開発
に取り組む必要があることから、
工業、農林、水産及び食品加工の
各部門が一体となって、本県の地
域資源及び研究資源を有効に活用
しながら、試験・研究開発の重点
化を進める。また、その成果を関
係者に速やかに情報提供すること
により迅速な利活用が図られるよ
う、特に、農林水産分野において
は、試験設計の段階から普及指導
機関と連携し、効果的な普及に努
める。さらに、新たな生産技術や
新製品の開発が売れる商品づくり
に結び付くよう、出口を見据えた
取組を行うとともに、生産や製造
等の担い手（以下「生産事業者」
という。）からの要望に対して、
弾力的に対応する。

本県産業の持続的な発展を支える
ため、社会経済情勢、環境の変動
等に即応しつつ、県民からの要望
に的確に対応した試験・研究開発
の課題（以下、「研究課題」とい
う。）を設定し、工業や農林、水
産、食品加工の４研究部門が一体
となって戦略的に取り組む。
また、産学官が連携して技術の実
用化や売れる商品づくり等の出口
を見据えた取組を行い、その成果
を速やかに生産や製造等の担い手
（以下「生産事業者」という。）
や関係団体等に提供する。特に、
農林水産分野においては、研究要
望の把握や研究の計画・実施、生
産・製造現場（以下「生産現場」
という。）への普及等に当たっ
て、普及指導機関と連携に努め
る。
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中期目標
中期計画

（指標・達成目標）

小項
目№ 業務の実績

自己
評価

自己評価の理由

1 労働力の不足等に対応するためのＩＣＴ等を活用した農林水産物の生産技術等に
関する試験・研究開発

工    業：5
農    林：5
水    産：4
食品加工：4

ア ＩＣＴ等を活用した生産性と品質向上技術に関する試験・研究開発

・ ICT等を利用した水稲・野菜の効率的生産技術については、「青天の霹靂」の安
定生産のため、衛星画像を利用する技術開発を行い、窒素吸収量の判定に適した
波長を明らかにするとともに、食味・収量を確保するための窒素吸収量を推定
し、生育推移モデルを作成した。ドローンによるながいもの生育モニタリングで
は、省力で生育を把握するため、近赤外カメラやドローンで撮影し画像解析する
ことで、茎葉重の推定が可能であることを明らかにした。さらに茎葉重及び土壌
無機態窒素量と収量品質の関係から追肥を判断する技術を確立し、「参考となる
研究成果（指導参考資料）」を２件提出した。

農　　林
(4)

工　　業
(3)

・ ICTを活用したストレスフリーな「青森県産和牛」の肥育技術について、健康的
に飼育された畜産物を求める消費者の要求に応えるため、アニマルウェルフェア
（AW）に対応した飼養管理方法による牛のストレスの改善効果を明らかにした。
これらの試験結果やAWについて取りまとめた普及用の資料を作成し、講習会等で
周知した。
また、複数のセンサを組合せ、肥育牛の横臥時間・採食量・飲水量を推定する複
合センシング技術、及びそれらのデータをスマートフォンなどで確認するための
遠隔モニタリングシステムを開発し、実証試験により有効性を確認した。さら
に、県内企業の製品化に向けて、個別訪問し技術紹介した。今後も情報提供を続
け、技術移転・製品化につなげる。

農　　林
(3)

工　　業
(3)

・ デジタル技術活用によるあおもり米競争力強化事業について、「青天の霹靂」の
生産を支援するため、衛星データによる生産指導が可能なICTシステム「青天ナ
ビ」を開発、改良を加え、ランニングコストを３割削減、利用者の操作性を改
善、産地全体で活用する体制等を構築した。また、衛星データから「青天の霹
靂」の生育診断が可能な機能を「青天ナビ」に追加した。「青天ナビ」利用後、
産地全体の収量が平均1.2俵向上し（青天ナビ利用前３年間平均7.7俵/10a、利用
後３年間平均8.9俵/10a)、生産者の収入増を実現した。また、産地全体の食味が
高水準で維持され、デビューから令和４年度まで８年連続で食味ランキング「特
Ａ」評価を獲得した。この取組は、地域の優れた事例として全国的に高く評価さ
れ、令和４年にイノベーションネットアワード2022で農林水産大臣賞を受賞し
た。また、「はれわたり」及び「まっしぐら」の収穫適期を衛星画像から推定し
た情報を表示するWebアプリ『あおもり米収穫支援システム「はれナビ」、
「まっしナビ」（ともに津軽地域版）』を農総研と工総研が連携して開発し、
「普及に移す技術」として提出し、普及に移した。

農　　林
(5)

工　　業
(5)

・ 施設園芸へのスマート農業技術の導入について、夏秋イチゴの「青森型イチゴ高
設栽培システム」を開発し、養液管理等により目標収量４t/10aを達成し、高設
ベンチ作成方法などマニュアル化した。冬春イチゴの加温同時CO₂施用技術で
は、収量３割増となった。夏秋トマトのかん水技術では、熟練農家の栽培データ
を収集し、かん水と日射量の関係が高いことを明らかにした。日射データを活用
したかん水技術について、「参考となる研究成果（指導参考資料）」を提出し
た。

農　　林
(4)

・ リモートセンシングやICT技術を活用した森林資源調査手法について、各種リ
モートセンシング技術（地上レーザ、UAVレーザ、UAV写真）の計測試験を行い、
精度・コストを明らかにした。UAV写真計測では森林資源把握マニュアルを作成
したほか、UAVレーザ計測では地上調査を必要とせずに樹高や幹の直径を算出で
きる計測技術を開発、共同研究企業と特許を取得した。また、研修会などで普及
に努めたほか、森林組合からの受託研究や県重点事業により計測技術の向上、普
及に取り組んだ。

農　　林
(4)

（１） 研究推進事項に基づいた試
験・研究開発を滞りなく実施
した。農林部門と工業部門が
連携し、「青天ナビ」を開
発、「青天の霹靂」の生産指
導の効率化と生産性・品質向
上に大きく貢献し、８年連続
の特Ａ評価獲得に貢献したほ
か、「はれナビ」（津軽地域
版）、「まっしナビ」（津軽
地域版）も開発した。水産部
門と工業部門が連携し、着水
型ドローンでの各種調査が可
能となった。食品加工部門と
工業部門が連携し、サバ類等
の脂質含有量による選別を可
能にし、八戸前沖さばの認定
時期決定にも利用されてい
る。
工業部門、農林部門は中期目
標を大幅に上回って達成した
ことから自己評価を５、水産
部門と食品加工部門は中期目
標を上回って達成したことか
ら自己評価を４と判断した。
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中期目標
中期計画

（指標・達成目標）

小項
目№ 業務の実績

自己
評価

自己評価の理由

・ ICT利用によるホタテガイ養殖作業の効率化技術について、経験や勘に頼らなく
ても、適期の作業を効率的に行い効率的な生産を可能とするため、ホタテガイの
へい死に与える影響についてデータベースを作り、へい死率を予測するフロー
チャートを初めて作成した。冬季の水温が平年並～高い年は成長後のへい死が少
ないこと、冬季の水温が低い年は成長後にへい死が増加すること、その際のへい
死予測式を明らかにした。また、稚貝分散直後のへい死について、陸奥湾の󠄀湾
及び東湾それぞれにおけるへい死予測式を作成した。それぞれのへい死式および
既存の成長予測技術を基に生産量予測式を作成した。今後、養殖支援システム
「ほたてナビ」に実装し、漁業者の計画的かつ安定的なホタテガイ生産の維持に
貢献する。

水　　産
(4)

・ 着水型ドローンを用いた水産分野での応用研究については、着水型ドローンの利
用拡大と調査の省力化のために、ドローンに装着する小型採水器を新たに開発し
たほか、「吊り下げ装置」の防水機構の特許出願をした。各種観測機器を広範囲
で使用できるようになり、水産調査の大幅な省力化が可能となった。着水型ド
ローンにロガーを装着し、水温、塩分ロガーによる鉛直観測により、小川原湖水
の進入状況の観測に成功した。また、水中カメラにより海藻の分布状況を明らか
にし、日本海の藻場調査等にも活用した。県からの依頼による漁場への土砂流入
災害の被害状況調査に貢献した。

水　　産
(4)

工　　業
(4)

イ ＩＣＴ等を活用した農林水産物の効率的生産システムの構築に関する試験・研究
開発

・ 中南地域におけるりんごスマート農業技術の経営改善効果について、経営データ
管理アプリ「Agrion果樹」により、品種別の労働生産性を把握することができ
た。「自律走行無人草刈機」により、設定した草丈（６cm）を概ね維持すること
ができた。また、乗用草刈機のオペレーターの作業事故リスクを低減することが
できた。「光センサ選果機」を導入することにより、１ｔ当たり選果作業時間を
導入前よりも約45％削減できた。これらの技術の導入により、時間当たりの利益
は実証技術導入前の20％増となった。

農　　林
(3)

・ スマート農業機械を活用した農林畜産物生産の省力化と効率化の推進について
は、水稲、露地野菜、農地・林地管理、畜産の各分野において、水稲移植・直播
栽培での各種スマート農機の体系作業、草地・りんご園での自動草刈機、多目的
造林機械、自動操舵トラクターによるながいものトレンチャー耕・収穫作業、牧
草・飼料作物でのロボットトラクタによるコンビネーション作業、牛舎での餌寄
せロボット、牛の発情発見装置、飼料自動給餌機について省力性と経済性等を評
価し、生産者や経営体がスマート農機を導入する際の指標を提示した。これらの
成果は実演会や研修会、ホームページでの公開などを通し積極的に情報発信し
た。また、自動水管理装置については水稲生育予測モデルによる水管理スケ
ジュールを組み込んだシステムについて特許出願した。りんご園での自動草刈り
機について「参考となる研究成果（指導参考資料）」を提出した。

農　　林
(4)

・ センシング技術・ICTによる漁獲物選別及び加工の省力化・見える化技術につい
ては、人手不足への対応や付加価値の向上のため、荷さばき場での魚種やサイ
ズ、脂肪分等で自動分類する画像・近赤外分光による自動漁獲物選別技術を開発
するとともに、漁業者、加工業者が行うセンシング技術の実証試験をサポート
し、検証結果を基に「選別・省力化・軽労化マニュアル」を作成した。これによ
り16魚種の判別、サバの脂質含量による選別が可能となった。また、この近赤外
分光による自動選別技術は八戸前沖さばの認定時期決定にも利用されている。漁
獲物・品質情報等のデータはクラウドシステムに保存し、スマートフォンやパソ
コン等で確認できるシステムを開発したことから市場や加工場等の水産業の現場
での「見える化」を実現した。

食品加工
(4)

工　　業
(4)
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中期目標
中期計画

（指標・達成目標）

小項
目№ 業務の実績

自己
評価

自己評価の理由

・ 動線解析による分娩通知システムの開発については、分娩監視に要する労働負担
軽減のため、動線解析による分娩予測通知システムを開発した。本システムで
は、牛のネックベルトにセンサを付けるだけで、ストレスを与えずに分娩の監視
が可能で、実証試験では分娩の12時間前であることを97.4％の確率で通知し、さ
らに分娩が起きる１時間前であることを96.8％の確率で通知ができた。

農　　林
(3)

2 健康的な生活に寄与する県産素材を活用した付加価値の高い製品に関する試験・
研究開発

工    業：4
農    林：4
水    産：-
食品加工：4

ア 機能性成分を含む県産素材の探索、選定及び高付加価値化に関する試験・研究開
発

・ 美容・健康機能性に優れた青森県ブランド素材については、機能性を有する県産
素材の探索や利用のために、新規県産素材の収集及び機能性評価を行い、抗酸化
作用を持つ赤果肉リンゴ未熟果や、抗糖化作用を持つブルーベリー葉、抗アレル
ギー作用を持つ海藻アカモクなどを見出し、データベース化、HP上で公開した。
健康機能性に優れたカタクリ葉については共同研究先と実用化を進めている。カ
タクリの効率的増殖法を開発、特許出願した。リンゴ果皮を原料としたエキスの
商品化１件のほか、機能性成分を多く含む化粧品原料素材化についても効率的な
抽出方法等を検討し、県内企業及び素材メーカーとの共同研究により化粧品素材
化を見込んでいる。

工　　業
(4)

農　　林
(4)

・ 県産素材由来食品・芳香性商品開発支援に向けた新規分析法については、食品表
示基準に規定された元素の迅速な分析を可能とし、付加価値の向上及び機能を活
用した商品の開発に寄与するため、貝類、魚類、ナマコ、海藻類など水産物の多
元素分析法を検討し、マイクロウェーブ分解条件及びICP分析条件を確立した。
なお、人口生体膜を用いた日本酒の芳香成分の簡易分析法の開発については、外
部資金事業に移行し２件特許出願した。

工　　業
(4)

・ 産地で作る冷凍食品産業振興事業については、アスパラガス、ブロッコリー、カ
ボチャ等県産農産物の品質を保持したまま冷凍するための前処理技術や、冷凍技
術を開発し、県内企業に技術指導した。ブロッコリーやりんご等の冷凍野菜・果
物について、５社から６点が商品化され、全国の青森県フェア等でテスト販売に
至った。
また、エダマメ、ナガイモ、ダイコンのGABA含有量を増加する方法を見出したこ
とから、機能性素材としての食品開発し、製品化マニュアルを作成した。また、
冷凍カボチャについて用途別（煮物用および天ぷら・焼き物用）に加工前後の主
要成分データを取得すると共に、官能評価により有望品種を選定した。

工　　業
(4)

農　　林
(3)

食品加工
(3)

（２） 研究推進事項に基づいた試
験・研究開発を滞りなく実施
した。工業部門では三内丸山
遺跡から分離された酵母「ユ
メカモス」による果実酒の商
品化に貢献した。また、共同
研究によりブランデー製造条
件を最適化し、青森県初のブ
ランデー専門製造場開業を支
援した。農林部門では増殖が
難しいカタクリの増殖方法を
確立した。食品加工部門で
は、黒ニンニク等の機能性表
示食品届出を支援、また未・
低利用資源を利用した健康に
寄与する加工品のマニュアル
化などにより、県内企業の製
品開発に貢献した。
工業部門、農林部門、食品加
工部門とも中期目標を上回っ
て達成したことから、自己評
価を４と判断した。
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中期目標
中期計画

（指標・達成目標）

小項
目№ 業務の実績

自己
評価

自己評価の理由

・ 県産農産物の新規加工技術による健康機能性素材・食品については、県産黒ニン
ニク等について、通常は廃棄されるにんにく葉茎の加温処理により、機能性成分
シクロアリインが増加することを明らかにした。また、ニンニク外皮やながいも
のガンク（首部分）に抗炎症作用があることを明らかにした。
ナガイモ、カボチャ、ヤーコン、長ネギを材料とした、血圧上昇抑制機能を有す
るサプリメント原料を開発した。
また、黒ニンニク成分が新型コロナウイルス等による肺炎の重症化や皮膚の老化
に関与している好中球エラスーゼ活性を阻害することを明らかにした。黒ニンニ
クに含まれる免疫調節機能や抗老化に寄与する成分の主体はメイラード反応中間
体とメラノイジンであることを明らかにした。
GABAを機能性表示成分として黒ニンニクで５者、イヌリンを成分として赤キクイ
モで１者の機能性表示食品届出支援を実施し受理された。ヤーコンの加温処理製
法を事業者と共同で特許出願した。ニンニクに含まれる機能性成分アホエンの合
成方法を確立し産業振興に貢献した。
成分分析と製造技術について支援中のシイタケ新規加工技術について特許を出願
し、「つゆ」２品が商品化され、商品の一部は海外に輸出される見込みである。

食品加工
(4)

イ 県産素材の機能性や特徴を生かした美容製品・加工食品に関する試験・研究開発

・ あおもりブランド美容製品及び製造支援に関する研究では、簡素な施設でも化粧
品を製造できるようにするため、低速攪拌装置によるスキンケア及びヘアケア処
方を開発した。県産原料としてプロテオグリカン、オオヤマザクラエキス、菜の
花油、ヒバ油の配合を評価した。共同研究及び技術指導により、美容製品５件が
商品化された。

工　　業
(4)

・ 地域性と機能性の強化による県産酒類の高付加価値化に関する研究では、県産酒
類の高付加価値化を図るため、自然由来乳酸菌を利用した青森生酛の開発、麹菌
の普及、冷凍濃縮及び高機能果実酒の開発などを行い、共同研究及び技術指導に
より県産酒類の商品化につなげた。果実酒は果汁冷凍濃縮技術の最適化により実
用化の目処がついた。また、三内丸山遺跡から分離された酵母「ユメカモス」に
ついて、共同研究により清酒利用における特性を解明したほか、果実酒小仕込み
試験を行った。日本酒12件、シードル６件、ワイン１件、アップルブランデー１
件が商品化された。このほか、共同研究によりブランデー製造条件を最適化し、
青森県初のブランデー専門製造場開業に支援し、りんご産業の活性化に寄与した
として、『全国食品関係試験研究場所長会「優良研究・指導業績表彰」』を受賞
した。

工　　業
(4)

・ 未・低利用資源を利用した健康に寄与する加工品について、新たな価値の創造の
ため、規格外の夏秋いちごやアピオス、ミズダコの内蔵、海峡サーモン胃袋など
22品目について、加工時の物性や機能性成分の変化等を明らかにした。これらの
結果を基に健康に寄与する加工品として、ミズダコの外とう膜を用いた塩辛など
63品を開発し、マニュアル化し、このうち７品目が商品化された。また、サツマ
イモ皮中のポリフェノールを増加させる方法を明らかにし、抗酸化活性が維持さ
れた状態のパウダーを開発、マニュアル化した。また、イチゴセミドライフルー
ツの製法について「参考となる研究成果（指導参考資料）」を提出した。

食品加工
(4)
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中期目標
中期計画

（指標・達成目標）

小項
目№ 業務の実績

自己
評価

自己評価の理由

3 温暖化等の気候変動に対応できる農林水産物の生産技術等に関する試験・研究開
発

工    業：-
農    林：4
水    産：4
食品加工：-

ア 農林水産物の気候変動に対応した安定生産技術に関する試験・研究開発

・ 気候変動に対応した安定生産技術の研究では、ながいも栽培で多雨により発生す
る「穴落ち」によるいもの腐敗や奇形を防ぐため、額縁明渠とサブソイラ施工を
検討し「穴落ち」を抑制できること、トレンチャー方式及び作業速度による「穴
落ち」程度の違いを明らかにした。また、「穴落ち」リスクを最大容水時の土壌
重量を目安に評価できることを明らかにし、リスクの評価方法と対策について
「参考となる研究成果（指導参考資料）」を提出した。

農　　林
(4)

・ 気候変動に対応した病害虫防除技術については、温暖化により高温性病害虫の被
害が拡大するのを防ぐため、メロン、にんにく、ながいも、りんごについてそれ
ぞれ検討した。メロンでは、炭腐病の発生生態や診断方法、防除技術を明らかに
した。にんにくではウイルス病感染低減のための反射マルチによるアブラムシ飛
来抑制効果を明らかにした。ながいもでは、3,694個体から弱毒ウイルス株を１
株選抜し、「園試系６」に導入した。りんごでは、うどんこ病の防除適期や新規
系統薬剤の防除効果、伝染源となる芽しぶの摘み取りによる発生低減効果を明ら
かにした。これらについて、「参考となる研究成果（指導参考資料）」８件を提
出し、りんご病害虫防除歴、県防除指針などに反映した。

農　　林
(4)

・ コンブの効率的早期種苗生産では、品質の良い養殖コンブを安定的に生産するた
めに、コンブ母藻の成熟を人為的にコントロールし、確実かつ早期に種苗生産す
る技術を開発し、通常よりも１か月早い８月から種苗生産を開始することを可能
にした。従来より早く沖だしでき、収量の向上と計画生産ができるようにした。
青森県栽培漁業振興協会でも本技術を用いて種苗生産を行った。

水　　産
(4)

イ 気候変動に対応した新たな農産物の探索に関する試験・研究開発

・ 気候変動に対応した新作物・新品種の探索については、温暖化が進行しても本県
で経営的に導入可能な野菜や果樹の探索を行い、栽培法等を検討した。野菜で
は、さつまいも及びさといもを有望品目として選定し、さつまいも「ベニアズ
マ」及び「べにはるか」、さといも「土垂」について、適正な施肥量や栽植密
度、収穫時期等を明らかにした。果樹ではぶどう８品種、もも８品種、すもも４
品種を検討し、ももでは「つきかがみ」を有望と判断した。

農　　林
(3)

・ 自家摘果性を有し、着色管理の不要な黄色を主としたりんご品種の育成につい
て、温暖化による高温下での摘果や着色管理作業を軽減できる省力栽培向け品種
を開発するため、平成30年までに得られた有望な５系統のうち３系統を用い、交
配種子4,191粒から発芽した個体をDNAマーカーにより選抜し、836個体の健全な
接ぎ木苗を得た。令和５年度の春季に、健全な755個体の苗木を選抜圃場に定植
し、秋季に733個体の生存を確認した。早い個体では令和８年度より選抜試験を
始める予定である。

農　　林
(3)

（３） 研究推進事項に基づいた試
験・研究開発を滞りなく実施
した。農林部門では、ながい
もの奇形の原因となる「穴落
ち」の対策技術や、メロン、
にんにく、りんご等の高温性
病害虫防除技術等を開発し、
普及に移した。水産部門では
高品質な養殖コンブの安定的
生産技術を開発し、生産現場
に技術を移した。
農林部門、水産部門とも中期
目標を上回って達成したこと
から、自己評価を４と判断し
た。
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中期目標
中期計画

（指標・達成目標）

小項
目№ 業務の実績

自己
評価

自己評価の理由

２

4 人口減少の進行等の本県の地域課題に対応したものづくり産業に関する試験・研
究開発

工    業：4
農    林：-
水    産：-
食品加工：-

ア ＩｏＴやＡＩ等を活用した産業の高度化に関する試験・研究開発

・ 県内産業を支えるスマートセンシング技術については、遠隔地でも肥育牛の横臥
時間・採食量・飲水量を確認可能とするため、複数のセンサを組合せ、推定する
複合センシング技術及びそれらのデータをスマートフォンなどで確認するための
遠隔モニタリングシステムを開発した。また、実証試験により横臥時間等を推定
するシステムを構築した。動物の行動量推定に関する特許を出願した。

工　　業
(4)

・ AI・IoTを活用した県内産業のスマート化推進については、クレーン車のワイヤ
ロープ異常(乱巻き)による重大事故を未然に防ぐため、画像をAIに学習させた乱
巻きを検知するモデルを開発し、実用化に向け県内企業へ技術移転した。また、
にんにく乾燥工程管理のため、スマートフォンなどから庫内状況を遠隔監視可能
なシステムを開発し、商品化に向け県内企業へ技術移転したほか、特許１件を出
願した。細胞などの顕微鏡診断の効率化や遠隔診断を可能にするため、小型コン
ピュータを搭載した医療用デジタル顕微鏡を開発し、共同研究先の県内企業によ
り商品化された。

工　　業
(4)

・ 角型南部せんべい向け分割自動化システムの研究開発では、これまで複数人で作
業していたせんべいを意図的に可食サイズに割る工程を省力化する手法を検討し
た。せんべいを連続的に割るロボットハンドの試作、撮像光学系の試作、画像処
理プログラムの作成、システムの設計・構築などにより、新規のロボット自動化
システムを開発した。本システムを製造現場に設置し、実証試験により、有用性
を確認した。これに係る特許を１件出願した。

工　　業
(4)

イ 地域課題に対応したものづくり産業の競争力強化に関する試験・研究開発

・ 信頼度を高める異物分析のための前処理技術については、製品の品質に大きな影
響を与える異物の迅速かつ精度の高い分析のため、異物として想定される有機物
の人工物、天然物、無機物全般に対する前処理方法を確立した。フタル酸エステ
ル及び臭素系難燃剤の分析、樹脂に埋没した異物の分析、生体由来の異物分析な
どに要する時間が30％短縮された。確立した前処理技術は分析事例としてホーム
ページ等で情報提供するとともに、本技術を企業からの分析支援で導入してい
く。

工　　業
(3)

・ デザインマーケティングによる価値形成研究については、県内中小企業の売れる
商品づくりの支援のため、商品の価値を明確にし、発信すべき情報を整理する２
種類の広報シートを開発し、民間企業支援で実際に活用され、２件の商品化に貢
献した。Webの活用法として、ホームページ「青森産技マルシェ」への効果的
キーワードの埋込み等によりアクセスが増加した。これら広報整理シートやWeb
活用法等をまとめ、企業向け広報ガイドブック（マニュアル）を作成し、Web上
で公開及び県内企業へ配布した。

工　　業
(4)

重点推進事項【工業部門】

中期目標に掲げた重点推進事項に基づく課題を５か年で延べ51課題実施した。主な実
績は以下のとおりである。

（１） 研究推進事項に基づいた試
験・研究開発を滞りなく実施
した。
肥育牛のセンシング技術と遠
隔モニタリングシステムの開
発、医療用デジタル顕微鏡の
開発と商品化支援などによ
り、IoTやAI等を活用した産
業の高度化に寄与した。ま
た、「青森産技マルシェ」HP
の開設、情報発信のための企
業向け広報ガイドブック作
成、台湾向けV-Cup活用によ
るデザイン市場開拓等、もの
づくり産業の競争力強化に寄
与した。
中期目標を上回って達成した
ことから、自己評価を４と判
断した。
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中期目標
中期計画

（指標・達成目標）

小項
目№ 業務の実績

自己
評価

自己評価の理由

・ 中小企業経営者のための包装デザイン選択手法では、中小企業のデザイン活用を
促すための「包装デザインの評価法」を開発し、包装デザインのプロセスを整
理・可視化して関係者の情報共有と意思疎通を図ることで、効率的なデザイン案
の作成・選択を実現した。また、青森ビジネスデザイン活用研究会を主宰し、手
法開発への事業者参加と普及のプラットホームとして活用した。また、手法の実
践事例として３企業とデザイン開発及び評価検証を実施し、２件商品化した。中
小企業経営者のための包装デザイン選択手法の概要を紹介するガイドブックを作
成し、事業報告会にて普及した。

工　　業
(4)

・ 溶接現場用技術向上システムについては、県内若手溶接士の効率的な育成のため
に、モーションキャプチャカメラを利用して溶接トーチの動作を解析し、その結
果を基に立向・横向姿勢に対応した現場持ち運び可能なトーチ動作矯正システム
を作製した。矯正システムを実用化するため、複数の溶接現場で実証試験を行い
効果を検証できたので、令和６年度から八戸研の機械使用メニューへ追加し、県
内企業の若手溶接士育成に活用する。

工　　業
(4)

・ 台湾ものづくり・新ビジネス創出事業及び台湾デザイン市場開拓事業について
は、台湾市場を目指す県内ものづくり事業者の人材育成と商品開発のため、台湾
向けにアレンジした「V-Cup(商品企画支援ツール)」を用いて、県内企業５社の
商品と企業ブランドを再整理した。作成したビジュアルイメージボードとデザイ
ン仕様に基づき、県内デザイナーが台湾向けに商品及び企業ブランドをリデザイ
ンし、台北の高級百貨店で展示会を開催した。アンケート調査の結果、「地域ブ
ランド、製法技法、歴史文化」への関心が高く、POPデザインで情報提供した内
容が高評価を得ていたことが分かった。また、V-Cupを活用した台湾向けデザイ
ン開発を実施したことで、台湾市場におけるデザイン訴求ポイントの傾向を明ら
かにし、１件商品化した。

工　　業
(4)

5 県民の生き生きとした健康未来を支える製品・技術及び地域工芸を支える技術に
関する試験・研究開発

工    業：4
農    林：-
水    産：-
食品加工：-

ア 地域共生社会を支える製品・技術に関する試験・研究開発

・ 先端医療に対応する高機能臓器モデルについては、手術訓練効果の高い臓器モデ
ルを実用化するため、刺した針が明瞭に確認できる超音波診断装置対応皮膚モデ
ル、及び肺手術の基本操作である肺血管の切離操作を身に付けることができる肺
動脈モデルを開発した。両モデルの量産技術を確立し、県内企業へ製造方法を指
導して技術移転を行った。皮膚モデルは５件が商品化、肺動脈モデルは特許１件
を出願し１件が商品化された。また、12誘導心電図検査の訓練に使用できるよう
に、生体の胸骨や肋骨の触感を再現した軽量で安価な心電図モデルを開発し、県
内企業へ製造方法を指導して技術移転を行った。その結果、企業が独自に新たな
製品の試作に取り組むなど製品開発能力の向上に貢献した。

工　　業
(4)

・ デザイン視点を加えた医療機器等開発について、県内企業のライフ分野への参入
促進のため、リハビリに活用する「靴中敷きタイプの荷重コントロールデバイ
ス」を試作開発した。医療機関、県内IT企業との共同研究を行い特許１件を出
願、技術移転した。また、県内企業による福祉分野の製品開発、商品化のため、
地域のものづくり企業、医療、福祉の当事者などからなる「医療福祉デザイン研
究会」を組織し、「木製福祉椅子」を試作開発、１件商品化された。企業の製品
開発スキルの向上と、プラットフォーム型ビジネスモデルの構築につながり、医
療・介護現場のニーズに即した製品を県内企業により提供する体制を実現でき
た。

工　　業
(4)

（２） 研究推進事項に基づいた試
験・研究開発を滞りなく実施
した。
手術訓練用高機能臓器モデル
の開発と県内企業への技術移
転による商品化、木製福祉椅
子の商品化等により、地域共
生社会を支える県内企業の医
療関連分野への進出に寄与し
た。また、建築内装材として
津軽塗りアートパネルの商品
化などにより、地域工芸の異
分野への進出、市場拡大に寄
与した。
中期目標を上回って達成した
ことから、自己評価を４と判
断した。
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中期目標
中期計画

（指標・達成目標）

小項
目№ 業務の実績

自己
評価

自己評価の理由

・ IoT技術を活用した日常生活動作向上製品開発については、高齢者や被介護者の
ADL（日常生活動作）やQOLの向上のため、IoT関連技術とデザインの技術を融合
した製品を試作した。医療福祉デザイン研究会で現場ニーズを調査検討し、姿勢
変化継続検知機能、複数脚着座状況一覧表示機能、姿勢変化喚起音声出力機能、
着座動作向上誘導音声出力機能等を持つ椅子用システムを設計・試作し、検証を
行った。現場での実証試験結果を踏まえて改良した試作品を県内での体験会開催
及び全国区展示会へ出展し、アンケート調査結果に基づき、更に改良した製品２
種を開発し、特許１件を出願した。

工　　業
(4)

イ 異分野への進出等による地域工芸品の高付加価値化に関する試験・研究開発

・ 県内工芸の輸送機産業等に対する製品については、輸送機・建材産業への参入を
目的に、県内工芸の特性データの整備及び技術開発を行った。「研ぎ出し変り塗
の製品開発研究」では、JIS K 5600に準拠し津軽塗特性データを取得し、試作品
11種を開発した。これらをまとめた特性データ集、試作品写真集を県内外の企業
に提示し、大手自動車メーカー２社の要望でプレゼンテーションを実施した。木
質複合材料の製品開発研究では、共同研究企業が開発した波板状繊維板を活用し
た木質複合材を開発し、燃焼試験による難燃処理方法を確立、試作品５種を開発
した。これらについて研修会を開催し、技術普及した。また、共同研究企業と首
都圏大型展示会にて試作品を発表し、津軽塗アートパネル２件、ランプシェード
１件、小型屋台１件の計４件が商品化された。波板状繊維板活用・輸送機備品試
作に関連して特許２件、意匠３件を共同出願した。

工　　業
(4)

6 「スマート社会」の実現に向けた省エネルギー技術等に関する試験・研究開発 工    業：4
農    林：-
水    産：-
食品加工：-

ア 県民の快適生活に向けた熱利用の効率化に関する試験・研究開発

・ 快適な雪国生活の実現を目指した融雪システムについては、未利用熱の活用のた
め、効果を評価できるプログラム（未利用熱活用シミュレータ）を開発し、県事
業において県内企業への熱利用システムや青森市内への木質バイオマス発電シス
テムの導入評価を行い、実施可能性の判断ツールを作成した。また、低温熱源を
活用可能な融雪システムを開発し、換気排熱のような10℃未満の熱源でシーズン
を通して雪下ろし作業が不要な放熱量が得られることを明らかにした。屋外試験
により開発した構造の有効性を実証し、特許を１件出願すると共に共同研究企業
へ技術移転を行った。

工　　業
(4)

（３） 研究推進事項に基づいた試
験・研究開発を滞りなく実施
した。
住宅の換気排熱を利用する融
雪システムについて特許出願
し、企業に技術移転した。熱
利用の効率化による燃料費の
節減や、CO2排出量の削減に
よる環境負荷の低減、県民の
快適生活など、今後の産業振
興に貢献する成果を得た。
中期目標を上回って達成した
ことから、自己評価を４と判
断した。
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中期目標
中期計画

（指標・達成目標）

小項
目№ 業務の実績

自己
評価

自己評価の理由

３

7 国内外で競争力の高い優良な品種及び種畜に関する試験・研究開発 工    業：-
農    林：5
水    産：-
食品加工：-

ア 多様な用途に対応した水稲の品種に関する試験・研究開発

・ 高品質・安定生産が可能な水稲品種の育成については、胴割粒の発生が少ない極
良食味米品種「はれわたり」（令和２年度認定品種指定、令和３年度品種登録出
願、令和３年度出願公表、令和４年度奨励品種指定）、米粉に向く高アミロース
米品種「あおもりっこ」（令和４年度認定品種指定、令和４年度品種登録出願、
令和４年度出願公表）、特性が優れ多収な飼料用米品種「ゆたかまる」（令和元
年度飼料作物奨励品種指定、令和２年度品種登録出願、令和２年度出願公表）、
極多収の稲発酵粗飼料用品種「あおばまる」（令和２年度飼料作物奨励品種指
定、令和３年度品種登録出願、令和３年度出願公表）を育成した。特に「はれわ
たり」は日本穀物検定協会の食味ランキングで、令和４年（参考品種）、令和５
年と「特Ａ」に評価された。

農　　林
(5)

期間中に育成した品種の令和５年度の作付面積は、「はれわたり」が2,200ha、
「あおもりっこ」が６ha、「ゆたかまる」が4,700ha、「あおばまる」が150haで
あった。

・ 本県に適する優良品種の選定について、「はれわたり」、「あおもりっこ」、
「ゆたかまる」、「あおばまる」について、その特性を普及に移す研究成果（普
及する技術）としてまとめた。「はれわたり」の栽培マニュアルを作成し、関係
者一丸となった良食味・高品質栽培を行う体制が整えられた。また「あおもりっ
こ」については、米粉パンやシフォンケーキ、焼き菓子等として商品化されたほ
か、米粉麺として十和田市の学校給食に利用された。

農　　林
(5)

前記のほか、５か年で育成した水稲の品種候補系統は、極良食味向けとして５系
統、業務用向けとして５系統、直播栽培向けとして５系統、各種用途向けとして
６系統（糯米・酒米・米巨大胚低アミロース米等）、飼料用として１系統で、研
究所内や現地で生育状況を調査し、本県における地域適応性等を評価し、品種選
定の資料とした。

イ 高品質で収量性の高い青森特産野菜の品種に関する試験・研究開発

・ 青森特産野菜の優良品種については、令和４年度に裂球しにくく肥大性のよいに
んにく「青森福雪」（令和４年度品種登録出願）を育成した。また、「青森福
雪」の複数萌芽の発生は低頻度で、大りん片を使用しても種苗増殖において実用
上問題ないことを明らかにした。

農　　林
(5)

ながいもでは、収量性や形状の優れた２系統について、令和２年度から現地適応
性検定試験を行い、令和４年に総収量は少ないものの形状良好でＡＢ品収量が多
い新品種「夢雪」を品種登録出願候補系統とし、令和５年度に青森県特産野菜品
種・育成懇談会において広く普及が見込まれる品種として認められ、令和６年３
月25日に品種登録出願した。

重点推進事項【農林部門】

中期目標に掲げた重点推進事項に基づく課題を５か年で延べ286課題実施した。主な
実績は以下のとおりである。

（１） 研究推進事項に基づいた試
験・研究開発を滞りなく実施
した。
水稲品種「はれわたり」、
「あおもりっこ」、「ゆたか
まる」、「あおばまる」、に
んにく「青森福雪」、ながい
も「夢雪」、あらげきくらげ
「青ＡＫ１号」を登録出願し
た。また、基幹種雄牛「忠光
安」、「幸紀花」、「寿優
福」、「亀花邦」を育成、作
出した。また、本県で選抜し
たマツ材線虫病抵抗性クロマ
ツが一次検定合格木に選ばれ
たほか、無花粉スギ３品種が
優良品種として認定され、種
子及び穂木の配布により苗木
生産が開始された。特に「は
れわたり」は日本穀物検定協
会の食味ランキングで「特
Ａ」に評価され、県産米の評
価向上に大きく貢献した。
中期目標を大幅に上回って達
成したことから、自己評価を
５と判断した。

20



中期目標
中期計画

（指標・達成目標）

小項
目№ 業務の実績

自己
評価

自己評価の理由

ウ 競争力が高く、消費者ニーズに合うりんごや特産果樹の品種に関する試験・研究
開発

・ 青森りんごの「優位性」を高める品種育成については、青森県のりんご産業の維
持・発展のため、後期販売向け、良食味耐病性、難果肉褐変といった育種目標に
合わせた交配を行い、その後DNAマーカーによる幼苗選抜を行った後、実生を養
成し、接ぎ木苗を選抜圃場に定植した。育成第６期の個体については概ね一次選
抜試験が終了し、16個体を選抜した。また、育成第５期以前の二次選抜試験にお
いて、６系統を有望とし、うち２系統を品種評価試験に向け先行して苗木を作成
した。また、「青り30号」の品種評価試験では、栽培特性を調査し、果実の貯蔵
性等のデータを蓄積した。

農　　林
(3)

・ 多様なニーズに対応したりんごの国内外新品種の導入と評価については、５か年
で17品種を導入し、栽培特性は延べ123品種について調査した。育成新品種等で
は、「春明21」着色系統７系統の特性調査を実施した。また、日焼け対策のため
の遮光資材の効果を検討した。「はつ恋ぐりん」の斑点性障害の軽減方法を明ら
かにし、技術情報資料を作成した。「りんご黄色品種標準カラーチャート」を利
用した「ぐんま名月」の収穫方法の開発を行い、「普及に移す研究成果（普及す
る技術）」として普及に移した。「紅はつみ」に対する鮮度保持剤（1-MCP）の
効果、着色系「ふじ」７系統の特性、赤果肉品種10系統の特性、黄色晩生品種
「はるか」の特性について「参考となる研究成果（指導参考資料）」を提出し
た。

農　　林
(4)

エ 種雄牛や優良雌牛を効率的に生産する試験・研究開発

・ 雌雄産み分け技術を組み入れた一卵性双子生産技術については、種雄牛の早期能
力評価が可能となる双子検定を実用化させるため、受精後４～５日目の体外受精
卵を用いて性判別と双子生産を同時に行う受精卵生産技術を開発した。また、マ
イクロマニピュレーション技術を用いないで実施可能な簡易的な分離方法や、ア
ガロースゲルを用いた人工透明帯を作製することで、分離技術の簡易化を図っ
た。さらに、これらの技術マニュアルを作成した。

農　　林
(4)

・ 黒毛和種種雄牛生産支援では、20頭の種雄候補牛の産肉能力を調査した結果、令
和２年度に「忠光安」、令和３年度に「幸紀花」及び「寿優福」、令和５年度に
「亀花邦」の計４頭が県基幹種雄牛に指定された。「寿優福」はロース芯面積・
脂肪交雑等が歴代現場後代検定牛中１位の成績であり、畜産物の高品質生産に大
きく貢献することが見込まれるほか、他３頭についても雌牛での成績に優れる、
本県では数少ない血統であるなど、特徴ある種雄牛を作出した。

農　　林
(5)

・ 培養器不要の体外受精技術については、培養器を使わずに受精卵を生産するた
め、簡易な自作器具を作製し、牛体温を利用した体外受精卵生産技術を開発し、
特許出願したほか、「参考となる研究成果（指導参考資料）」を提出した。卵胞
吸引後の過剰排卵処理については、卵子採取後の過剰排卵処理開始時期を特定す
るため、採取後６日目に過剰排卵処理をしたところ、体内受精卵を効率よく生産
できることを明らかにした。さらに、移植可能な受精卵を大量生産するため、牛
体温を利用した受精卵生産技術と並行して、同一牛へ過剰排卵処理を行い、１頭
の牛から同時期に体外受精卵と体内受精卵を一度に生産可能であることを明らか
にした。

農　　林
(4)
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中期目標
中期計画

（指標・達成目標）

小項
目№ 業務の実績

自己
評価

自己評価の理由

オ 林業用優良林木の育種、きのこの新品種や栽培技術に関する試験・研究開発

・ 林業用優良材木の育種・増産技術については、クロマツ、ヒバ、スギについて取
り組んだ。クロマツのマツ材線虫病被害林残存個体から苗を育成し、抵抗性検定
を繰り返し行い、抵抗性品種候補木18家系75個体を選抜した。この選抜個体は令
和４年度に（国研）森林総合研究所林木育種センターにより、本県で初めての一
次検定合格木として選ばれた。また、他県産抵抗性品種について抵抗性検定によ
る品種選抜を行い採種園を造成、令和５年度から種子供給する体制を整えた。
ヒバの育種では、スギ並みに成長する挿し木優良品種の開発に取り組み、７品種
を選抜し、穂木供給に必要な採穂園0.2haを整備した。また、優れた成長が期待
される３倍体６個体を作出した。

農　　林
(4)

本県の環境に合う無花粉スギの育種に取り組み、花粉量の調査を行い優良品種20
品種を選抜した。この優良品種を用いて採種園と採穂園を整備し、令和３年度末
から苗木生産者へ種子及び穂木の供給を開始した。選抜品種のうち３品種が、令
和４年度に（国研）林木育種センターの優良品種に認定された。また、種子増産
技術について、着花促進用植物ホルモンの効果的な処理方法や、着花促進処理と
してジベレリンに機能性展着剤を添加する方法により、凶作年の種子の増産効果
を明らかにした。

・ きのこの品種開発及び栽培技術については、第２期において作出したあらげきく
らげ「青ＡＫ１号（青森きくらげ）」を登録出願（令和元年度品種登録出願、令
和３年12月13日登録）したほか、県と連携して栽培技術指導や試食ＰＲなどを積
極的に行って普及を図り、県産品ブランドの確立と生産者の収益向上に貢献し
た。シイタケの育種では、成分に優位性のある品種開発に取り組み、市販品種よ
りビタミンＤ量の豊富な選抜株３株を作出した。また、栽培技術の成果を取りま
とめ、技術資料「成分を強化する栽培技術の手引き」を作成した。あらげきくら
げのビタミンＤ量強化方法については、生産者に対して技術支援を始めている。

農　　林
(5)

8 産地活力を向上させる高品質で収益性の高い農林畜産物等の生産技術等に関する
試験・研究開発

工    業：-
農    林：4
水    産：-
食品加工：-

ア 土地利用型作物の高品質安定生産技術に関する試験・研究開発

・ 稲作の大規模経営を支える省力・高位安定生産技術については、高密度播種苗栽
培技術や飼料用米品種「ゆたかまる」の省力多収栽培技術、大規模ほ場での省力
的な雑草防除技術を検討した。主な成果は次のとおり。

農　　林
(4)

高密度播種苗栽培技術では、疎植栽培を組み合わせた栽培での生育特性を明らか
にし、寒冷地でも安定生産可能な栽培技術として、「参考となる研究成果（指導
参考資料）」を５件提出した。また、「高密度播種苗栽培マニュアル（暫定
版）」を作成し、ホームページにて公表した。また、水稲新品種「はれわたり」
と飼料用米品種「ゆたかまる」の成果も加え、「高密度播種苗栽培マニュアル
（改訂版）」として公表した。

飼料用米品種「ゆたかまる」の省力多収栽培技術では、高密度播種苗栽培及び乾
田直播栽培それぞれの栽培法で、省力的、かつ多収となる施肥技術を確立し、
「参考となる研究成果（指導参考資料）」を３件提出した。

乾田直播栽培の省力雑草防除技術では、土壌処理剤を用いた新規防除体系を確立
した。さらに、生産現場での適期除草を支援するため、雑草防除に関する情報を
随時発信した。メーリングリストで雑草防除ネットワーク情報をホームページに
アップロードしたことを通知できるようにし、迅速な情報提供を行った。

（２） 研究推進事項に基づいた試
験・研究開発を滞りなく実施
した。
水稲の高密度播種苗栽培マ
ニュアル、「はれわたり」良
食味・高品質栽培マニュアル
を作成したほか、難防除雑草
ツユクサ防除対策技術体系、
アルストロメリアのLED電照
栽培による増収効果、無袋で
長期貯蔵が可能な有望品種
「秋陽」の栽培特性、󠄀洋な
し「リーガル・レッド・コミ
ス」の長期貯蔵技術、ながい
も栽培における先端技術の導
入等の技術を確立し、関係機
関とともに生産現場に普及さ
せた。
中期目標を上回って達成した
ことから、自己評価を４と判
断した。
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中期目標
中期計画

（指標・達成目標）

小項
目№ 業務の実績

自己
評価

自己評価の理由

・ 持続的な大豆生産を可能にする管理技術については、大豆生産現場において低収
要因となっている、雑草害、立枯性病害、地力低下の対策技術を検討し、難防除
雑草ツユクサの防除対策、亜リン酸による立枯性病害対策、地力窒素低下対策等
について明らかにし、「参考となる研究成果（指導参考資料）」を４件を提出し
た。県重点事業により難防除雑草ツユクサ防除対策の展示圃を三八地域と下北地
域に設置し、新技術の普及展開を行った。

農　　林
(4)

・ ICTによる「あおもり米」生産技術革新事業（ICT関係以外の課題）については、
水稲新品種「はれわたり」の栽培特性と刈取適期、全量基肥施肥体系及び育苗箱
全量施肥について検討し、同等の収量を得られることを明らかにした。稲わらを
すき込む栽培体系での初期生育確保対策として、秋すき込みや分げつ期の早期落
水管理により、茎数、穂数、精玄米重が増加し、玄米タンパク含有率が低下する
ことを明らかにし、「参考となる研究成果（指導参考資料）」を提出した。

農　　林
(4)

・ あおもり米新品種スタートダッシュ事業については、「はれわたり」の特性等に
ついて明らかにし、「普及に移す研究成果・参考となる研究成果（普及する技
術・指導参考資料）」を５件提出したほか、「はれわたり」良食味・高品質栽培
マニュアル及びパンフレットを作成した。主な成果は次のとおり。

生育予測式を作成し、１km四方メッシュマップにて栽培が推奨される地域を算出
した。稲作地帯別区分ごとの収量性等を明らかにした。稲作地帯区分別の適正籾
数を明らかにした。適正籾数を得るための幼穂形成期の生育量を明らかにし、栄
養診断基準を策定した。出穂後積算気温から刈取適期を明らかにした。全層施肥
及び育苗箱全量施肥で慣行と同等の収量が得られる窒素施肥量を明らかにした。
また、県主催の研修会等でこれらの成果について周知した。

農　　林
(4)

「はれわたり」の高密度播種苗栽培と疎植栽培を組み合わせた栽培での生育特性
や収量性を確認したほか、育苗箱全量施肥（苗箱まかせ）を組み合わせた栽培に
ついて検討し、慣行の施肥量より25％減じても慣行並の収量が得られる結果を得
た。

・ 「はれわたり」デビューを契機としたあおもり米ブランド力強化対策事業では、
乾田直播栽培や湛水直播栽培など省力的な「はれわたり」の栽培法をとりまと
め、「はれわたり良食味・高品質栽培マニュアル」を改訂した。また、育苗箱全
量施肥栽培技術について、「参考となる研究成果（指導参考資料）」を提出し
た。

農　　林
(4)

・ 新型農業用ドローンによる省力的な水稲一発処理除草剤の散布方法の検証では、
農業用ドローンによる水稲用除草剤（豆つぶ剤）の省力的な散布方法を明らかに
し、「参考となる研究成果（指導参考資料）」を提出した。また、マニュアル
「農業用ドローンを利用した省力的な水稲一発処理除草剤の散布方法」を作成、
ホームページで公開し普及に移した。

農　　林
(4)
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中期目標
中期計画

（指標・達成目標）

小項
目№ 業務の実績

自己
評価

自己評価の理由

イ 高収益作物の高品質安定生産技術に関する試験・研究開発

・ あおもり冬の農業収益力向上対策事業について、冬春イチゴの品種比較では、気
温及び地温を制御した土耕栽培で、「よつぼし」が、「さちのか」、「とちおと
め」よりも収量が大幅に多くなること、「よつぼし」の栽培方法として６月下旬
までに406穴プラグ苗の鉢上げを行い、９月中旬に定植することで12月中旬頃か
ら収穫開始となることを明らかにし、県内における促成栽培の方法と収量性につ
いて「参考となる研究成果（指導参考資料）」を提出した。

農　　林
(4)

・ 魅力ある花き生産技術については、トルコギキョウ、デルフィニウム、アルスト
ロメリアについて、赤色LED電照処理、育苗方法や作型、有望品種の選定等を検
討し、「参考となる研究成果（指導参考資料）」を５件提出した。トルコギキョ
ウ抑制栽培の赤色LED電照処理による開花抑制・品質向上効果を明らかにした。
デルフィニウムの５月に出荷するための育苗方法と作型を明らかにし、出荷期間
の拡大が可能となった。アルストロメリアの新品種の特性と管理方法を明らかに
したほか、赤色LED電照による増収効果を明らかにし、県内生産者の高品質生産
向上に寄与した。本技術は全国紙（農業新聞）でも紹介されるなど反響が大き
かった。

農　　林
(4)

・ 大規模経営に向けた野菜の高品質安定生産技術については、ながいもの省力的な
栽培技術開発のために、マルチを用いた全量基肥施肥体系、広畝栽培の省力効果
と収量性、栽培方法を明らかにし、「参考となる研究成果（指導参考資料）」を
提出した。
にんにく栽培におけるウイルス病を媒介するアブラムシの飛来抑制に反射マルチ
被覆が有効であることを明らかにした。にんにくの乾燥において、大規模生産者
が使用する大型コンテナに対応したテンパリング乾燥法を明らかにし、これらに
ついて「参考となる研究成果（指導参考資料）」を提出した。
　

農　　林
(4)

・ ながいも原原種苗増殖の効率化については、催芽切りいもと反射シート被覆を組
み合わせることで、２倍のムカゴを収穫できることを明らかにした（指導参考資
料）。またネット栽培にすることで、従来のつる下げ栽培に比べ大幅な省力化が
可能となった。ながいもの種苗生産の効率化と省力化に大きく貢献する成果が得
られた。

農　　林
(4)

・ あおもりながいも産地力強化推進事業及びあおもりながいも生産力強化推進事業
については、自動操舵システム、ドローン、植付け機などのながいも栽培におけ
る先端機械等を導入することで、軽労化及び省力化効果を明らかにし、スマート
農機の導入促進に貢献した。また、成いもによる切りいも催芽処理方法を明らか
にした。低支柱栽培と、肥効調節型肥料を用いた全量基肥栽培について省力効果
と収量性、栽培方法を明らかにし、「参考となる研究成果（指導参考資料）」を
５件提出した。

農　　林
(4)

・ 担い手不足に対応したりんごの省力栽培及び安定供給技術については、高密植栽
培の若木期間の特性、花粉量が多く低温下でも授粉に向く品種、無袋栽培でも長
期貯蔵できる｢秋陽｣の栽培特性を明らかにし、これら「参考となる研究成果（指
導参考資料）」を提出した。また、新技術の静電風圧式授粉機と摘花剤を組み合
わせることにより、効率的な着果管理が可能となることを明らかにした。さら
に、第二期で設定した土壌及び樹相診断に基づく施肥基準について、現地試験に
よりその実用性を明らかにした。

農　　林
(4)
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中期目標
中期計画

（指標・達成目標）

小項
目№ 業務の実績

自己
評価

自己評価の理由

・ 青森ブランド特産果樹の大玉安定生産技術については、「ジュノハート」の摘果
効果を確認するとともに、若木期における好適樹相を新梢の生育状況で判定でき
ることを明らかにした。また、自発休眠覚醒時期を明らかにした。シャインマス
カットでは新梢の管理方法を改良することで、果房重や粒重、収量が向上するこ
とを明らかにした。耐寒性に優れたもも台木「ひだ国府紅しだれ」の特性等を明
らかにした。これらを「参考となる研究成果（指導参考資料）」を提出した。

農　　林
(4)

󠄀洋なしの鮮度保持技術については、「リーガル・レッド・コミス」の長期貯蔵
技術として、０℃貯蔵により12月上旬まで果実品質を高く維持できること、追熟
果の日持ち性等を明らかにした。また、󠄀洋なし「ジェイドスイート」の最適な
追熟温度、食べ頃の果皮色を明らかにした。これらを「参考となる研究成果（指
導参考資料）」として提出した。

環境負荷の少ない病害虫防除技術については、「シャインマスカット」の防除体
系を明らかにし、県防除暦を新たに作成するとともに、「普及に移す研究成果
（普及する技術）」として提出し普及に移した。また、ぶどう、おうとう、もも
等の殺菌剤、殺虫剤17剤について病害虫防除暦に採用するとともに、もものせん
孔細菌病の耕種的防除の要点や新たな防除技術について、「普及に移す研究成
果・参考となる研究成果（普及する技術・指導参考資料）」として提出した。

・ 「ジュノハート」ブランド化促進事業については、結実確保技術、着色管理技術
を検討した。凍霜害防止対策では燃焼資材を増やし雨よけ被覆と併用することで
昇温効果が高まる等のデータを得た。開花期の高温障害対策では、寒冷紗被覆に
より樹体温度上昇を防ぐことができ、遮光率が高いほど効果が高いことを明らか
にし、着色管理技術では適切な摘葉方法について明らかにした。これらを「参考
となる研究成果（指導参考資料）」を提出した。貯蔵花粉を用いた溶液授粉でも
結実することを確認し、慣行の毛ばたき授粉との比較データを蓄積した。

農　　林
(4)

ウ 畜産物の高品質安定生産技術に関する試験・研究開発

・ 県産地鶏の安定生産に向けた飼養管理技術については、「『青森シャモロック種
鶏』飼育管理マニュアル」の改訂に向け、適切な飼料給与方法と給与量について
検討し、得られた成果を基に県内民間種鶏場で現地実証を行った結果、設定した
給与量等は適切であり、産卵率も向上することを確認した。これらの成果により
マニュアルを改訂するとともに、生産者協会での勉強会やブランド化協議会や現
地指導により普及を図った。

農　　林
(3)

始原生殖細胞（PGC）による遺伝資源保存技術を確立するため、共同研究先の農
研機構でPGCの保存及び個体再生技術等を習得し、キメラニワトリを作出すると
ともに後代検定を実施し、ドナー由来の後代率を明らかにした。また、キメラニ
ワトリ同士を交配して原種鶏の復元を試みたが、キメラ率が低く復元に至らな
かったことから、キメラ率の向上技術を検討し、原種鶏の復元を目指す予定とし
た。
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中期目標
中期計画

（指標・達成目標）

小項
目№ 業務の実績

自己
評価

自己評価の理由

・ 乳用牛のベストパフォーマンスを引き出す飼養管理技術については、受胎性向上
のために、子宮内へのプロテオグリカン注入の効果を調査した結果、初妊牛及び
潜在性子宮内膜炎陰性牛において受胎率が向上したが、潜在性子宮内膜炎の程度
を示すPMN率、抗炎症性ホルモンに違いは見られなかった。酪農家での実証試験
においても、プロテオグリカン注入により受胎率が向上することを確認した。

搾乳牛の暑熱対策のために、牛舎内へのミスト噴霧の有無の影響を調査した結
果、気化熱により舎内温度を下げる効果より、牛体に直接噴霧する方法で効果が
大きく、乳量減少を抑制できるとともに、受胎率を向上させることが可能であっ
た。また、記録的猛暑となった場合は、牛舎の構造等により冷却効果が異なるこ
とを確認した。

農　　林
(3)

エ 立地環境に適した森林の施業技術、効率的な製材技術等に関する試験・研究開発

・ カラマツ人工林の施業技術については、本県に適した施業技術を開発するため、
生育状況、倒伏や樹形の欠陥などの被害発生状況、立地環境、施業履歴を調査
し、県内全域で成長は概ね良好で、生育不良木の発生は少ないことを明らかにし
た。また、地位指数(40年生時の上層木平均樹高)で調査地の林地生産力の評価と
総合的な解析を行い、造林注意エリアマップを作成するとともに、「カラマツ施
業技術マニュアル」を作成し、林業関係者への普及を図った。

農　　林
(4)

・ 生産性を高める製剤技術と高付加価値製品については、効率的な製材技術につい
て、スギ大径材の有効利用に向け、丸太材質の効率的な測定技術、心去り平角材
の効率的な乾燥技術、ラミナ（集成材を構成するひき板）の強度予測技術に取り
組んだ。丸太測定技術では、フォークリフト荷重計と周波数測定アプリを用いる
ことで強度と含水率を推定できることを明らかにした。乾燥技術では、丸太の重
量選別と天然乾燥の併用によるコスト低減を明らかにした。ラミナ強度予測技術
では、ラミナの強度等級の出現分布を明らかにするとともに、丸太の強度の測定
によりラミナの強度を推定できることを明らかにした。これらの成果について技
術資料を作成し普及を図った。

農　　林
(3)

木材の高付加価値製品の開発では、ガラス塗料塗布によるヒバの防火対応内装材
の防火効果を確認し、防火認定に必要な項目を整理した。エクステリア製品の開
発に向け、スギやヒバ等の耐腐朽性試験や防腐性能試験、屋外杭試験から耐久性
を評価し、防腐処理や水対策等の情報を整理した。これらの研究成果を技術資料
として取りまとめ、製材事業者等に情報提供した。
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中期目標
中期計画

（指標・達成目標）

小項
目№ 業務の実績

自己
評価

自己評価の理由

9 環境負荷の軽減等に対応した安全・安心な農林畜産物の生産管理技術に関する試
験・研究開発

工    業：-
農    林：5
水    産：-
食品加工：-

ア 土地利用型作物の安全・安心な生産管理技術に関する試験・研究開発

・ 水田農業における人と環境にやさしい病害虫管理技術については、合理的な農薬
使用による省力・低コスト技術について検討し、「はれわたり」のいもち病リス
ク評価やもみ枯細菌病に対する温湯消毒法・軽量培土の種類による被害軽減、高
密度播種苗栽培におけるいもち病・イネミズゾウムシに対する薬剤の側条施用方
法の確立、斑点米カメムシの直播栽培における薬剤散布適期・出穂前の畦畔除草
時期の晩限など、「参考となる研究成果（指導参考資料）」を８件提出し普及に
移した。大豆の害虫に対するIPM技術では、ウコンノメイガの要防除水準を暫定
的に設定するとともに、県内初確認されたイチモンジカメムシの特徴について
「参考となる研究成果（指導参考資料）」を提出した。

農　　林
(4)

イ 高収益作物の安全・安心な生産管理技術に関する試験・研究開発

・ ニンニクイモグサレセンチュウ等の総合的防除技術については、イモグサレセンチュウ
汚染圃場を水田に転換すると、土壌中の線虫密度が低下し、にんにく作付時の被害が
軽減することを確認した。クロルピクリンによる土壌消毒を行った場合、りん片分化期後
の積算気温を目安に収穫することで、本線虫被害を軽減できることを明らかにした。ま
た、にんにくに被害を与えるチューリップサビダニの発生生態を明らかにし、効果的な防
除法を「参考となる研究成果（指導参考資料）」として提出した。にんにくにおけるネギア
ザミウマの寄生推移を調査し、収穫時のりん球へのわずかな寄生が、乾燥後・保管中
のりん片被害を引き起こす可能性を明らかにした。

農　　林
(4)

・ 野菜の難防除病害虫に対する総合的防除技術については、緑肥作物を組み入れた
ながいもの輪作を４年間実施したところ、緑肥の作付け間隔により差がみられ、
深層土壌の混和回数が病害抑制に関与することが示唆された。また、緑肥作付け
後では、土壌の微生物多様性・活性値が上昇した。ねぎの畝間に大麦を作付けす
ることで、ネギアザミウマの天敵が増え被害が減少する傾向が認められた。「カ
ボチャ果実斑点細菌病」、「シュンギク葉枯細菌病」、「ヤマノイモ腐敗細菌
病」の３病害を新たに確認したほか、カスミカメムシ類によるながいもの被害を
新たに確認し、「参考となる研究成果（指導参考資料）」として提出した。

農　　林
(4)

・ 多様化するリンゴ病害虫の発生に対応した防除技術の研究では、黒星病に対する
防除技術として、小型温湿度計を用いた感染予測法の開発や黒星病対策を強化し
た新防除体系を構築した。また、令和５年度に多発したモモシンクイガやリンゴ
コカクモンハマキの発生要因が、モモシンクイガは温暖化による卵期間の短縮、
リンゴコカクモンハマキは主要殺虫剤に対する薬剤抵抗性の発達によるものであ
ることを明らかにした。交信撹乱剤コンフューザーＲをりんご病害虫防除暦の基
準薬剤として位置づけ、「普及に移す研究成果（普及する技術）」を提出、令和
６年度農作物病害虫防除指針及びりんご病害虫防除暦に採用し、普及に移した。
薬剤耐性菌・抵抗性害虫の調査では、黒星病に対するAP剤、褐斑病に対するMBC
剤、ナミハダニに対する殺ダニ剤エコマイトの効果低下を明らかにした。また、
オウトウハダニの特徴と薬剤感受性、防除薬剤が天敵やマメコバチに与える影響
等についても明らかにした。これらは、「普及に移す研究成果」３件、「参考と
なる研究成果（指導参考資料）」５件を提出し、県病害虫防除指針やりんご病害
虫防除暦に反映させた。

農　　林
(4)

（３） 研究推進事項に基づいた試
験・研究開発を滞りなく実施
した。
水稲品種「はれわたり」のい
もち被害リスクを栽培マニュ
アルに反映したほか、イネミ
ズゾウムシなどに対する側条
施用の確立、にんにくの害虫
チューリップサビダニの効果
的な防除法を確立した。ま
た、リンゴ黒星病を強化した
防除体系を明らかにし普及に
移したほか、新規薬剤につい
て早期実用化した。これらの
成果により、耐性菌発生前の
状態に回復し、青森県のりん
ごの安定生産に大きく貢献し
た。また令和５年に多発した
モモシンクイガに対する防除
対策を迅速に普及に移した。
中期目標を大幅に上回って達
成したことから、自己評価を
５と判断した。
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中期目標
中期計画

（指標・達成目標）

小項
目№ 業務の実績

自己
評価

自己評価の理由

・ DMI剤感受性低下菌対策を主眼としたリンゴ黒星病防除体系の確立については、
生産現場での耐性菌の発生が問題となっていたことから、防除体系を再構築し、
黒星病対策を強化した春季の防除体系として「普及に移す研究成果（普及する技
術）」、農薬関係資料、東北農業研究成果情報などにとりまとめ普及に移した。
また、新規薬剤は実用化まで通常５年程度要するところを、県と連携し１年程で
農薬登録となり早期実用化を実現した。これらの成果等により、黒星病の発生面
積は耐性菌が多発した平成30年には14,584ha（73.6％）であったが、令和５年は
298ha（1.5％）と耐性菌発生前の状態に回復し、青森県のりんごの安定生産に大
きく貢献した。

農　　林
(5)

・ 被害落葉からの黒星病胞子飛散を防ぐために、農研機構とメーカーと共同で開発
した落葉収集機の利用により、雪解け後の地面に張り付いた落葉を手作業の約30
倍の作業能率で収集し、黒星病の被害を軽減できることを明らかにし、「参考と
なる研究成果（指導参考資料）」に提出した。東北農業研究成果情報に採択され
たほか、農林水産省の2022年農業技術10大ニュースに選定された。開発した落葉
収集機は令和４年３月に市販化された。

農　　林
(4)

ウ 飼料作物の安全・安心な粗飼料生産技術に関する試験・研究開発

・ 長命連産につながる粗飼料生産技術については、高品質・高機能粗飼料生産のた
めに、短草利用栽培・給与試験、雑草防除試験、Low-DCAD牧草栽培・給与試験、
スラリー施用試験、窒素施用量試験を行った。短草利用により高タンパク・低繊
維の高消化性牧草が得られ嗜好性も良好であること、強害雑草ハルガヤの防除に
は石灰の表層施用が効果があること。乳牛の周産期病予防のため窒素肥料として
塩安を施用することで牧草のイオンバランス（DCAD）を下げられること等を明ら
かにした。施肥管理によるLow-DCAD牧草の給与試験では、分娩後の血中Ca濃度の
低下は防げなかった。個体差が関与したと考えられた。低窒素牧草給与では嗜好
性が良好であることを確認した。

農　　林
(3)

エ 森林病虫害対策技術の高度化に関する試験・研究開発

・ 森林の公益的機能を守る病害虫対策技術については、松くい虫被害の防除対策に
ついて、気温データから病原体媒介昆虫マツノマダラカミキリの定着危険性を解
析し、被害の危険性を示すハザードマップと被害対策方法をまとめ、マニュアル
を更新した。ナラ枯れ被害の防除対策では、病原体媒介昆虫カシノナガキクイム
シを木くずからDNAによって特定する技術を確立した。気温データからカシノナ
ガキクイムシの定着危険性を解析し、ハザードマップを作成するとともに、枯死
木探査やくん蒸処理の時期などを示した防除暦を作成した。

農　　林
(3)

ナラ枯れ対策における駆除と被害木利用を両立させるため、被害木を原木とした
きのこ栽培の方法、被害木を薪に利用する方法を検討した。きのこ栽培では、シ
イタケ、アラゲキクラゲ、マイタケの３種について栽培可能なことを明らかに
し、栽培技術マニュアルを作成した。薪利用では、春までに被害木を薪に加工す
ることで、カシノナガキクイムシの次世代数が減少することを明らかにした。
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中期目標
中期計画

（指標・達成目標）

小項
目№ 業務の実績

自己
評価

自己評価の理由

４

10 浜の活性化を支える水産資源の維持・増大等に関する試験・研究開発 工    業：-
農    林：-
水    産：4
食品加工：-

ア 環境変動等に対応したホタテガイの安定生産技術に関する試験・研究開発

・ ホタテガイ養殖作業の効率化技術については、ヤマセの影響を明らかにするた
め、陸奥湾及び研究所の４地点において成育状況と環境のモニタリングを行い、
ヤマセが吹いた期間は潮の流れが速くなり、比較的流れが穏やかな下層でも速く
なることを明らかにしたほか、ヤマセの風速別に流れのシミュレーションを行う
ことで、中層と下層で逆向きの流れが発生することを明らかにした。ホタテガイ
の生残や成長には水温及び種苗性だけでなく流速が関わっていることを明らかに
し、各種研修会で情報提供した。

水　　産
(3)

・ ホタテガイへい死原因の解明とへい死軽減技術については、養殖ホタテガイの生
残に及ぼす水温、波浪、潮の流れ等の影響を明らかにするために、定点モニタリ
ングによりデータの蓄積を行った。耳吊り用稚貝が分散時の付着物除去作業の影
響によりへい死率や異常貝率が高まることを明らかにしたほか、稚貝採取や稚貝
分散の遅れにより、へい死率や異常貝率が高まることを明らかにした。また、稚
貝の収容密度により成長が抑制され、貝の成長が遅くなることを明らかにし、こ
れらの成果は生産指導に活用した。

水　　産
(4)

イ サケ、シジミ等の資源増大に関する試験・研究開発

・ シジミの大型種苗生産技術と放流手法については、適切な中間育成施設の有効性
を確認するために、小川原湖水域で複数個所に筏及び蓄養籠を用いた施設を設置
し、姉沼が有望な中間育成適地であることを明らかにした。また、冬季の稚貝管
理方法を検討するために、閉鎖循環飼育及び屋外水槽での越冬試験を実施したほ
か、放流手法を検討するために、標識放流と追跡調査を実施し、放流稚貝が天然
稚貝と同等の成長・生残を示すことを確認した。また、稚貝の生残の良い放流に
適した漁場を初めて把握した。これらの成果を基に「シジミ種苗生産マニュア
ル」を作成、公開し普及に移した。実用性が高く、漁協の評価も高いものとなっ
ている。

水　　産
(4)

・ サケ、サクラマスの資源増大対策については、回帰率向上のために、サケ親魚の
捕獲から採卵・ふ化飼育管理及び放流稚魚サイズ等増殖実態を把握するととも
に、適正種苗生産・放流指導を行った。また、河川回帰親魚の年齢査定等の調査
を行った。サクラマスについては増殖している３河川で稚魚の追跡調査を行い、
稚魚の残存率や降海率を推定した。

水　　産
(3)

（１） 研究推進事項に基づいた試
験・研究開発を滞りなく実施
した。漁業者施設で稚貝採取
や稚貝分散の遅れによりへい
死率が高まることや、稚貝の
収容密度により貝の成長が遅
くなること等を明らかにし、
漁場環境や生産環境の変化に
対応した、ホタテガイの安定
生産に貢献した。また、シジ
ミ種苗生産マニュアルを作
成、公開し普及に移し、小川
原湖のシジミ資源・漁獲量の
安定化に貢献した。
中期目標を上回って達成した
ことから、自己評価を４と判
断した。

重点推進事項【水産部門】

中期目標に掲げた重点推進事項に基づく課題を５か年で延べ136課題実施した。主な
実績は以下のとおりである。
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中期目標
中期計画

（指標・達成目標）

小項
目№ 業務の実績

自己
評価

自己評価の理由

11 漁業経営の安定・発展に向けた水産資源の持続的利用に関する試験・研究開発 工    業：-
農    林：-
水    産：4
食品加工：-

ア マダイ、ウスメバル等の資源管理技術に関する試験・研究開発

・ マダイの資源管理手法と高鮮度処理技術については、本県マダイの資源管理手法
を開発するために、小型魚・産卵親魚の保護による資源管理効果のシミュレー
ションを行い、漁獲開始年齢を４歳以上にするか、漁獲割合を現状の８割以下に
することで資源量が維持される効果を確認した。また、延髄切断脱血＋神経抜き
処理による高鮮度処理技術を開発し、開発した高鮮度処理によるマダイの飲食店
による試食評価を行い、高評価が得られた。

水　　産
(3)

・ 県内資源管理のための海面資源については、ウスメバル、イカナゴ、陸奥湾マダ
ラの資源評価・資源管理効果の検証を行った。ウスメバルは、統計解析による資
源量推定結果から、資源量が低位水準で減少傾向にあることを明らかにし、その
情報を漁業者に提供し、計画的営漁に寄与した。イカナゴは、稚魚及び成魚の分
布密度が極めて低い状態にあることを明らかにした。その結果を受けて禁漁措置
が継続し、資源保護に貢献した。陸奥湾マダラは、資源量が高位水準で増加傾向
であることを明らかにし、また、稚魚分布調査、漁獲物の年齢査定等のデータを
統計解析し、マダラの資源量を予測する実用的な手法を開発した。その予測結果
を漁業者に提供し、経営安定に貢献した。

水　　産
(4)

・ 日本周辺水域資源評価のための海面資源については、大幅に増加した調査対象魚
81種の資源評価に対応した。漁獲統計調査、生物測定調査、分布・資源量調査等
を実施し、（国研）水研機構を代表とする都道府県の水産試験研究機関等とのＪ
Ｖ機関と共同で資源の評価を取りまとめ、水産庁へ報告した。これらの評価結果
をもとに、資源管理が行われ、資源水準の維持に貢献した。

水　　産
(4)

・ アイナメの資源管理については、資源管理手法の検討に必要な成長様式や成熟等
の生態を解明するために、津軽海峡で漁獲されたアイナメの魚体測定、年齢査
定、漁獲量及び標識放流等の調査を行い、体長と体重の関係、年齢査定に必要で
ある耳石の輪紋形成時期、年齢と成長、産卵期、成熟体長・年齢、婚姻色、移動
生態などの、青森県海域のアイナメの成長・成熟特性を初めて明らかにした。ま
た、婚姻色を利用した資源量推定に関する新たな知見が得られ、資源管理方策を
検討する上で重要な要素となった。

水　　産
(4)

イ イカ等資源の効率的利用に関する試験・研究開発

・ スルメイカの漁況予測に関する試験・研究開発では、漁況予測のため、県漁連取
扱の日計表、中型いか釣標本船、（国研）水研機構の海況予測システムFRA-ROMS
ⅡやJAXAの衛星「しきさい」のデータなど、５年間で10万件を超えるデータを収
集した。これをもとに好漁場だけでなく広範囲の不漁海域の予測も行い、大幅な
燃油節約が期待できるようになった。予測結果は、当研究所から漁業者に提供す
るだけでなく、海況予測モデルなどの最新情報の入手活用方法の提供や漁業者自
身で状況把握、簡易予測が可能な体制も構築した。

水　　産
(4)

・ アカイカの資源評価については、６～７月に北太平洋公海域で流網による資源調
査を実施し、年平均17地点でアカイカの漁獲調査を行い、平均有漁率は82%で
あった。また、11～１月に三陸沖で実施したいか釣による漁場調査を実施し、年
平均17.5回の調査を行った。

水　　産
(3)

（２） 研究推進事項に基づいた試
験・研究開発を滞りなく実施
した。
陸奥湾マダラの資源量予測を
的中させ、実用的な手法を開
発した。日本周辺水域資源評
価のための海面資源について
は、調査対象魚の大幅な増加
に対応した。アイナメの資源
管理に有用な知見を数多く得
た。スルメイカの漁況予測で
は、好漁場だけでなく広範囲
の不漁海域も予測することが
可能となり、大幅な燃油削減
が期待できる成果となった。
小川原湖で問題となっている
糸状藍藻類のモニタリングで
は、予察モデルを新たに開発
したことで、操業判断に利用
できるようになった。
中期目標を上回って達成した
ことから、自己評価を４と判
断した。
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中期目標
中期計画

（指標・達成目標）

小項
目№ 業務の実績

自己
評価

自己評価の理由

ウ 漁場環境等に関するモニタリング及び試験・研究開発

・ 小川原湖における糸状藍藻類のモニタリング試験では、小川原湖の水産物で問題
となっているカビ臭着臭による被害軽減のため、原因となっている糸状藍藻類の
モニタリング調査を実施し、藍藻類発生の予察モデルを新たに開発した。発生の
予測を事前に漁協に報告し操業判断に役立ててもらった結果、漁業被害を回避す
ることができ、本県の内水面漁業に貢献することができた。

水　　産
(4)

・ 世界最高水準の貝毒監視体制の確立については、研究プロジェクトで開発された
簡易測定キットが、一定条件においてHPLC法と高い相関が確認され、現場でのス
クリーニング法としてプロジェクト構成員の企業により販売されており、（一
社）青森県薬剤医師会にて使用された。また、UHPLCを使った貝毒検査改良法は
特許を取得した。

水　　産
(4)

12 地域の特色ある漁業の発展に向けた新しい技術に関する試験・研究開発 工    業：-
農    林：-
水    産：5
食品加工：-

ア マツカワ等の新魚種養殖技術に関する試験・研究開発

・ マツカワの養殖技術については、種苗量産化技術開発を進め、陸上養殖技術を確
立し、目標１万尾生産に対して7.7万尾の種苗生産を実現した。鮮度保持技術と
して、活締脱血処理のほかに急速冷凍することで冷凍刺身として流通できること
を明らかにした。また、マリネ、生燻製など10品の製法をマニュアル化し、漁
協、町、県内加工業者、県内スーパーなどに提供し、技術普及を行った。新たな
販売ルート開拓のため、道の駅などでも利用可能な業務用中間加工品の開発を
行った。

水　　産
(5)

・ マツカワの漁港内における海面養殖技術については、種苗生産コスト低減のた
め、早期種苗生産試験を行い期間を短縮することができた。飽食給餌での成長速
度の把握、夜間給餌で日中並みに魚体が成長することを明らかにし、青森県栽培
漁業振興協会へ技術移転した。令和５年度の夏季の異常高水温により、海面養殖
のマツカワがへい死したことから、高水温対策を加えた養殖試験を実施中であ
る。
市場ニーズ調査として、活締め脱血および氷締めした海面養殖マツカワのフィ
レー（皮付き）を、東京都内の飲食店に送付しアンケート調査したところ高い評
価であった。また、豊洲市場で聞き取り調査を行い、知名度向上が課題であるこ
と等を明らかにした。

水　　産
(4)

イ 大型マス類等の地域特産品化技術に関する試験・研究開発

・ 大型マス類の地域特産品化技術については、海面養殖サーモン種苗の効率的な生
産方法を開発するために、スチールヘッド系ニジマス全雌二倍体に標準の150％
給餌を行うことで、淡水育成期間を22か月から10か月に短縮する技術を開発し、
民間養魚場に技術指導した。その種苗を用いた海水育成試験でも出荷サイズ２kg
以上に成長することを確認した。また、令和３年の下北豪雨災害で被害を受けた
養魚場に本技術を指導し、種苗期間を従来よりも短縮することで、翌年秋の種苗
出荷に間に合わせることができた。また、海面養殖用の小型種苗について海水適
応能を確認した。

水　　産
(4)

（３） 研究推進事項に基づいた試
験・研究開発を滞りなく実施
した。
マツカワの種苗量産化技術の
開発を進め、目標１万尾生産
に対して7.7万尾の種苗生産
の大幅増の実現と低コスト
化、陸上養殖技術を確立した
ほか、冷凍刺身や加工品の製
法をマニュアル化し技術普及
した。海面養殖サーモン種苗
の効率的な生産方法を開発
し、淡水育成期間を従来の22
か月から10か月に大幅短縮す
る技術を開発し、災害後の復
旧にも貢献できた。「青い森
紅サーモン生産体制強化およ
び生産力強化については、生
産方法や出荷手順を作成し生
産者に普及した。また、生産
者と流通関係者間の調整を進
め、新たに量販店での販売を
成功させた。
中期目標を大幅に上回って達
成したことから、自己評価を
５と判断した。
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中期目標
中期計画

（指標・達成目標）

小項
目№ 業務の実績

自己
評価

自己評価の理由

・ 「青い森 紅サーモン」生産体制強化および生産力強化については、青森県初の
淡水養殖・大型サーモンの高品質な出荷のために、生産方法や出荷手順を作成
し、講習会開催や現地指導を行い生産者に普及した。また、生産者と流通関係者
間の調整を進め、新たに量販店での販売に導いた。生産量の増大に向けて、新規
候補養魚場での養殖試験、酸素溶解機による飼育試験、及び飼育環境モニタリン
グシステムを用いた溶存酸素量等のモニタリングを実施し、従来の基準より２割
増産の可能性を確認した。

水　　産
(4)

５

13 原料に関わる状況の変化に対応できる食品加工技術に関する試験・研究開発 工    業：-
農    林：-
水    産：-
食品加工：4

ア 主要原料代替として有望な魚種に関する試験・研究開発

・ 多獲性魚種の品質向上については、八戸沖等で漁獲されたブリ及びマイワシの脂
質量が、漁獲時期や年次により違いが見られ、個体差が大きいことを明らかにし
た。ブリは水煮にした場合、原料と加工後で脂質量に違いが無いこと等を明らか
にした。スラリーアイスを用いたブリの輸送試験では、八戸市から横浜市場まで
高鮮度出荷が可能なことを確認した。ハンディ型近赤外分光装置で、ブリ及びマ
イワシ、サバで利用できるように脂質測定モデルを作成した。八戸前沖さばの認
定時期決定にハンディ型近赤外線分光装置での測定結果が用いられるようになっ
た。

食品加工
(4)

イ 県内で導入が進んでいる農産物及び新開発品種の加工技術に関する試験・研究開
発

・ 農産物の新品種等の加工技術については、新品種等の活用技術では、ジュノハー
トのシロップ煮用果実の着色方法を開発したほか、キクイモの機能性成分の抽出
条件と抽出量の関係を調査し、加工品製造の基礎資料とした。この技術を活用し
清涼飲料水を開発した。県産農産物の活用技術では、赤キクイモの機能性成分分
析などの支援を行い、ドリンク等５件が商品されたほか、雄鴨肉２品の加工品を
開発した。また、カボチャの効率的なペースト加工方法、高アミロース米「あお
もりっこ」を配合したパンの特性を明らかにし、「参考となる研究成果（指導参
考資料）」に提出した。「あおもりっこ」の米粉を使った加工品の特性評価で
は、シフォンケーキに使用すると膨らみ、きめ、香りの評価が高く、総合評価も
高いことを明らかにし、１品商品化された。青森きくらげの保存方法の検討と加
工品開発では、保存中に発生する臭いの防止方法と水煮保存技術を開発した。

食品加工
(4)

重点推進事項【食品加工部門】

中期目標に掲げた重点推進事項に基づく課題を５か年で延べ75課題実施した。主な実
績は以下のとおりである。

（１） 研究推進事項に基づいた試
験・研究開発を滞りなく実施
した。
ハンディ型近赤外分光装置
で、ブリ及びマイワシ、サバ
で利用できるように脂質測定
モデルを作成し、八戸前沖さ
ばの認定時期の決定に用いら
れている。農産物の加工技術
では、、赤キクイモで５件が
商品化されたほか、カボチャ
のペースト加工法、「あおも
りっこ」米粉によるシフォン
ケーキ等を開発した。
中期目標を上回って達成した
ことから、自己評価を４と判
断した。
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中期目標
中期計画

（指標・達成目標）

小項
目№ 業務の実績

自己
評価

自己評価の理由

14 社会情勢やライフスタイルの変化に対応した食品に関する試験・研究開発 工    業：-
農    林：-
水    産：-
食品加工：4

ア 食の簡便化等ライフスタイルの変化に対応できる食品加工技術に関する試験・研
究開発

・ ライフスタイルの変化に対応できる食品加工技術については、抗酸化物質を含む
にんにく抽出液にDHAやEPA等の機能性脂質を分散させたスプレータイプのサプリ
メントの開発に向け乳化剤を検討し、高圧ホモジナイザーによる高圧処理で安定
性を確認した。にんにくの脂溶性成分、水溶性成分、および抽出液の性質や保存
方法などを明らかにした。これによりドレッシング等の機能性表示食品に利用で
き、スプレータイプについては、県内事業者数社に開発需要があることを確認し
た。

食品加工
(3)

イ 消費者の高級志向等に対応するための高付加価値化技術に関する試験・研究開発

・ 高級魚種の品質保持技術については、カレイ類及びヒラメでは、活締め脱血及び
活締め脱血しながら５℃での冷却、潅水式活締めが鮮度保持に有効であることや
潅水式活締め後の適切な熟成期間を確認した。トラフグ以外のフグ類の鮮度保持
効果は、活締め脱血が氷締めより効果が高いことを確認した。冷凍前のマフグの
最適な熟成期間は５日間が目安となることを明らかにした。また、ヒラメ・マコ
ガレイ・フグについての品質保持マニュアルを作成し、普及を図るため情報紙お
よび展示試食会で情報提供を行った。
　

食品加工
(4)

・ 下北の磯焼け場に特化したウニ周年生産モデル事業については、生コンブが採取
できない冬期間に漁業者が容易に製造できる餌料として、ボイル（蒸煮）乾燥コ
ンブが良好であることを明らかにした。漁業者にこの製造工程を指導し、冬季の
海面蓄養試験を風間浦漁業協同組合で実施し、ウニ周年生産モデルを開発した。

食品加工
(3)

ウ 県産素材による健康補助食品・高齢者向け等食品の試験・開発研究

・ 機能性成分と県産素材を組み合わせた食品については、特産野菜の抗酸化活性を
調査し、14種のニンニク関連含硫化合物および抽出物のうち、アリシン、アホエ
ン、ジチインそれぞれの魚油における抗酸化活性の効果を確認した。また、ニン
ニク成分を添加した魚油10％を含むエマルションを調製し、魚油の酸化を抑制す
ることを確認した。ニンニク抽出液の抗酸化成分は、魚肉に拡散しにくいことか
ら、水産物加工食品に直接添加する方法ではなく、魚油に添加し用いる方法が適
当であることを明らかにした。

食品加工
(3)

（２） 研究推進事項に基づいた試
験・研究開発を滞りなく実施
した。
ヒラメなど高級魚種の品質保
持技術についてマニュアルを
作成し、普及に移した。ウニ
の周年生産に冬期間の餌料を
明らかにし、ウニ周年生産モ
デルを確立した。
中期目標を上回って達成した
ことから、自己評価を４と判
断した。
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中期目標
中期計画

（指標・達成目標）

小項
目№ 業務の実績

自己
評価

自己評価の理由

15 意欲ある食品関連産業の技術的課題の解決や新商品開発支援に関する試験・研究
開発

工    業：-
農    林：-
水    産：-
食品加工：5

ア 消費者・生産事業者のニーズに対応した製品に関する試験・研究開発

・ 農産加工食品の開発・改良については、事業者のニーズに基づき製品開発・改良
を実施した結果、「えごまサイダー」、「りんごっぷるサイダー」、「菊と菊芋
のピクルス」、りんごの缶詰「あおもりりんご」、ジュノハート加工品
「Sakura"N"bow」など、68品目が商品化された。

食品加工
(4)

・ 消費者や企業の既存ニーズに対応した食品加工技術・製品については、企業の開
発ニーズに対応した技術・製品開発のために商品化支援を実施し、「ホタテク
リームコロッケ」、「FUKAURA HIMONO」、「魚屋がつくった炊き込みごはんの
素」、「天皇海山の金目鯛」など、38品目が商品化された。

食品加工
(4)

・ 北浜海域ほっきがい資源増大・評価向上支援については、ホッキガイの付加価値
向上のため、周年供給が可能となる冷凍刺身及び加工製品の開発を行った。
ホッキガイを蒸煮し凍結した刺身用冷凍ホッキガイは、解凍後も生に近い食味と
外観となり、県内漁業関係者や首都圏等のバイヤー等から高い評価が得られた。
同刺身用冷凍ホッキガイを大阪シーフードショーに出品しPRした結果、高い評価
が得られた。高品質なホッキガイ加工製品として12品目を開発し、「水産物加工
講習資料」に掲載し、県内加工企業等への普及を図った。ホッキガイ乾燥調味品
２品目が商品化された。ブランド化に向けて、パッケージング時の酸素封入技術
を開発し、食感向上と臭気抑制効果を明らかにし出荷技術を確立した。

食品加工
(4)

・ 未利用バイオマスの素材化については、食品容器混錬用にヒバ材、ビール搾汁残
渣の粉末化について検討し、ヒバチップの微細粉末化技術を開発した。包装用
フィルムなどのプラスチック製品に混合可能となり、未利用素材の有効利用によ
り、環境負荷の低減等が期待できる。委託事業者により、実機でのプラスチック
製造試験に用いられた。

食品加工
(4)

イ 新規製品の提案に向けた試験・研究開発

・ 事業者の潜在的開発ニーズに対応するための食品加工技術・製品開発及び、魚離
れに対応した製品開発、企業ニーズに対応した製品開発について、加工原料代替
候補魚種を提案したほか、魚離れや簡便性を重視した製品開発を行った。支援商
品のうち、「深浦サーモン棒寿司」は第31回全国水産加工品総合審査会におい
て、農林水産大臣賞を受賞した。また、イナダ（ブリ未成魚）等のレトルト製品
など、121品目の製法をマニュアル化し、「水産物加工講習資料」として、毎年
県内約300の事業者に配布した。同マニュアルに対するアンケートでは、商品開
発の参考にする、社員教育に使用する等の肯定的な回答が多く得られた。

食品加工
(5)

（３） 研究推進事項に基づいた試
験・研究開発を滞りなく実施
した。
事業者のニーズに対応し、多
数が商品化された。ホッキガ
イの冷凍刺身など高品質な
ホッキガイ加工製品を開発
し、ブランド化に貢献した。
支援商品のうち、「深浦サー
モン棒寿司」は第31回全国水
産加工品総合審査会におい
て、農林水産大臣賞を受賞し
た。またイナダ等のレトルト
製品など、121品目の製法を
マニュアル化し、県内約300
の事業者に配布し、県内事業
者への技術普及と商品開発に
大きく貢献した。
中期目標を大幅に上回って達
成したことから、自己評価を
５と判断した。
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中期目標
中期計画

（指標・達成目標）

小項
目№ 業務の実績

自己
評価

自己評価の理由

(2)連携による試験・研究開発の推進

16 ●

・

・

・

・

・

・

・

・

食品加工部門と工業部門が連携し、漁獲物選別及び加工の省力化・見える化のため、
画像・近赤外分光による自動漁獲物選別技術を開発した。本技術はハンディ型機器に
搭載し、八戸前沖さばの認定時期決定にも用いられている。また、市場や加工場等の
現場で見える化技術として、クラウドシステムを利用して漁獲物情報をスマートフォ
ンなどで確認できるシステムを開発した。

工業部門と農林部門が連携し、カタクリ葉については、化粧品素材化及び配合化粧品
の商品化が見込まれていることから、カタクリの効率的増殖法を検討し、細胞培養に
より球根を増殖する方法について特許出願した。

工業部門、農林部門、食品加工部門が連携し、県産農産物（アスパラガス、ブロッコ
リー等）の前処理技術や冷凍技術の開発を行い、県内企業に技術指導を行い、商品化
された。また、カボチャの冷凍前処理加熱条件を明らかにした。また、エダマメ、ナ
ガイモ等のGABA含有量を増加する冷凍方法を見出したことから、機能性素材としての
食品開発し、製品化マニュアルを作成した。

水産部門と食品加工部門が連携し、高級魚マツカワの養殖と加工品開発について検討
した。養殖の種苗量産化技術の開発を進め、目標１万尾生産に対し、7.7万尾の種苗
生産を実現した。また、需要拡大や付加価値向上のための加工品開発については、鮮
度保持技術として冷凍刺身として流通できることを明らかにした。また、マリネ等10
品の製法をマニュアル化し、県内加工業者、県内スーパーなどに提供し、技術普及を
行った。また、新たな販売ルート開拓のため、道の駅などでも利用可能な業務用中間
加工品の開発を行った。

地域資源及び研究資源の効率的な
活用と研究目標の速やかな達成に
向け、各部門内や部門間はもとよ
り、生産事業者、関係団体、教育
機関、他の試験研究機関等と柔軟
に連携し、幅広く情報収集するこ
とに努める。
また、それぞれが持つ技術とノウ
ハウを生かしながら、生産・製造
現場に出向いて課題を解決するほ
か、共同研究や受託研究に積極的
に取り組む等、外部資金を活用し
た試験・研究開発を推進する。

研究課題の速やかな達成に向け、
センター内部はもとより、生産事
業者や関係団体等との情報交換に
より、それぞれの技術とノウハウ
の蓄積を図り、外部資金の活用を
視野に入れながら、共同研究や受
託研究に積極的に取り組むととも
に、戦略課題については、戦略推
進事項ごとに進捗状況や試験・研
究開発の結果等を管理する。
また、生産事業者が抱える課題に
ついては、「現場解決型ドクター
派遣制度」を活用し、生産現場に
積極的に出向いて解決する。

青森産技の各研究部門間が連携した課題は５か年で延べ56課題を実施した。主な実績
は以下とおりである。

工    業：3
農    林：3
水    産：3
食品加工：3

各部門とも、部門間連携によ
る研究が中期目標どおり行わ
れ、戦略課題は戦略事項ごと
に進捗状況や、試験・研究開
発の結果等を管理した。ま
た、戦略課題設定に向けた
ワークショップも十分に実施
した。
中期目標を達成したことか
ら、各部門の自己評価を３と
判断した。

農林部門と工業部門が連携し、「青天の霹靂」の生産を支援するためのICTシステム
「青天ナビ」を開発、機能性向上等の各種改良を行った。これにより、ランニングコ
ストの削減、操作性、効率化等を大幅に向上させた。また、利用者を生産者全てに拡
大し、産地全体で活用する体制を構築した。食味が高水準で維持され、デビュー以来
８年連続で食味ランキングが特Ａを獲得したほか、収量が平均1.2俵/10a増加した。
また、「まっしぐら」、「はれわたり」の収穫適期マップを表示するアプリ「まっし
ナビ」、「はれナビ」の津軽地域版を開発した。

農林部門と工業部門が連携し、肥育牛の横臥時間・採食量・飲水量を遠隔地から確認
可能とするため、複数のセンサを組合せて時間や量を推定する複合センシング技術及
び遠隔モニタリングシステムを開発したほか、採食量・飲水量を推定するシステムを
構築し特許出願の上、発表会や展示会などで普及を行なった。県内企業の製品化に向
けて、個別訪問し技術紹介した。

水産部門と工業部門が連携し、着水型ドローンを用いた水産分野での各種調査のた
め、着水型ドローンに装着する吊り下げ装置及びその防水機構等を開発した。これに
より、水産分野において空撮や各種観測機による着水調査等が可能となり、省力・効
率的なデータ収集が可能となった。また、県からの漁場への土砂流入災害の状況調査
に対し、迅速に対応することができ、連携による研究成果が災害対応に大きく貢献し
た。

牛の分娩開始通知システムの実用化促進に関する試験研究において、畜産研での被験
牛に対する実験結果に基づいて、工総研でセンサ筐体等の試作を行った。また、検知
信号の中継機及び受信機の改良試作を行った。
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中期目標
中期計画

（指標・達成目標）

小項
目№ 業務の実績

自己
評価

自己評価の理由

・

・

17 ● 工    業：3
農    林：3
水    産：3
食品加工：3

・

・

・

・

受託研究による試験・研究開発は５か年で延べ233課題を実施した。主な実績は以下
のとおりである。

各部門とも、生産事業者や関
係団体などの要望の応じた受
託研究が十分に行われた。
中期目標を達成したことか
ら、各部門の自己評価を３と
判断した。

工業部門では、県清酒製造協同組合からの受託研究で、県内清酒製造の安全、品質向
上を目的として、麹の酵素活性測定、酵母の拡大培養、全国新酒鑑評会に出品された
清酒の品質を調査し、酒質動向について製造業者にフィードバックした。また、県内
企業からの受託研究で、事業者が試作したブラックベリー果汁について、抗酸化物質
であるエラグ酸の定量分析を実施した。その他、県内食品製造企業からの受託研究
で、成形不良の少ない鶏肉の圧延成形技術を確立するため、鶏肉の前処理条件と成形
性の関係を調査し、圧延成形技術装置の設計や装置の試作を行った。県内生産事業者
からの受託研究で、省力的に食品を分割するロボットシステムを構築した。

農林部門では、農機メーカーからの受託研究で、ロボットトラクターによる完全無人
走行による道路走行の実証を所内で行った。肥料製造企業からの受託研究で、肥効調
節型苗箱専用肥料の施用効果を評価した。（国研）農研機構からの受託研究で、リン
ゴ黒星病発生低減のための落葉収集機や自動運転スピードスプレーヤ（SS）の散布性
能について評価した。（国研）農研機構からの受託研究で、飼料用トウモロコシの地
域適応性を検討した。農薬メーカーからの受託研究で、新型農業用ドローンを用いた
除草剤の散布試験を行った。

水産部門では、(国研)水研機構からの受託研究で、本県沿岸の重要魚種について81種
を対象とし、漁獲統計調査、生物測定調査、分布・資源量調査等を行ったほか、ウナ
ギの種苗育成・放流について調査した。県からの受託研究で、藻場増殖場の設置効果
を把握するため、日本海と太平洋の増殖場（計８地区）で、潜水調査を行い、ウスメ
バルの稚魚や、藻場における海藻類の繁茂状況などを確認した。

食品加工部門では、八戸前沖さばブランド推進協議会からの受託研究で、「八戸前沖
さば」のブランド認定の根拠とするため、水揚げされるサバについて、漁獲日、漁獲
海域、魚種、魚体サイズごとの魚体測定、脂質分析を行い、同協議会等にデータを迅
速に提供し、ブランド力強化に寄与した。食品容器開発メーカーからの受託研究で、
ヒバ粉製造方法について、素材の微細粉末化において障害となっていた試料の詰まり
について検討し、解消した結果、時間当たり処理量を1.5倍に改善することができ
た。

戦略課題については、研究部門や研究所の枠を越えて、試験設計会、中間検討会、試
験成績検討会を開催し、戦略事項毎に進捗状況や、試験・研究開発の結果等を管理し
た。また、研究開発の参考となるよう、検討会に参加した研究員から集めたアンケー
トを、試験担当者にフィードバックした。

新たな戦略課題の設定に向けて、「ドローンの活用」、「AIを知る」、「AIの研究活
用を考える」、「DXリテラシー」、｢DXの現状と実施｣等のワークショップを開催し、
研究員が意見や情報を交換した。また、ドローンセンシングでは競争的資金の応募に
繋がった。
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中期目標
中期計画

（指標・達成目標）

小項
目№ 業務の実績

自己
評価

自己評価の理由

18 ● 共同研究による試験・研究開発は５か年で延べ186課題を実施した。主な実績は
以下のとおりである。

工    業：3
農    林：3
水    産：3
食品加工：3

・

・

・

・

・

・

・

・

県内企業との共同研究により、県産農産物の加工技術による健康機能性向上のため、
黒ヤーコンの製法について特許を取得した。黒ヤーコンと藍を混合乾燥したお茶が商
品化された、にんにくの機能性成分アホエンの合成に成功した。（大）弘前大学との
共同研究で、きくいもの搾汁技術やイヌリンを保持した飲料の製造技術など５品が商
品化された。黒にんにくと米糠を混合することで、GABAが増加することを確認し、特
許出願した。黒にんにくの基本的な分析データを黒にんにく協会に提供し、事業者の
要望に応じて分析による指導・支援を行った。

（大）弘前大学や県内企業との共同研究により、県産農産物の加工技術による健康機
能性向上のため、ねぎやにんにくの加温処理によりシクロアリインなどの機能性成分
が増加することを明らかにした。にんにく外皮やながいものガンクに抗炎症作用があ
ることを確認した。GABAを機能性表示成分として黒にんにくで５者、イヌリンを成分
として赤きくいもで１者の機能性表示食品届出支援を実施し、受理された。

各部門とも、青森産技と生産
事業者や関係団体等がお互い
の強みを活かす共同研究が十
分に行われた。
中期目標を達成したことか
ら、各部門の自己評価を３と
判断した。

県内酒造メーカーとの共同研究により、青森生酛の速やかな酵母の増殖方法を明らか
にした。また、県麹菌ゴールドG、プラチナGは実地試験を実施し、酵素力価で良好な
製麹が行われていることを確認した。また、（独）八戸工業高等専門学校と（株）青
い森工房との共同研究により、三内丸山遺跡跡から分離された酵母「ユメカモス」を
利用した果実酒が商品化された。

（大）岩手大学、（大）弘前大学、県内の生産者との共同研究により、水稲栽培の春
期の作業分散を図るため、根雪前の初冬期に種籾を播種する技術を検討し、苗立ちが
安定する方法、施肥法を明らかにした。現地実証試験での生産者の評価は良好であっ
た。

県内企業との共同研究により、森林資源調査の省力化のため、森林計測への地上レー
ザーやUAV（ドローン）の活用技術を検討し、地上調査を必要とせずに樹高や幹の直
径を算出できる効率的な計測技術を考案し、共同で特許を取得した。

（国研）水研機構との共同研究により、サクラマスの資源評価のために、沿岸漁獲量
の集計、老部川での野生魚分布調査及び産卵床調査、新たなモニタリング河川探索を
行い、資源評価に関するデータを蓄積した。

（大）北海道大学との共同研究により、コンブ母藻の成熟を人為的にコントロール
し、確実かつ早期に種苗生産する技術の開発を進めた。当初計画のマコンブ以外に
も、リシリコンブ、オニコンブ、ナガコンブを培養し成熟させ、通常よりも１か月早
く種苗生産を開始し、種苗糸を生産することができた。

（国研）水研機構との共同研究により、代替候補魚種として深海性底魚の利用促進を
図るため、オニヒゲ、テナガダラ等の利用加工技術を開発し、乾燥品、粕漬製品等６
品の製法をマニュアル化し、「水産物加工講習資料第27号」にまとめた。
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中期目標
中期計画

（指標・達成目標）

小項
目№ 業務の実績

自己
評価

自己評価の理由

19 ● 工    業：3
農    林：3
水    産：3
食品加工：3

・

・

・

・

(3)試験・研究開発の成果の移転・普及

ア 20 ア

● 農　　林
(3)

食品加工
(3)

工    業：3
農    林：3
水    産：3
食品加工：3

数値目標に掲げた「生産現場
に有益な技術・情報の提供」
の実績が、農林部門、食品加
工部門とも中期計画を達成し
た。各部門とも、生産現場に
有益な試験・研究開発の成果
を電子メールやホームページ
等により、速やかに提供し
た。また、提供した技術・情
報等について調査し、活用さ
れていることを確認できた。
中期目標を達成したことか
ら、各部門の自己評価を３と
判断した。

生産現場のニーズに応じた試験・研究開発等によって蓄積した青森産技の技術とノウ
ハウを、以下のように提供した。

生産現場に有益な技術等として提供した件数は、農林部門では「普及に移す研究成
果・参考となる研究成果（普及する技術・指導参考資料）」148件及び農薬関係資料
122件、食品加工部門では新規加工品の製造方法325件、「参考となる研究成果」３
件、合計598件（農林部門270件（90％）、食品加工部門328件（119％））であった。

水産部門では、マナマコの人工種苗生産と受精卵及びふ化幼生の放流支援、トゲクリ
ガニに対する消費者からの問い合わせ対応等を支援した。

食品加工部門では、ヒラメ生ハムの商品化、ロウソクホッケを活用したフライ製品の
製造、山菜を使ったアイスクリームと惣菜の開発、しょうゆ漬け製品の改良、紅茶や
生姜等で風味づけしたりんご缶詰の商品化、ホタテエキスの品質改善、常温流通可能
なトバの製造、冷凍イカ醤油煮のレトルト化、ボイルホタテの製造後の経過時間にお
ける遊離アミノ酸量の変化の把握、青い森紅サーモンを使った加工品等を支援した。

試験・研究開発の成果は、ＩＣＴ
の活用等により生産事業者等に速
やかに情報提供する。
また、行政機関、関係団体等との
連携により、移転・普及の成果を
生産現場等で検証するとともに、
必要に応じて技術改良を行う等の
フォローアップを行う。

試験・研究開発の成果は、ＩＣＴ
の活用等により生産事業者や関係
団体等に速やかに情報提供する。
また、その効果を高めるため、行
政機関や関係団体等との連携によ
り、移転・普及の成果を生産現場
等で検証し、必要に応じて技術改
良等を行う。

生産現場に有益な技術・情報の提供生産現場に有益な技術・情報
の提供
生産現場に有益な試験・研究
開発の成果は、電子メールや
ホームページ等により、速や
かに提供する。
また、生産現場に提供した技
術・情報等については、関係
団体や生産事業者等の協力を
得ながら活用状況を調査し、
必要に応じて技術の改良等を
行う。

（中期計画の期間に達成すべ
き数値目標１）
生産現場に有益な技術等の提
供の件数：575件

生産現場で事業者の抱える個々の課題を研究者が解決する「現場解決型ドクター派遣
制度」について、５か年で延べ112件(工業部門59件、農林部門18件、水産部門10件、
食品加工部門25件）取り組んだ。主な実績は以下のとおりである。

各部門とも、生産事業者等の
要望に応じた取り組みが十分
に行われた。
中期目標を達成したことか
ら、各部門の自己評価を３と
判断した。工業部門では、サウナ用薪ストーブの燃焼性能と内部構造の改良、３Ｄソフトによる

画像マッピング方法、鋼板の変形シュミレーション、「泊ウニ」のパッケージデザイ
ン、アウトドアでの漆椀のデザイン商品企画、とうもろこし抽出液を使用した甘酒の
製造管理、ニンニク乾燥施設内の温湿度の計測、鑑評会に出品する日本酒の製造管
理、ブランデーの新商品開発等を支援した。

農林部門では、水稲V溝乾田直播栽培での雑草の防除対策、無花粉スギのコンテナ苗
生産、水稲刈取後の小麦播種、夏秋いちご「すずあかね」の増収技術、大豆害虫予察
方法と防除方法、小麦の低収、除草対策、りんご園内におけるアミガサタケ栽培、ス
ギ樹皮を用いた舗装資材等を支援した。

年度 R1 R2 R3 R4 R5 合計
件数 121 119 131 109 118 598
目標 115 115 115 115 115 575

達成率 105 103 114 95 103 104

生産現場に有益な技術等の提供の件数（件、％）
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中期目標
中期計画

（指標・達成目標）

小項
目№ 業務の実績

自己
評価

自己評価の理由

・

・

・

● 農　　林
(3)

食品加工
(3)

●

・

・

● 農　　林
(3)

●

● 農　　林
(3)

水稲の生育状況、りんごの開花予測、特産果樹の生育ステージ等、農作物の生産・生
育情報を県の「農なび青森（令和５年３月まではアップルネット）」や、青森産技の
ホームページで1,168回発信した。

電子メールによる情報提供は、県内農協に対する害虫発生調査の結果、水産物に関係
する調査や観測の結果等、1,130回行った。

農　　林
水　　産

(3)

水稲の新品種、有望系統、ながいも育成系統の現地適応性、オウトウ「ジュノハー
ト」の大玉生産技術、無花粉スギの実生苗養成実証試験など県内628か所で実施し、
成果の早期普及に努めた。

青森産技マルシェホームページによる開発品種等の紹介、農作物品種のデータ、種雄
牛作出のための直接検定実施状況、マツノマダラカミキリの発生予測、ホタテガイ採
苗速報、センシング・技術・ICTによる漁獲物選別及び加工の省力化・見える化技術
の開発等の最新情報を706件掲載した。

陸奥湾の水温、塩分、溶存酸素等の観測情報や気象情報、水温予測値などのリアルタ
イム配信のほか、陸奥湾に関する総合的な情報を「青森県海況気象情報総合提供シス
テム（海ナビ＠あおもり）」で発信した。

生産現場のニーズがあり青森県の環境条件に適合した農薬について、その安定性・安
全性を試験し、効果が確認された情報を、122件の農薬関係資料にまとめ「農作物病
害虫防除指針」に掲載し普及に移すことで、農作物の高品質安定生産による収益力の
維持・向上を図った。

新規加工品の製造方法として、「イカチョコサンド」、「キクイモボーロ」、「海峡
サーモンオイル漬け」など325件の製造方法をレシピ化したほか、「冷凍加工したイ
チゴセミドライフルーツの簡易製造法」など３件を「参考となる研究成果（指導参考
資料）」として情報提供した。

農林部門、食品加工部門では、開発技術の活用状況を把握するため、発信してから２
年を経過した165件の「普及に移す研究成果、参考となる研究成果（普及する技術・
指導参考資料）」に採用された技術や、197件の「新規加工品の製造方法」につい
て、活用状況を調査した。その結果、農林部門では９割以上が活用されていること、
食品加工部門では回答のあった８～10割の企業で活用されていることを確認した。

生産現場に有益な試験・研究開発の成果は、関係者が利用しやすいように整理し、以
下のとおりホームページにより情報発信した。

工　　業
農　　林
水　　産
食品加工

(3)

「ブランド米生産支援システム「青天ナビ」の施肥指導での活用法」、「アルストロ
メリアの赤色LED電源による増収効果」、「ながいも栽培における先端技術等導入に
よる省力化・軽労化効果」、「りんご黒星病対策を強化した春季の防除体系」、「黒
毛和種種雄牛「忠光安」号の現場後代検定成績」、「水稲新品種「はれわたり」の特
性」、「黒毛和種種雄牛「幸紀花(さきはな)」号の現場後代検定成績」等148件を
「普及に移す研究成果・参考となる研究成果（普及する技術、指導参考資料）」にま
とめ、普及指導員や農協等に提供し、生産事業者の収益力の向上を図った。
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中期目標
中期計画

（指標・達成目標）

小項
目№ 業務の実績

自己
評価

自己評価の理由

●

・

●

・

・

・

●

・

・

● 工　　業
農　　林
水　　産
食品加工

(3)

● 工　　業
農　　林
水　　産
食品加工

(3)

工業製品及び農林水産物に関する研究成果として、各研究所の「業務報告書」、「研
究報告」、「三次曲面加工マニュアル」、「おうとうジュノハートの栽培マニュアル
（追録）」、「シャインマスカット栽培マニュアル（追録）」、広報誌「水と漁」、
「ヤマトシジミ種苗生産マニュアル」、「水産物加工講習資料」等をまとめた。

青森産技の研究成果などをPRするために、次のとおり、新聞、テレビ・ラジオ等の媒
体を積極的に活用した。

工　　業
農　　林
水　　産
食品加工

(3)
研究成果を広く事業者に情報提供するとともに、広く県民に認知してもらうため、研
究所の一般公開のほか、研修会の案内等を県政記者クラブに108回情報提供した。

業務報告書、広報誌、成績書や技術マニュアルを各部門又は研究所から331回発行し
た。

工　　業
農　　林
水　　産
食品加工

(3)

「イノベーションネットアワード2022「農林水産大臣賞」受賞「青天の霹靂」の生産
支援評価」、「弘前工業研究所の創立100周年」、「エコー下穿刺皮膚モデル製品
化」、「米粉に向く高アミロース米新品種「あおもりっこ」の紹介」、「にんにく新
品種「青森福雪」について」、「陸奥湾の水温の動向とホタテガイへの影響、その対
策」、「青森県水産賞の受賞」、「画像センシングによる魚種自動選別技術」、「マ
ツカワの研究内容」、「商品化技術研修（アピオス餡）」等の研究成果について、新
聞、テレビ、ラジオ等で986回紹介された。

りんごの春季病害虫防除、ながいもの高品質・多収生産技術、春植えたまねぎの管理
等、ラジオによる農業技術情報の発信は146回行った。

学会（学会誌を含む）や雑誌を通じた研究成果等の情報発信は以下のとおりである。 工　　業
農　　林
水　　産
食品加工

(3)

学会等における発表は334件であった。また、研究開発の過程で生じた学術性の高い
成果は技術論文にまとめて学会誌に169件投稿し掲載された（143件が外部専門家の査
読付）。

雑誌には、「人工知能を用いた金属機械加工工程の評価」、「八戸工業研究所のロ
ボット試験室」、「青森県におけるドローン散布を活用した病害虫防除に向けた取り
組み」、「高栄養トウモロコシの栽培と収穫調製技術」等、74回掲載された。

各研究所の参観、視察は783回、7,165人で、新型コロナの影響から一時減少したが令
和４年度より回復した。県内企業、生産者、県関係、市町村、大学、一般消費者な
ど、幅広い業種・分野から訪問があった。

成果の発表会・展示会は、各研究所成果発表会、参観デー、青森産技わくわくフェ
ア、IoTワークショップ成果報告会、台湾台北市での台湾向けに制作した商品パッ
ケージの展示、酒造好適米「吟烏帽子展」、IoT棟無料開放デー、ロボットトラクタ
等のスマート農業機械実演会の他、新型コロナ感染防止対策によりWebで開催した各
研究所の研究成果発表会等、全研究所合計で170回開催した。
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中期目標
中期計画

（指標・達成目標）

小項
目№ 業務の実績

自己
評価

自己評価の理由

イ 21 ● 工    業：4
農    林：3
水    産：3
食品加工：5

・

・

・

・

・

・

●

・

・

・

・

・

HACCP対応の高度衛生管理型荷捌き施設棟に水揚げされたサバを使用した水煮、味噌
煮缶を試作、レシピを提供し、商品化につなげた。

りんご缶詰のレシピについて、実習を通して開発、指導し、プレーン、紅茶、ラム
酒、ジンジャー４種の風味のりんご缶詰が商品化された。

燻煙材の選定、燻煙方法、レトルト処理条件などを指導し、八戸前沖さばを使った燻
製さばのレトルト食品の商品化につなげた。

数値目標に掲げた「成果の商
品化・実用化」の実績が、工
業部門は目標達成率151％で
あった。食品加工部門は目標
達成率212％であった。
各部門とも、生産事業者と一
体となった技術や商品の開発
を進めたこと、開発した技術
の速やかな移転に向けて、生
産事業者の訪問や展示会等の
開催、技術のフォローアップ
などが十分に行われた。
工業部門は中期目標を上回っ
て達成したことから自己評価
４、農林部門と水産部門は中
期目標を達成したことから自
己評価３、食品加工部門は中
期目標を大幅に上回って達成
したことから自己評価５と判
断した。医療従事者の訓練用として、超音波診断装置（エコー装置）を使用して画面上で状態

を確認しながら針を刺す操作（エコー下穿刺）を行うための皮膚モデルが商品化され
た。

生産事業者等と一体となって技術や商品の開発を進める研究会活動は105件であっ
た。主な内容は以下のとおりである。

工　　業
農　　林
水　　産
食品加工

(3)

「医療福祉デザイン研究会」（弘工研）を開催し、介護福祉現場向け椅子の試作品開
発や試作品の評価を行った。

「青森特産野菜新品種研究会」（野菜研）を開催し、育成しているながいも新系統の
品種化に関して、情報交換、意見交換を行い、検討中の２系統について１系統を品種
候補に絞り込んだ（令和６年３月25日品種登録出願「夢雪」）。

「青森きくらげ生産・販売振興会」（県林政課）に出席し、青森きくらげの生産及び
販売対策について、菌床配布の計画、栽培技術の課題、PR活動等を関係者とともに協
議した。

「青い森 紅サーモン」生産・販売対策協議会（県水産振興課）に出席し、販売対策
について検討を行った。

「佐井地区なりわい・にぎわい推進協議会」（佐井村・下北地方水産事務所）に出席
し、マツカワの鮮度保持技術・冷凍加工技術の開発、観光資源としての新たな料理レ
シピの開発について検討を行った。

商品化・実用化の推進
試験・研究開発の成果が生産
事業者の商品づくりや実用化
に生かされるよう、企画段階
から生産現場に出向き、その
状況に応じた開発を行うほ
か、独自で開発した技術を含
め、その速やかな移転に向け
て、生産事業者の訪問や研究
成果の発表、展示等を行う。
また、移転済みの技術につい
ては、生産現場の状況に応じ
た改良等を行う。
（中期計画の期間に達成すべ
き数値目標２）
成果の商品化・実用化の件
数：150件

青森産技の試験・研究開発の成果は、生産事業者と共同で商品づくりを進め、272件
の商品化・実用化に結びつけた。（内訳：工業部門113件（151％）、食品加工部門
159件（212％））主な商品化実績は以下のとおりである。

細胞等の診断に適用可能なデジタル顕微鏡について、ハードウェア、プログラムの技
術支援を行い、全自動顕微鏡が商品化された。

工　　業
(4)

食品加工
(5)（独）八戸工業高等専門学校と（株）青い森工房との共同研究により、酵母「ユメカ

モス」を利用したワインを試作、醸造特性調査などの支援を行い、果実酒が１件商品
化された。

成果の商品化・実用化の件数（件、％）
年度 R1 R2 R3 R4 R5 合計
件数 46 46 61 57 62 272
目標 30 30 30 30 30 150

達成率 153 153 203 190 207 181
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中期目標
中期計画

（指標・達成目標）

小項
目№ 業務の実績

自己
評価

自己評価の理由

● 工　　業
農　　林
食品加工

(3)

●

・

・

・

・

・

・

・

● 工　　業
農　　業
水　　産
食品加工

(3)

● 工　　業
食品加工

(3)

商品化や実用化に向けて生産事業者・関係団体等に移転した技術や公開した技術の
フォローアップでは、アピオスの花ドレッシングソース、退色してしまう花色を補う
ための方法、燻製製品のシリーズ化に向け新規試作品の開発、皮膚モデルについて、
関連企業により効率的な製造のための治具を提案、にんにく調味料の充填方法、菊芋
ピクルスの殺菌方法、県産種麹ゴールドＧを用いた日本酒醸造について麹の酵素力価
の分析や指導、ホタテマヨネーズの新味の製造指導など29件（工業部門15件、食品加
工部門14件）行った。

工　　業
農　　林
食品加工

(3)青森産技の研究成果や開発を支援した商品をPRする「青森産技わくわくフェア」を開
催した。試食品を配布するとともに、アンケート調査を行い、技術支援の参考とし
た。

青森産技以外の機関が開催した各種展示会について、東京都で開催された「青森県内
企業と首都圏医療機器メーカー等とのマッチング会」では、臓器モデルを展示した。
青森市で開催された「青森DX推進フォーラム×21あおもり産業創造フォーラム」で
は、青森産技の紹介と企業と共同開発した多目的かん水制御盤、ハウス自動換気シス
テムなどを展示した。平内町で開催された「ほたての祭典」では、水産・林業関連の
研究成果の展示と青森きくらげの試食を行った。青森市で開催された「青森県菊芋協
会セミナー」では、菊芋加工品の展示及び試作品の提供を行った。
青森産技が開発した試作品等を61回出展し、技術内容を周知した。

研究成果の技術移転を目的とした生産事業者への訪問は190回であった。（工業76
回、農林43回、食品加工71回）

青森産技が開発した試作品の展示会、試食会等を71回開催して消費者の意見を聴き取
り、商品化、実用化の推進に役立てた。主な開催は次のとおりである。

県重点事業「IoT技術を活用した日常生活動作向上製品開発事業」で、商品化した
「たんげいい椅子」、「IoT椅子の試作品」の紹介、研究会の紹介、プレゼンなどを
行い、製品、試作品についての意見聴取を行った。

津軽塗職人及び業界関係者を対象に「漆と木の勉強会～漆の性能について～」を開催
した。また、弘工研で開発した商品企画支援ツール「V-Cup」を、青森共同計算セン
ターとの共同研究によりアプリ化し、体験発表会を開催した。八工研では協働ロボッ
ト及び産業ロボット等６機種の説明会を対面式とWeb式の両方で行った。

台湾台北市で開催した「青森・伝統・未来」展では、台湾向けに制作した津軽塗等の
商品パッケージについて、アンケート調査した。改良デザインが高評価を受け、台湾
市場に向けた商品デザインの技術支援の参考となった。

農加研の公開デーにおいて、そばクッキー、にんにくシート、ジュノハート風船ゼ
リーなどの試食品の配布や研究成果の展示を行った。

酒造好適米「吟烏帽子」の品種開発から酒造までの研究過程を紹介する展示会を開催
し、青森産技の部門連携による研究成果を周知した。

津軽塗と木工の技術・意匠支援、企画から広報までの総合デザイン支援として「デザ
イン推進室のおしごと展」を開催し展示発表した。また、県内の自動車カスタム関係
に向けた車載用品や建築関係企業に向けた工芸建材等について「新・津軽塗/木工の
建材展」を開催し展示発表した。
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中期目標
中期計画

（指標・達成目標）

小項
目№ 業務の実績

自己
評価

自己評価の理由

(4)試験・研究開発の進行管理及び評価

ア 22 ●
工    業：3
農    林：3
水    産：3
食品加工：3

イ 23
工    業：3
農    林：3
水    産：3
食品加工：3

● 工　　業
農　　林
水　　産
食品加工

(3)

● 工　　業
農　　林
水　　産
食品加工

(3)

● 工　　業
農　　林
水　　産
食品加工

(3)

各部門とも、内部評価の研究
推進会議、外部評価の研究諮
問委員会、また役員特別枠研
究課題の審査会等、研究計画
の精査を行い、得られた成果
の普及・活用を決定した。
中期目標を達成したころか
ら、自己評価を３と判断し
た。

県内産業の振興と県民生活の向上に貢献できる研究を効果的・効率的に実施していく
ため、内部評価として、理事長、副理事長、部門理事、企画経営室長、総括企画経営
監、企画経営監の12人で構成する「研究推進会議」により、戦略課題と運営費交付金
を用いて実施した重点課題、５か年合わせて延べ311課題について事前及び中間評価
を、また終了する86課題について事後評価を行った。これらの結果をホームページで
公表した。

外部評価として、外部有識者７人による研究諮問委員会を開催し、終了23課題、継続
及び実施予定の39課題について評価を行った。これらの結果をホームページで公表し
た。

緊急に実施すべき研究課題が発生した場合の「役員特別枠研究課題」について審査会
を開催し、「着水型ドローンを用いた水産分野での応用研究」、「無加温パイプハウ
スにおけるICT利用型養液土耕制御システムの冬春期利用技術の開発」「冷凍野菜産
地づくりに向けた省力・多収栽培に関する試験研究」、「分娩検知及び体外受精卵生
産に関するハイブリット型動物用医療機器の研究開発」、「サーモン冷凍刺身に関す
る試験・研究開発」、「微生物迅速同定システムを活用した食品微生物検査体制の構
築」など11課題の試験を開始した。

センターの内部組織、外部有識者
等による試験・研究開発の進行管
理及び評価を適切に実施し、評価
結果を反映しつつ効率的かつ効果
的に試験・研究開発を推進し、諸
課題の早期解決を図る。

研究課題は、設定時、実施中、終
了後の各段階において、センター
の内部評価を行い、必要性、進捗
状況等を整理するほか、有識者等
による外部評価を反映させる。

中期計画ロードマップの作成
中期計画の期間に実施する試
験・研究開発について、課題
ごとの実施内容を明確に整理
したロードマップを作成し、
毎事業年度の取組実績を反映
させる。

中期計画の期間に実施する試験・研究開発については、各年度に実施する試験・研究
課題等をロードマップに整理した。ロードマップは毎事業年度の取組状況、内部評
価・外部評価を反映させた見直しを行った。

各部門とも、中期目標の期間
に実施する試験・研究開発に
ついて、課題ごとの実施内容
を明確に整理したロードマッ
プを作成し、毎事業年度の取
組実績を反映させた。中期目
標を達成したころから、自己
評価を３と判断した。

内部評価と外部評価の実施
理事長及び理事等で構成する
研究推進会議により、研究計
画を精査するとともに、研究
課題の進捗に応じた見直し
や、得られた成果の普及・活
用方針を決定する。（内部評
価）
また、外部の有識者で構成す
る研究諮問委員会により、設
定時、実施中、終了後の各段
階における評価を行い、その
結果を試験・研究開発の実施
内容等に反映させるとともに
公表する。（外部評価）
なお、上記以外に緊急に実施
すべき研究課題が発生した場
合は、役員特別枠研究課題と
して、理事長及び理事で構成
する審査会において選定し、
即時に開始する。
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１ 自己
評価

備考

工　　業： 8%
農　　林：21%
水　　産： 8%
食品加工：15%

工　　業：38%
農　　林：21%
水　　産：31%
食品加工：31%

工　　業：54%
農　　林：58%
水　　産：61%
食品加工：54%

工　　業： 0%
農　　林： 0%
水　　産： 0%
食品加工： 0%

工　　業： 0%
農　　林： 0%
水　　産： 0%
食品加工： 0%

備考

構成する小項目別評価の結果

５：中期目標を大幅に上回って達成している。

４：中期目標を上回って達成している。

３：中期目標を達成している。

県民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためと
るべき措置（本県産業の未来を支える試験・研究開発の推進と成果の移転・普及）

２：中期目標を十分には達成していない。

１：業務の大幅な見直し、改善が必要。

特記事項

　水産部門と工業部門が連携した、着水型ドローンを用いた水産分野での応用研究では、着水型ドローンの利用拡大と調査の省力化のために、ドローンに装着する小型
採水器を新たに開発したほか、「吊り下げ装置」の防水機構を特許出願した。各種観測機器を広範囲で使用できるようになり、水産調査の大幅な省力化が可能となっ
た。小川原湖水の進入状況の観測や水中カメラによる海藻の分布状況を明らかにしたほか、県からの依頼による漁場への土砂流入災害の被害状況調査に貢献した。（水
産部門、工業部門）

　先端医療に対応する高機能性臓器モデルに関する研究開発において、超音波診断装置対応皮膚モデル及び肺動脈モデルの量産技術を確立し、県内企業へ技術移転を
行った。皮膚モデルは５件が商品化、肺動脈モデルは特許１件を出願し１件が商品化された。また、安価で軽量な心電図モデルを開発し、県内企業へ技術移転を行っ
た。医療従事者の技術向上に役立つとともに、県民の健康未来を支える製品の製造支援に貢献した。（工業部門）

　農林部門と工業部門が連携した、デジタル技術活用によるあおもり米競争力強化では、「青天の霹靂」の生産を支援する衛星データによる生産指導が可能なICTシス
テム「青天ナビ」の開発と改良により、産地全体の収量が平均1.2俵/10a向上した。また、産地全体で活用する体制を県とともに構築し、「青天の霹靂」の食味が高水
準で維持され、平成27年から令和４年度まで８年連続で食味ランキングが「特Ａ」の評価獲得となり、生産指導の効率化と生産性・品質向上に大きく貢献した。この取
組は、地域の優れた事例として全国的に高く評価され、令和４年６月にイノベーションネットアワード2022で農林水産大臣賞を受賞した。また、「はれわたり」、
「まっしぐら」の収穫適期を衛星画像から推定した情報を表示するWebアプリ「はれナビ」、「まっしナビ」（ともに津軽地域版）を開発した。（農林部門、工業部
門）

　地域性と機能性の強化による県産酒類の高付加価値化に関する研究開発において、県産酒類の高付加価値化を図るため、自然由来の乳酸菌や酵母を利用した青森生酛
の開発、県産種麹の普及、果実酒の開発や三内丸山遺跡から分離された酵母「ユメカモス」の共同研究などにより、県産酒類の商品化につなげた。また、共同研究によ
りブランデー製造条件を最適化し、青森県初のブランデー専門製造場開業への支援が評価され、『全国食品関係試験研究場所長会「優良研究・指導業績表彰」』を受賞
するなど、県産品の特徴を活かしたオリジナリティーとストーリー性に溢れた商品の開発に貢献した。（工業部門）

　食品加工部門と工業部門が連携した、センシング技術・ICTによる漁獲物選別および加工の省力化・見える化技術では、魚種やサイズ、脂肪分等で自動分別する画
像・近赤外分光による自動漁獲物選別技術、及びクラウドシステムを利用して漁獲物・品質情報をオンラインで発信できる技術を開発した。16魚種の判別、サバの脂質
含量による選別等が可能となり、八戸前沖さばの認定時期決定にも利用されているほか、スマートフォン等で漁獲物・品質情報を確認できる「見える化」を実現、労働
力不足や付加価値の向上に貢献した。（食品加工部門、工業部門）
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　試験・研究開発の成果を活用した商品づくりについて、工業部門と食品加工部門が生産事業者と共同で効率的な研究開発に努めた結果、272件が商品化・実用化さ
れ、目標達成率181％（内訳：工業部門151％、食品加工部門212％）となり、目標を上回って達成した。

　「青い森 紅サーモン」生産体制強化および生産力強化に関する試験・研究開発において、青森県初の淡水養殖・大型サーモンの生産マニュアルや出荷手順を作成
し、講習会開催や現地指導を行い生産者に普及したほか、増産に向けた飼育環境の改善に取り組んだ。また、生産者と流通関係者間の調整を進め新たに量販店で販売さ
せるなど、地域特産品化に貢献した。（水産部門）

　シジミの大型種苗生産技術と放流手法の研究開発では、放流に適した種苗サイズ、稚貝の生残の良い漁場、冬期の稚貝管理手法やコスト試算などを明らかにし、「シ
ジミ種苗生産マニュアル」を作成、ホームページで公開し、小川原湖のシジミ資源・漁獲量の安定化に貢献した。（水産部門）

　大型マス類の地域特産品化技術に関する試験・研究開発において、スチールヘッド系（降海型）ニジマス全雌二倍体のふ化後の淡水育成期間を従来の22か月から10か
月に短縮する技術を開発した。民間養魚場に技術指導するとともに、海水育成試験でも出荷サイズの２kg以上に成長することを確認した。また、令和３年の下北豪雨災
害で被害を受けた養魚場に本技術を指導し、翌年秋の種苗出荷に間に合わせることができた等、研究成果を生産現場に役立て、大型マス類の地域特産品化等に貢献し
た。（水産部門）

　国内外で競争力の高い優良な品種及び種畜に関する試験・研究開発において、水稲「はれわたり」、「あおもりっこ」、「ゆたかまる」、「あおばまる」、にんにく
「青森福雪」、ながいも「夢雪」、あらげきくらげ「青ＡＫ１号（青森きくらげ）」を品種登録出願したほか、県基幹種雄牛「忠光安」、「幸紀花」、「寿優福」、
「亀花邦」を育成、作出した。また、本県で初めてマツ材線虫病抵抗性クロマツ品種候補を選抜したほか、無花粉スギ３品種が（国研）森林総合研究所林木育種セン
ターの優良品種に認定され、苗木生産事業を開始することができた。特に「はれわたり」は（一社）日本穀物検定協会の令和５年度食味ランキングで「特Ａ」に評価さ
れており、青森県の新たな奨励品種として高品質良食味米の安定生産に大きく貢献した。（農林部門）

　意欲ある食品関連産業の技術的課題の解決や新商品開発支援に関する試験・研究開発において、加工原料代替候補魚種を提案したほか、魚離れや簡便性を重視した製
品開発を行った。支援商品のうち、「深浦サーモン棒寿司」は第31回全国水産加工品総合審査会において、農林水産大臣賞を受賞した。また、水産物の加工製法をマ
ニュアル化し、毎年度「水産物加工講習資料」にまとめ、県内約300の事業者に配布した。同マニュアルに対するアンケートでは、回答のあったほぼ全ての事業者から
商品開発の参考にする、社員教育に使用する等の回答が得られており、意欲ある食品関連産業の技術的課題の解決や新商品開発に大きく貢献した。（食品加工部門）

　DMI剤感受性低下菌対策を主眼としたリンゴ黒星病防除体系の確立に関する試験・研究開発において、生産現場での薬剤耐性菌の発生が問題となっていたリンゴ黒星
病に対し、対策を強化した防除体系等を明らかにし普及に移した。また、新規薬剤について県と連携し早期実用化した。これらの成果により、黒星病の発生面積は薬剤
耐性菌発生前の状態に減少し、青森県のりんごの安定生産に大きく貢献した。（農林部門）

　水産部門と食品加工部門が連携した、地域の特色ある漁業の発展に向けた新しい技術に関する試験・研究開発において、高級魚マツカワの養殖技術と加工品を開発し
た。種苗量産化技術開発により、目標１万尾生産に対して7.7万尾の種苗生産を実現した。また、海面養殖技術では種苗生産期間を短縮して低コスト化を図るととも
に、夜間給餌で日中並みに成長することを明らかにし、青森県栽培漁業振興協会へ技術移転した。また、冷凍刺身の流通方法を明らかにしたほか、10品の製法をマニュ
アル化し、漁協、町、県内加工業者、県内スーパーなどに提供、技術普及を行うなど、地域の特色ある漁業や事業者の発展に大きく貢献した。（水産部門、食品加工部
門）
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研究部門評価

 (1)試験・研究開発の重点化（No.1～15） 工業部門　　：４
農林部門　　：４
水産部門　　：４
食品加工部門：４

＜備考＞
　研究部門評価は、小項目別の自己
評価に、試験・研究開発の推進事項
別のウェイト（戦略推進事項：３、
重点推進事項：２、その他：１）を
置いて加重平均した値を基準として
評価した。

　本県産業の持続的な発展を支えるため、「試験・研究開発の推進事項」に基づき、本県の産業振興における重要性や緊急性・波及効果の大きさ及び生産者や関係団体
等との情報交換等を通じて把握したニーズ等を踏まえ、延べ974課題について取り組み、そのうち延べ657課題について重点的に取り組んだ。主な研究成果は下記のとお
りである。
　◇デジタル技術活用によるあおもり米競争力強化（農林部門・工業部門）
　◇リモートセンシングやICT技術を活用した森林資源調査手法（農林部門）
　◇ICT利用によるホタテガイ養殖作業の効率化（水産部門）
　◇着水型ドローンを用いた水産分野での応用（水産部門・工業部門）
　◇スマート農業機械を活用した農林畜産物生産の省力化と効率化の推進（農林部門）
　◇センシング技術・ICTによる漁獲物選別および加工の省力化・見える化（食品加工・工業部門）
　◇県産農産物の新規加工技術による健康機能性素材・食品（食品加工部門）
　◇地域性と機能性の強化による県産酒類の高付加価値化（工業部門）
　◇未・低利用資源を利用した健康に寄与する加工品の開発（食品加工部門）
　◇気候変動に対応した病害虫防除技術（農林部門）
　◇県内産業を支えるスマートセンシング技術（工業部門）
　◇AI・IoTを活用した県内産業のスマート化推進（工業部門）
　◇デザインマーケティングによる価値形成研究（工業部門）
　◇先端医療に対応する高機能性臓器モデル（工業部門）
　◇県内工芸の輸送機産業等に対する製品（工業部門）
　◇快適な雪国生活の実現を目指した融雪システム（工業部門）
　◇高品質・安定生産が可能な水稲品種の育成（農林部門）
　◇青森特産野菜の優良品種（農林部門）
　◇黒毛和種種雄牛生産支援（農林部門）
　◇林業用優良材木の育種・増産技術（農林部門）
　◇きのこの品種開発及び栽培技術（農林部門）
　◇稲作の大規模経営を支える省力・高位安定生産技術（農林部門）
　◇あおもり米新品種「はれわたり」スタートダッシュ事業（農林部門）
　◇魅力ある花き生産技術（農林部門）
　◇担い手不足に対応したりんごの省力技術及び安定供給技術（農林部門）
　◇水田農業における人と環境に優しい病害虫管理技術（農林部門）
　◇多様化するリンゴ病害虫の発生に対応した防除技術（農林部門）
　◇ホタテガイへい死原因の解明とへい死軽減技術（水産部門）
　◇シジミの大型種苗生産技術と放流手法（水産部門）
　◇県内資源管理のための海面資源（水産部門）
　◇スルメイカの漁況予測（水産部門）
　◇小川原湖における糸状藍藻類のモニタリング（水産部門）
　◇マツカワの養殖技術（水産部門）
　◇大型マス類の地域特産品化技術（水産部門）
　◇「青い森　紅サーモン」生産体制強化（水産部門）
　◇多獲性魚種の品質向上等（食品加工部門）
　◇農産物の新品種等の加工技術（食品加工部門）
　◇農産加工食品の開発・改良（食品加工部門）
　◇消費者や企業の既存ニーズに対応した食品加工技術・製品（食品加工部門）
　◇北浜海域ほっきがい資源増大・評価向上支援（食品加工部門）
　◇生産事業者の潜在的開発ニーズに対応するための食品加工技術・製品開発（食品加工部門）

大項目評価（中期目標評価）
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※ 以上のように、研究部門の自己評価は全ての部門が評価４（中期目標を上回って実施している）であることから、「県民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するため
とるべき措置(本県産業の未来を支える試験・研究開発の推進と成果の移転・普及)」は中期目標を上回って達成した。

 (2)連携による試験・研究開発の推進（No.16～19）

 (3)試験・研究開発の成果の移転・普及（No.20～21）

 (4)試験・研究開発の進行管理及び評価（No.22～23）

　中期計画の期間に実施する試験・研究開発について、前年度の内部評価・外部評価の結果を反映させ、実施内容を明確に整理し直したロードマップを作成し、中期計
画の達成に向けた進行管理を行った。
　内部評価として、理事長、副理事長、部門理事、企画経営室長、総括企画経営監、企画経営監の12人による研究推進会議により、戦略課題と運営費交付金を用いて実
施した重点課題、５か年合わせて延べ311課題の事前及び中間評価を行った。また、終了する86課題の事後評価を行った。外部評価として、外部有識者７人による研究
諮問委員会を開催し、終了23課題、継続及び実施予定の39課題について評価を行った。こられの結果をホームページで公表した。また、緊急に実施すべき研究課題が発
生した場合の役員特別枠研究課題について、審査会を開き11課題の試験を開始した。

　部門間連携による試験・研究開発については、５か年で延べ56課題を実施し、研究部門の枠を越えた研究が十分に行われた
　受託研究による試験・研究開発については、５か年で延べ233課題を実施し、生産事業者や関係団体などの要望の応じた受託研究が十分に行われた。
　共同研究による試験・研究開発については、５か年で延べ186課題を実施し、青森産技と生産事業者や関係団体等がお互いの強みを活かす共同研究が十分に行われ
た。
　生産現場の要望に応じて、研究員が現場の抱える課題を解決する「現場解決型ドクター制度」については、５か年で延べ112件(工業部門59件、農林部門18件、水産部
門10件、食品加工部門25件）に対応し、生産事業者による実用化、収益向上につなげた。

　生産現場のニーズに応じ、試験・研究開発等によって蓄積した青森産技の技術とノウハウを提供した。
　生産現場に有益な技術等として提供した件数は、農林部門では「普及に移す研究成果・参考となる研究成果（普及する技術・指導参考資料）」148件及び農薬関係資
料122件、食品加工部門では新規加工品の製造方法325件、「参考となる研究成果」３件の合計598件（目標達成率104％（農林部門90％、食品加工部門119％））であっ
た。
　また、試験・研究開発の成果を活用した商品づくりについて、工業部門と食品加工部門が生産事業者と共同で効率的な研究開発に努めた結果、272件（目標達成率
181％（工業部門151％、食品加工部門212％））が商品化・実用化された
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２ 県民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置（産業活動への総合的な支援）

(1) 技術相談・指導

24 ● 生産事業者及び関係団体等からの技術相談は５か年で延べ18,249件で
あった。相談手法は、電話が41％、来所が32％、メールが14％、生産
現場・相談会の利用が10％、その他が３％であった。相談対応結果等
は、青森産技内部のシステムで研究員が共有できるようにした。な
お、技術相談の主なものは次のとおりである。

3

・ 工業部門では、工総研IoT開発支援棟の利用方法、ＩＴシステム、設
備、機器の相談、成分や物性の測定方法、商品のパッケージデザイ
ン、レイアウトデザインなどであった。

・ 農林部門では、「はれわたり」、「ジュノハート」、「青森きくら
げ」などに関すること、追肥時期や収穫時期など栽培管理に関するこ
と、生育障害や病害虫に関すること、気象災害（長雨、増水、高温
等）への対策に関すること、草地管理などであった。

・ 水産部門では、漁獲状況や要因、海況状況、海水温、ホタテガイラー
バの出現状況、小川原湖の水質、紅サーモン、サクラマス稚魚の飼育
指導などであった。

・ 食品加工部門では、サバ、イカ、サーモン、ホタテガイ、にんにく、
きくいも、イワシ等の加工法、加工品の開発などであった。

生産事業者、関係団体等が行う農林水産
資源や独自技術を活用した産業活動、農
商工連携や６次産業化等による付加価値
の高い優れた商品等の開発及び事業化に
向けた取組を支援する。
さらに、産業界、教育機関、行政機関等
からの要請に対し、センターの有する技
術や専門知識を生かして協力する等、総
合的な支援を行う。

生産事業者からの技術相談や技術指導に
ついての要望に迅速に対応するほか、生
産・製造現場に出向いての積極的な取組
を行う。
また、農林水産分野においては、普及指
導機関との連携による指導支援等を行
う。

中期目標
中期計画

（指標・達成目標）
小項目
№

業務の実績
自己
評価

自己評価の理由

農商工連携や６次産業化による事業化・
商品化等、生産事業者や関係団体等の生
産活動を下支えするため、技術相談や試
験・分析の依頼、設備の貸出等に的確に
対応する。
また、生産事業者や関係団体等と積極的
に情報交換しながら商品化や事業化の支
援等を行うほか、知的財産の創造と活用
や優良な種苗の生産と供給に取り組む。

生産事業者や関係団体等から受けた技術
的な相談や指導の要望に対しては、ＩＣ
Ｔの活用や生産現場へ出向いた指導等に
より、迅速かつ適切に対応する。
また、農林水産分野においては、普及指
導機関と連携して生産現場に出向き、生
産事業者や関係団体等の要望に応える。
なお、技術相談・指導の記録は、対応の
高度化、迅速化を図るため、センター内
で共有する。

ア　技術相談への対応

５か年で延べ18,249
件の技術相談対応を
行ったほか、相談内
容は青森産技内で共
有できるようにし
た。
自己評価は中期計画
通り実施したことか
ら、「中期目標を達
成している」と判断
し、自己評価３とし
た。
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中期目標
中期計画

（指標・達成目標）
小項目
№

業務の実績
自己
評価

自己評価の理由

25 ● 生産事業者に出向いた指導は、３Ｄプリンタ導入、ドローン製作、携
帯用薪ストーブの燃焼性能試験、酒の製造・管理方法、パッケージや
レイアウトデザイン、ロボットの使用方法、農作物の栽培指導、飼育
管理指導、稚貝採取指導、食品製造技術や保存方法などの相談・指導
について、５か年で1,259回実施した。

3

● 農林水産分野における地域県民局と連携した現地指導は、「青天の霹
靂」・「はれわたり」生産指導、夏秋トマト生産指導、牛調教技術、
青森きくらげ栽培指導、ホタテの稚貝採取、サクラマス幼魚の飼育,
「青い森 紅サーモン」の養殖、マツカワの養殖、ホッキガイ冷凍刺身
の製造方法等、５か年で延べ637回実施した。

(2) 依頼試験・分析・調査及び設備・機器の利用

26 4

● 依頼試験・分析・調査は、全体で159項目を実施し、40,000件の実績が
あった。このうち、数値目標にしていない「肉用牛人工授精用精液の
採取及び凍結処理」を除いた５か年の件数は20,456件で、目標達成率
149%の実績であった。
また、依頼試験・分析・調査の結果は、依頼者の要望に応じて、成績
書、電子ファイル等に整理して提供した。

生産事業者から依頼された試験、分析及
び調査に適切に対応するとともに、生産
事業者の試作品の製造等を支援するた
め、センターが有する設備・機器につい
て要望に応じた利活用の拡大を図る。

生産事業者から依頼された試験、分析及
び調査に適切に対応するとともに、生産
事業者の試作品の製造等を支援するた
め、センターが有する設備・機器につい
て要望に応じた利活用の拡大を図る。

ア　依頼試験・分析・調査

中期目標期間中の依
頼試験・分析・調査
について、積極的な
ＰＲを行って周知し
たことで、件数が目
標を上回り、「中期
目標を上回って達成
している」と判断
し、自己評価４とし
た。

材料試験、機器分析、デザイン等の依
頼試験・分析・調査は、「依頼試験等
及び機械の貸付けに関する規程」に基
づき、適切に対応するとともに、技術
相談や生産事業者の訪問等の機会を利
用して積極的に周知する。
また、実施項目については、設備・機
器の導入や生産事業者の技術力の向上
等を勘案しながら適時適切に見直す。

（中期計画の期間に達成すべき数値目
標３）
依頼試験・分析・調査の件数：
13,750件

生産事業者に出向い
た指導は延べ1,259
回、県民局からの要
望に応じた現場での
指導は５か年で延べ
637回行った。
自己評価は中期計画
通り実施したことか
ら、「中期目標を達
成している」と判断
し、自己評価３とし
た。

イ　生産現場における指導

依頼試験・分析・調査の件数（件、％）
年度 R1 R2 R3 R4 R5 合計
件数 5,082 3,292 3,674 2,904 5,504 20,456
目標 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750 13,750

達成率 185 120 134 106 200 149
※肉用牛人工授精用精液の採取及び凍結処理を除く
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中期目標
中期計画

（指標・達成目標）
小項目
№

業務の実績
自己
評価

自己評価の理由

・ 主な項目は、八工研の「引張、曲げ及び圧縮の各試験」が4,186件、高
精度三次元座標測定機や精密万能試験機等による「精密測定試験」が
2,219件、機械部品等の内部欠陥を非破壊で計測する「MicroFocusＸ線
CTシステムによるCT試験・透視試験」が2,209件、弘工研の「排水等の
分析」が1,901件であった。

・ このほか、３Ｄプリンタ出力、米のタンパク質、アミロース含有率測
定等、県行政機関等からの依頼によるものや共同研究を進める上で必
要な試験・分析・調査は、青森産技が費用を負担して行っており、そ
の件数は826件であった。

● 依頼試験・分析・調査の項目は、生産事業者への訪問時、研修会、研
究会の際に資料で説明したほか、メールマガジン、各研究所の公開
デーなどでも紹介した。さらに、主な項目については、ホームページ
に料金、申込書の記入例を掲載して利用拡大を図った。

・ 工業部門の依頼試験、機器貸出の内容を詳細に紹介するパンフレッ
ト、リーフレット、成果集、機器一覧などの資料を企業訪問先や機器
貸出等での来所者に配布した。工総研のIoT開発支援棟に整備した各種
設備について、利用促進を図るため、「３Ｄデータ活用ハンズオンセ
ミナー」や、無料で体験できる「無料開放デー」を開催した。

・ 視察を受けた際や、企業訪問の際に印刷物の配布、設備紹介をした。
出前トークやセミナー、研修会の講演などにおいて紹介した。ホーム
ページにおいて、設備概要・支援内容・貸出機器・主なイベント等を
紹介した。

● 依頼試験・依頼分析のスキルアップを図るための職場研修は、機器取
扱方法の早期習得等のため、分析装置メーカー社員や機器の取扱いに
慣れた職員を講師に126回行い、延べ565人が参加した。

・ 工総研では電子CAD、弘工研では視線測定装置、八工研ではＸ線回折装
置ロッキングカーブ測定方法、ワイヤ放電加工機、ロックウェル硬さ
試験機、食総研では食品異物の検査に用いられるＸ線顕微鏡の操作方
法などについて職場研修を行った。

● 依頼試験等及び機械の貸付けに関する規程について、適時改正を行
い、新規の機器導入に伴い、対象試験及び分析の項目を新たに追加す
るとともに、利用中止や近年利用実績がない項目等の削除を行った。
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中期目標
中期計画

（指標・達成目標）
小項目
№

業務の実績
自己
評価

自己評価の理由

27 5
● 生産事業者等による設備・機器の利用項目は、工総研のラマン分光光

度計、デジタルマイクロスコープ、弘工研の超遠心破砕機、スチーム
コンベクションオーブン、八工研のアーム型協同ロボット、ワイヤ放
電加工機、農加研の塩分計などの、45項目の増と、機器の廃止等によ
り終了した20項目の減により計158項目となった。

材料加工関連機械や分析・計測関連機械等の利用は、生産事業者への
訪問やメールマガジン、公開デー等で積極的に事業者に周知した結
果、５か年の件数は21,164件で数値目標達成率282％の実績となった。

利用実績の多い設備・機器は、超低温恒温恒湿器（5,632件）、振動試
験機（4,177件）、複合腐食試験機（3,931件）、電波暗室試験設備
（1,447件）などであった。利用件数の増加は、新型コロナ禍（ロック
ダウンやコンテナ不足等により入手困難となった資材の代替品の品質
確認）による影響も考えられた。

(3) 関係団体、産業界等との連携・協力

生産事業者、普及指導機関等を対象とし
た研修会、研究発表会、技術展示等を行
うとともに、関係団体や産業界との情報
交換を積極的に行う。
また、産業界、教育機関、行政機関等か
らの要請に応じて研究員を派遣するほ
か、センターの知見を生かし、新たな地
域産業の担い手の育成や子供たちの産業
技術に対する理解の増進等に協力する。

試験・研究開発等により蓄積したセン
ターの技術とノウハウを広く活用しても
らうため、研究成果発表会や商品化技術
研修会、技術展示等を開催するほか、連
携協定を締結した機関を始めとする関係
団体等と積極的に情報交換する。
また、関係団体等からの要望に応じて、
講師等として研究員を派遣するほか、公
開デーの開催や学校の教育プログラムへ
の協力等を通じて、地域産業の担い手の
育成や子供たちの産業技術に対する理解
の増進等を図る。

イ　設備・機器の利用

生産事業者や関係団体等による材料加
工関連機械や分析・計測関連機械等の
利用は、「依頼試験等及び機械の貸付
けに関する規程」に基づき、適切に対
応するとともに、技術相談や生産事業
者の訪問等の機会を利用して積極的に
周知する。
また、対応する設備・機器について
は、その導入や老朽化等を勘案しなが
ら適時適切に見直す。

（中期計画の期間に達成すべき数値目
標４）
設備・機器の利用の件数：7,500件

中期目標期間中の設
備・機器利用につい
て、生産事業者への
訪問やメールマガジ
ン、公開デー等で積
極的に周知した結
果、目標達成率が
282％と目標を大き
く超えて達成したこ
とから、「中期目標
を大幅に上回って達
成している」と判断
し、自己評価５とし
た。

設備・機器の利用の件数（件、％）
年度 R1 R2 R3 R4 R5 合計
件数 3,190 4,053 5,404 5,336 3,181 21,164
目標 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 7,500

達成率 213 270 360 356 212 282
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中期目標
中期計画

（指標・達成目標）
小項目
№

業務の実績
自己
評価

自己評価の理由

28 3

● 成果の発表会・展示会は、青森産技わくわくフェア、弘前工業研究所
100周年記念展示及び一般公開、新・津軽塗/木工の建材展、デザイン
推進室のおしごと展、協働ロボット等操作体験会、スマート農業機械
実演会、各研究所の研究成果発表会等、全研究所合計で、５か年で170
回開催した。

● 生産事業者等と一体となって技術や商品の開発を進める研究会の活動
は、「医療福祉デザイン研究会」、「青森特産野菜新品種研究会」、
「青森きくらげ生産・販売振興会」、「マツカワ研究会」等、105件
行った。

● 各研究所において公開デー・参観デー等を開催、所内の設備等の一般
公開、研究成果の発表、農事相談等を行った。なお、令和３～４年は
新型コロナウイルスの感染拡大防止対策として、Webによる公開デー・
参観デーを全研究所で開催した。各研究所ともYouTube等の動画を最大
限活用し、研究成果、施設・設備の紹介等、研究所の情報発信を行っ
た。

29 3

● 外部機関と積極的に情報交換するために「おうとうジュノハート普及
促進研究会」、「青い森紅サーモン生産・販売対策協議会」、「ス
マート農業推進フォーラム」、「アグリビジネス創出フェア」、「青
森きくらげ栽培講習会」、「新たなTAC管理に向けた意見交換会」、
「さけます研究開発推進会議」、「弘前大学研究交流カフェ」、「冷
凍食品セミナー」等、関係団体主催の検討会・会議には５か年で5,989
回参加した。

● 大学、金融機関、市町村等11機関と交わした連携協定に基づき、次の
活動を行った。

・ （大）弘前大学とは、「カタクリ草の大量増殖技術確立と美容健康産
業への応用」など５か年で48課題の共同研究を実施したほか、16課題
の学会発表や論文発表を行った。また、りんご/さくら和紙研究会、ミ
ズダコ共同研究成果報告、冷凍食品産業振興プロジェクトチーム会議
等により情報交換を行った。

・ （大）岩手大学とは、「初冬期播種による乾田直播栽培技術の確立」
など５か年で11課題の共同研究を実施したほか、「電気防錆加工法の
研究開発」など12課題の学会発表や論文発表を行った。

連携協定を締結した
機関を始めとする関
係団体等が開催する
各種会議等に参加
し、関係団体と積極
的に情報交換した。
自己評価は中期計画
通り実施したことか
ら、「中期目標を達
成している」と判断
し、自己評価３とし
た。

ア　研究成果発表会、研修会等の開催

各種の発表会・会
議・研究会、各研究
所の公開デー・参観
デー等を開催（Web
開催含む）した。
自己評価は中期計画
通り実施したことか
ら、「中期目標を達
成している」と判断
し、自己評価３とし
た。

イ　関係団体等との情報交換
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中期目標
中期計画

（指標・達成目標）
小項目
№

業務の実績
自己
評価

自己評価の理由

・ （大）北海道大学大学院水産科学研究院とは、「陸奥湾のマダラ資源
の評価」等について共同研究を行った。

・ （学）八戸工業大学とは、「新型コロナウイルス感染防止対策のため
の強制換気装置の空調シミュレーション」について共同研究した。

・ 階上町に対しては、階上アブラメブランド化推進事業に係る養殖試験
アブラメの脂質等分析等を行った。

・ 黒石市に対しては、水稲品種「ムツニシキ」の栽培指導や、赤い果肉
のりんご品種「黒石１号」の特性調査、水稲・野菜の有機栽培指導、
水稲品種「あおもりっこ」の米粉を使った加工品の特性調査等を行っ
た。

・ （大）岩手大学大学院連合農学研究科から延べ21人、（大）青森県立
保健大学から延べ４人が客員教員に委嘱された。

● あおもり農商工連携助成事業の最終年となった令和元年度は、経営革
新助成事業６件を採択して助成した。このうち、「地域ブランド『風
間浦鮟鱇』を活用した新商品開発及び販路開拓事業」に対してレシピ
開発等の技術支援、製造委託先との打合せへの同行を行った。

30 3

● 外部機関主催の研究会・研修会等の講師・審査員として、「青森県発
明くふう展審査会」、「酒造技術者研修」、「青天ナビ操作研修
会」、「つがる市良食味米研究会」、「土づくり指導力向上研修」、
「りんご病害虫マスター養成講座」、「「ジュノハート」着果・着色
管理研修会」、「家畜人工授精講習会」、「サケ放流体験」、「ホタ
テガイ採苗勉強会」、「黒にんにくサミット」等、５か年で1,730回、
延べ2,507人を派遣した。

● 小中学校、高校、大学に127回、延べ167人の講師を派遣し、将来の地
域の担い手に産業技術に対する理解を深めてもらった。特に、青森県
営農大学校には104回対応し、農業を志す学生などに講義を行った。

ウ　地域産業の担い手の育成や子供たちの産業に対する理解の増進

研修会等への講師派
遣、学校の教育プロ
グラムへの協力を行
うとともに、公開
デー・参観デー開催
した。
自己評価は中期計画
通り実施したことか
ら、「中期目標を達
成している」と判断
し、自己評価３とし
た。
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中期目標
中期計画

（指標・達成目標）
小項目
№

業務の実績
自己
評価

自己評価の理由

● CAD習得、酒類製造免許取得に向けた製造技術習得、シードル製造実
習、リンゴのポリフェノール量の分析、産業用ロボットに係る安全教
育、夏秋・冬春イチゴの生産技術習得、ロープワーク等の漁業基礎研
修、ニジマス採卵作業の習得などを目的として49回、延べ207人の研修
生を県内企業等から受け入れた。

● 中学校、高校、大学から76回、延べ461人の実習を受け入れた。このう
ち、87人は、インターンシップ対応として受け入れた。

● 各研究所で公開デー・参観デー等を開催し、地域のこども園、小中学
校、高校、大学等に積極的に通知、参加を促し、産業技術に対する理
解の増進を図った。令和３～４年は新型コロナウイルスの感染拡大防
止対策として、Webによる公開デー・参観デーを全研究所で開催した。
開催に当たっては、学生の産業技術に対する理解の増進を図るため、
Web開催であることを考慮し、主に農業関連高校・大学に通知した。各
研究所ともYouTube等の動画を最大限活用し、研究成果、施設・設備の
紹介等、研究所の情報発信を行った。
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中期目標
中期計画

（指標・達成目標）
小項目
№

業務の実績
自己
評価

自己評価の理由

(4) 知的財産等の創造・管理・活用

31 5

● 本県の産業競争力を向上させる上で極めて重要な要素となっている新
しい知見や技術、優良な品種については知的財産権として出願した。
また、優良種畜については県の基幹種雄牛に認定された。これらの件
数は５か年で110件、目標達成率105％の実績であった。

・ 実績の内訳は産業財産権（特許権、意匠権等）の出願が65件、優良種
苗等の育成件数は45件であった。
特許出願が「リンゴ由来トリペルペノイド含有組成物、ウルソール
酸、オレアノール酸、及び加工品」、「皮膚状態改善剤」、「紫外線
吸収剤」、「冷凍野菜及び加工野菜の製造方法」、「プロテオグリカ
ンの精製法」、「屋根融雪構造、屋根融雪装置、屋根、および建築
物」、「大型哺乳動物用膣内挿入器筐体」、「カタクリの培養球根の
育成方法」、「乾燥状態推定システム、乾燥装置及び乾燥状態推定方
法」等であった。
品種登録出願は、水稲「はれわたり」、「あおもりっこ」、「ゆたか
まる」、「あおばまる」、にんにく「青森福雪」、ながいも「夢
雪」、あらげきくらげ「青ＡＫ１号（青森きくらげ）」、県基幹種雄
牛は「忠光安」、「幸紀花」、「寿優福」、「亀花邦」であった。

● 知的財産に関する集合研修として、「知財研修」、「特許制度基礎研
修」、「出願チャレンジ研修」等を開催したほか、青森産技以外主催
の「知的財産研修」、「知財活用基礎セミナー」、農水技術会議によ
る「農林水産研究における知的財産の保護・活用セミナ」、JATAFFに
よる「農業知財勉強会」等を活用し、５か年で延べ212人が参加した。

知的財産権として出
願した知見、技術
や、品種及び基幹種
雄牛に認定された優
良種苗等の数が５か
年で110件、数値目
標達成率が105％で
あった。また、利用
開始した産業財産
権・優良種苗等の件
数が20件で、数値目
標達成率が200％で
あった。
自己評価は「中期目
標を大幅に上回って
いる」と判断し、自
己評価５とした。

県産素材を活用した商品開発や開発し
た技術等の優位性及び独自性を高める
ため、新たな製品・製法等や優良な種
苗・種畜等の創造と権利化を促進す
る。
また、権利の有効活用を促進するた
め、技術内容や活用方法について、生
産事業者への訪問や展示等で積極的に
周知するほか、その概要をホームペー
ジに掲載する。

（中期計画の期間に達成すべき数値目
標５）
産業財産権（特許権、意匠権等）の出
願、優良種苗等の育成件数：105件

（中期計画の期間に達成すべき数値目
標６）
利用開始した産業財産権・優良種苗等
の件数：10件

試験・研究開発等によって得られた新た
な技術の優位性を高め、それを活用する
生産事業者の収益力向上等を図るため、
知的財産等の創造と権利化を促し、適切
な維持管理を行うとともに有効に活用す
る。

ア　創造と有効活用

本県の産業競争力を向上させる上で極め
て重要な要素となっている新しい知見や
優良な品種、種畜等の知的財産等につい
ては、その創造及び権利化に努め、適切
な維持管理を行うとともに、実施許諾や
生産販売等により有効に活用する。

年度 R1 R2 R3 R4 R5 合計
件数 27 22 20 19 22 110
目標 21 21 21 21 21 105

達成率 129 105 95 90 105 105

産業財産権（特許権、意匠権等）の出願、優良種苗等の育成件数（件、％）
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中期目標
中期計画

（指標・達成目標）
小項目
№

業務の実績
自己
評価

自己評価の理由

● （一社）青森県発明協会が開催する知的財産に関する無料相談会等を
活用し、開発技術の出願可能性等を探った。（５か年で相談件数91
件、121回）

● 産業財産権の実施許諾や有望品種の生産者による作付け等を促進する
ため、青森産技のホームページで、育成品種（稲、果樹、花き、野
菜、きのこ類）や県基幹種雄牛等を紹介したほか、青森産技マルシェ
で「青い森紅サーモン」等を紹介した。また、企業訪問時や講習会、
新聞、各研究所の公開デー・参観デー等のイベントで知財の紹介をし
た。

● 新たに実施許諾を開始した産業財産権・優良種苗等は、「高保水性プ
ロテオグリカン」、「マグネシウム供給剤」、「組立式椅子」、「脈
管モデルの製造方法」、「収納棚付き間仕切り」、「訓練用皮膚モデ
ル」、水稲品種「はれわたり」、「あおもりっこ」、「あおばまる」
など５か年で20件、目標達成率200％であった。
また、令和５年度末の産業財産権の実施許諾締結件数は31件となっ
た。

32 3

● 外部の有識者で構成する職務発明等審査会を毎年２回開催し、特許
権、意匠権の更新等を適正に行った。また、取得した特許権、出願中
の特許権についても、実施中・実施見込みの有無を重点的に審査し
た。この結果、令和５年度末で登録済みは44件、出願中のものは40件
となった。

● 登録品種（育成者権）は、水稲「まっしぐら」、「あさゆき」、「青
天の霹靂」、「華さやか」、りんご「あおり15（星の金貨）」、「あ
おり16（恋空）」、おうとう「ジュノハート」、あらげきくらげ「青
AK１号（青森きくらげ）」など25件、品種登録出願中の品種は、水稲
「ゆたかまる」、「あおばまる」、「はれわたり」、「あおもりっ
こ」、にんにく「青森福雪」、ながいも「夢雪」の６件であった。青
森産技ホームページで品種データベースとして公開した。

産業財産権は、外部有識者等で構成す
る職務発明審査会において、活用状況
等を定期的に検証し、権利を適切に維
持・管理する。
品種登録出願した品種については、実
施許諾状況等を基に、県と協議しなが
ら、維持・管理する。

産業財産権、育成者
権を適正に管理し
た。
自己評価は中期計画
通り実施したことか
ら、「中期目標を達
成している」と判断
し、自己評価３とし
た。

イ　適正管理

利用開始した産業財産権・優良種苗等の件数（件、％）
年度 R1 R2 R3 R4 R5 合計
件数 2 5 5 4 4 20
目標 2 2 2 2 2 10

達成率 100 250 250 200 200 200
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中期目標
中期計画

（指標・達成目標）
小項目
№

業務の実績
自己
評価

自己評価の理由

33 3

● 優良な種苗・種畜等の供給については、青森県、（公社）青森県農産
物改良協会及び養鱒業者等からの依頼に応じて適切に対応し、本県農
林水産物の安定生産に貢献した。令和５年度の生産・供給の状況は次
のとおり行った。

・ 令和５年度の農作物の種苗については、水稲29,842㎏、小麦6,180kg、
大豆5,400㎏、デルフィニウム38,500株、ながいも320kg、にんにく260
㎏等を供給した。林業用種子は、スギ85kg、ヒバ５kg等を供給した。

・ 種子生産の効率化と研究開発の強化のため、水稲、小麦、大豆は、一
部の原種生産を種子生産を行っている農協に委託した。委託に当たっ
ては、病害による種子の汚染や混種が生じないように指導を徹底し
た。

・ 令和５年度の鶏の雛供給量は17,296羽であり、その内訳は「青森シャ
モロック」11,590羽、「あすなろ卵鶏」4,464羽、「青森シャモロック
種鶏」1,242羽であった。

・ 令和５年度の優良種雄牛の凍結精液供給本数は2,667本であり、そのう
ち、「第１花国」は151本、令和２年度に基幹種雄牛に指定された「忠
光安」は95本、令和３年度に県基幹種雄牛に指定された「幸紀花」は
10本、「寿優福」は2,056本等であった。

・ 令和５年度の養鱒業者に対する種卵等の供給量は、ニジマスの成魚
2,120kg、ニジマス及びイワナの稚魚21,000尾、ニジマスの卵127万粒
であった。

・ にんにくの優良種苗増殖体制を強化するため、令和３年度に増殖施設
を整備した。

(5) 緊急事態への迅速な対応

34 ● 県との「緊急時における業務連携に関する協定」に基づき、緊急事態
に対応する試験研究、緊急事態に対応する人的支援、家畜伝染病や病
害虫等の診断・知見情報の提供等について、以下の対応をした。

3

・ 高病原性鳥インフルエンザなど重要家畜伝染病に対する動員職員名簿
（畜産研職員を除く、５か年で延べ513人）を県に提出して緊急時に派
遣できる体制を整えた。

・ 令和３年から令和４年度末の間に県内の養鶏場で発生した鳥インフル
エンザの防疫対応として、延べ528人が県の指示に従い防疫措置に従事
した。

・ 火傷病等、農作物の重要病害虫については、発生が疑われる場合の連
絡体制を整えた。また、県が開催した「火傷病勉強会」に参加し、初
動対応など再確認するとともに、火傷病の特徴と類似病害の診断につ
いて情報提供した。

ウ　優良な種苗・種畜等の生産と供給

農林漁業者が安全・安心で高品質な農
林水産物を安定的に生産するため、水
稲、麦類、大豆、ながいも、にんに
く、優良種雄牛の凍結精液、ニジマス
等の優良な種苗・種畜等を生産して供
給する。

優良な種苗・種畜等
について、生産現場
からの要望に応じた
供給を行った。
自己評価は中期計画
通り実施したことか
ら、「中期目標を達
成している」と判断
し、自己評価３とし
た。

県と締結した「緊急
時における業務連携
に関する協定」に基
づいて、緊急事態へ
対応できる体制を整
えたこと、鳥インフ
ルエンザ発生に迅速
に対応した。自己評
価は中期計画通り実
施したことから、
「中期目標を達成し
ている」と判断し、
自己評価３とした。

県との「緊急時における業務連携に関す
る協定」に基づき、気象災害や高病原性
鳥インフルエンザ等の重要家畜伝染病、
病害虫や魚病の発生等の緊急事態に備え
て県と情報交換し、これらが発生した場
合は、技術的対策の情報提供や職員の動
員等、被害の拡大防止対策に迅速に対応
する。

気象災害、重要家畜伝染病、病害虫及び
魚病の発生等の緊急事態が発生した場合
は、県との協定に基づき、被害の実態に
応じてその拡大防止対策に迅速に対応す
る。
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中期目標
中期計画

（指標・達成目標）
小項目
№

業務の実績
自己
評価

自己評価の理由

・ 森林病害虫対策において、松くい虫被害が疑われるマツ類のDNA検査を
行い、深浦町、南部町の被害木を確認した。その結果を速やかに県及
び関係機関へ報告したことで、現場の迅速な駆除作業につながった。
また、拡大傾向にあるナラ枯れ被害では、現地調査等を行った結果を
随時県及び関係機関に報告した。これら森林病害虫対策について、県
及び関係機関に各種情報を提供するとともに、防除方法の助言を行っ
た。

・ 二枚貝の下痢性貝毒については、陸奥湾２定点において周年モニタリ
ングを実施し、その結果をホームページで公開した。

・ 魚病については、河川でのモニタリング調査や養魚場を対象とした巡
回指導時に監視を行うとともに、県が定めている「魚病へい死事故調
査指針」により緊急事態の発生に備えた。

● 東京電力福島第一原子力発電所の放射線漏れ事故に起因する放射線モ
ニタリング調査として「県産牛肉安全性確認検査業務」を県から受託
し、240検体の放射線量を測定し、いずれも放射線が検出されないこと
を県に報告した。
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２

5 ：中期目標を大幅に上回って達成している。

4 ：中期目標を上回って達成している。

3 ：中期目標を達成している。

2 ：中期目標を十分に達成していない。

1 ：業務の大幅な見直し、改善が必要。

(1)技術相談・指導（No.24～25)

(2)依頼試験・分析・調査及び設備・機器の利用（No.26～27)

備　　考

備　　考

県民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するた
めとるべき措置（産業活動への総合的な支援）

自己
評価

2

1

8

0

特記事項

構成する項目別評価の結果

0

評価４以上の割合
２７％

評価３以上の割合
１００％

大項目評価（中期目標評価） 備　　考

　依頼試験・分析・調査及び設備・機器の利用について、生産事業者等に積極的なＰＲを行いながら実施した結果、依頼試験・分析・調査は20,456件
（目標達成率149％）となり、目標を上回って達成した。
　設備・機器の利用は生産事業者への訪問やメールマガジン、公開デー等で積極的に周知した結果、21,164件（目標達成率282％）となり、目標を大幅
に上回って達成した。
　新たに実施許諾を開始した産業財産権・優良種苗等は、「高保水性プロテオグリカン」、「マグネシウム供給剤」、「組立式椅子」、「脈管モデル
の製造方法」、「収納棚付き間仕切り」、「訓練用皮膚モデル」、水稲品種「はれわたり」、「あおもりっこ」など、５か年で20件（目標達成率
200％）となり、目標を大幅に上回って達成した。

　生産事業者及び関係団体等からの技術相談は５か年で延べ18,249件に対応した。相談手法は、電話が41％、来所が32％、メールが14％、生産現
場・相談会の利用が10％、その他が３％であった。相談内容は、青森産技内部のシステムで研究員が共有できるようにした。
　生産事業者に出向いた指導は、３Ｄプリンタ導入、酒の製造・管理方法、ロボットの使用方法、農作物の栽培指導、稚貝採取指導、食品製造技
術や保存方法などの相談・指導について、５か年で1,259回実施した。
　農林水産分野における地域県民局と連携した現地指導は、「青天の霹靂」・「はれわたり」生産指導、夏秋トマト生産指導、牛調教技術、青森
きくらげ栽培指導、ホタテガイ稚貝採取、サクラマス幼魚の飼育、ホッキガイ冷凍刺身の製造方法等、合計637回実施した。

　依頼試験・分析・調査は、全体で159項目を実施し、５か年で40,000件の実績があった。このうち、数値目標にしていない「肉用牛人工授精用精
液の採取及び凍結処理」を除いた件数は５か年で20,456件（目標達成率149％）の実績であった。
　生産事業者等による設備・機器の利用は、積極的に事業者に周知した結果、21,164件（目標達成282％）の実績であった。
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(3)関係団体、産業界等との連携・協力（No.28～30）

(4)知的財産等の創造・管理・活用（No.31～33）

(5)緊急事態への迅速な対応（No.34）

※ 以上のように、「県民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置（産業活動への総合的な支援）」は中期目標を上回って達成
した。

　県と締結した「緊急時における業務連携に関する協定」に基づき、緊急事態に対応する試験研究や緊急事態に対応する人的支援の体制を整え、
家畜伝染病や病害虫等の診断・知見情報の提供等を行った。
　令和３、４年度に県内の養鶏場で発生した鳥インフルエンザの防疫対応として、延べ528人が県の防疫措置作業に従事した。森林病害虫対策で
は、松くい虫被害が疑われるマツ類のDNA検査を行い、深浦町、南部町の被害木を確認した。その結果を速やかに県及び関係機関へ報告したこと
で、現場の迅速な駆除作業につながった。また、拡大傾向にあるナラ枯れ被害では、現地調査等を行った結果を随時県及び関係機関に報告した。
これら森林病害虫対策について、県及び関係機関に各種情報を提供するとともに、防除方法の助言を行った。

　成果の発表会・展示会は、青森産技わくわくフェア、弘前工業研究所100周年記念展示及び一般公開、新・津軽塗/木工の建材展、協働ロボット
等操作体験会、スマート農業機械実演会、各研究所の研究成果発表会等、５か年で170回開催した。
　生産事業者等と一体となって技術や商品の開発を進める研究会の活動は、「医療福祉デザイン研究会」、「青森特産野菜新品種研究会」、「青
森きくらげ生産・販売振興会」、「マツカワ研究会」等、５か年で105件活動した。
　大学、金融機関、市町村等11機関と交わした連携協定に基づき、（大）弘前大学とは「カタクリ草の大量増殖技術確立と美容健康産業への応
用」など48課題、（大）岩手大学とは「初冬期播種による乾田直播栽培技術の確立」など11課題、（大）北海道大学とは「陸奥湾のマダラ資源の
評価」などの課題について共同研究を実施した。（大）岩手大学大学院連合農学研究科から延べ21人、（大）青森県立保健大学から延べ４人が客
員教員に委嘱された。
　外部機関主催の研究会・研修会等の講師として、「青森県発明くふう展審査会」、「酒造技術者研修」、「青天ナビ操作研修会」、「りんご病
害虫マスター養成講座」、「家畜人工授精講習会」、「ホタテガイ採苗勉強会」、「黒にんにくサミット」等、５か年で1,730回、延べ2,507人を
派遣した。
　小中学校、高校、大学に５か年で127回延べ167人を講師として派遣したほか、営農大学校の講師派遣依頼に104回対応した。また、実習やイン
ターンシップを受け入れるなど、地域の担い手の育成や子どもたちの産業に対する理解の増進を図った。

　産業財産権（特許権、意匠権等）の出願、優良種苗等の育成件数は、産業財産権（特許権、意匠権等）の出願が65件、優良種苗等の育成は45件
となっており、５か年で110件（目標達成率105％）の実績であった。
　新たに実施許諾を開始した産業財産権・優良種苗等は５か年で20件（目標達成率200％）の実績となり、目標を大幅に上回って達成した。
　優良な種苗・種畜等の生産と供給については、青森県、（公社）青森県農産物改良協会、養鱒業者等から要求があった水稲・野菜等の種苗、林
業用種子、優良種雄牛の凍結精液、ニジマスの卵等を適切に生産・供給し、本県農林水産物の安定生産に貢献した。
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□ 項目別実施状況
３ 県民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置（試験・研究開発の取組状況等の情報発信）

(1) 多様な広報媒体を利用した情報発信

35 ● 試験・研究開発や技術支援等の取組状況は、ホームページや広報誌、
マスメディア等の多様な広報媒体を利用して広く発信した。

3

● ホームページによる情報発信は、成果発表会、研修会、公開デー・参
観デー等の開催案内、新品種の特性、研究部の紹介、漁海況情報な
ど、５か年で1,690回行った。また、ホームページへのアクセス数は、
５か年で2,741,000件であった。

・ ホームページの「ご意見・ご感想」への問合せは、「食品の分析」、
「分析機器の相談、使用」、「鑑賞稲種子の入手」「ブランド米生産
への衛星画像の利活用」、「りんごの病害防除」、「ハタハタの漁獲
量推移」など2,821件あり、担当する研究所が適切に対応した。

・ ホームページは、視覚障害者に配慮して、色づかいの工夫や読み上げ
ソフトへの対応を拡大し、ウェブアクセシビリティを向上させた。

・ また、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、令和３、４年は
公開デー・参観デーをWebで開催し情報発信した。

● 青森産技の取組を紹介するためにYouTubeにより動画配信した。
「引張・曲げ試験片の作製方法」、「衛星画像を利用した水稲の生育
診断」、「２つのアイテムで丸太測定を簡易に！」、「サクラマス産
卵床調査」、「シメサバ製造」など、130件の動画を作成し、令和５年
度末で公開している動画は261件となった。

中期目標
中期計画

（指標・達成目標）
小項目
№

センターがより一層県民に活用されるよ
う、多様な広報媒体を利用して、試験・
研究開発や技術支援等の取組状況をＰＲ
するほか、農作物の生育状況、漁海況の
情報、最新の技術や調査結果等、産業振
興に寄与する情報を適時に分かりやすく
発信する。
また、発信した情報について、どの程度
効果があったかをアンケート等で把握
し、情報発信の方法を改善する。

生産事業者や県民の身近な試験研究機関とし
て活用されるため、試験・研究開発や技術支
援等の取組状況をホームページや広報誌、マ
スメディア等の多様な広報媒体を利用して広
く発信する。
ホームページについては、コンテンツの充実
を図るほか、多くの人が快適に閲覧できるよ
うウェブアクセシビリティの向上に努める。

多様な広報媒体を利用
して、試験・研究開発
や技術支援等の取組状
況を広く発信したこ
と、ホームページのコ
ンテンツの充実やウェ
ブアクセシビリティの
向上を図ったことなど
や毎年度の自己評価を
３としたことから、
「中期目標を達成して
いる」と判断し、自己
評価３とした。

業務の実績
自己
評価

自己評価の理由
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中期目標
中期計画

（指標・達成目標）
小項目
№

業務の実績
自己
評価

自己評価の理由

● 新聞、テレビ・ラジオ等のマスメディア媒体を積極的に活用し、青森
産技の研究成果などをＰＲした。

・ 研究成果等を広く事業者に情報提供するとともに、広く県民に認知し
てもらうため、県政記者クラブに５か年で106回情報提供した。新聞、
テレビ、ラジオ等で紹介された回数は、５か年で986回であった。

・ 水稲・りんごの栽培管理・病害虫防除等の農業技術情報の発信は、ラ
ジオで132回、農業共済新聞で66回行った。

● 各研究所の業務報告書や成績書、りんご研究所ニュース、水と漁、内
水面研究所だより等の広報誌、各種栽培・製法技術マニュアルは、各
部門又は研究所から332回発行した。

● パンフレット等については、適時内容を更新し、５か年で20,200部を
作成し各研究所に配置して活用した。

● 令和元年度に、第２期中期目標期間の研究成果を選りすぐり掲載した
冊子「あおもり技の逸品」、青森産技発足10年間の歩みとりまとめた
「地方独立行政法人青森県産業技術センター十年史」を刊行した。

● 農林部門、食品加工部門では、開発技術の活用状況を把握するため、
発信してから２年を経過した165件の「普及に移す研究成果、参考とな
る研究成果（普及する技術・指導参考資料）」に採用された技術や、
197件の「新規加工品の製造方法」について、活用状況を調査した。そ
の結果、農林部門では９～10割が活用されていること、県が主体の現
地実証試験等に活用されていることを確認した。また、食品加工部門
では回答のあった８～10割の企業で活用されていることを確認した。

● 商品化や実用化に向けて生産事業者・関係団体に移転した技術や公開
した技術のフォローアップは、サバ缶の調味液調整、県産種麹ゴール
ドＧを用いた日本酒醸造、菊芋ピクルスの殺菌方法、アピオスの花ド
レッシングソース、加工食品の原料変更による製法の改良等について
29件の指導などを行った。
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中期目標
中期計画

（指標・達成目標）
小項目
№

業務の実績
自己
評価

自己評価の理由

(2) 迅速な情報提供

36 5
● 農作物の生育状況は県のホームページ「農なび青森（令和５年３月ま

ではアップルネット）」や各研究所のホームページに、漁海況情報は
水総研の「青森県海況気象情報総合提供システム（海ナビ＠あおも
り）」に、また、森林病害虫発生予測（マツノマダラカミキリ発生予
測）は、林業研のホームページで発生期間中（５月～７月末まで）毎
日更新するなどし、生産事業者が利用するWebページを通じて迅速に情
報発信した。

・ 水稲、花き、野菜の生育状況、りんごの開花予測、特産果樹の生育ス
テージ等、農作物の生産・生育情報について、県のホームページ「農
なび青森（令和５年３月まではアップルネット）」や各研究所のホー
ムページ等で適時適切に発信した。その発信回数は、５か年で978回で
あった。青森産技のホームページにアップルネット（「農なび青
森」）へのリンクを貼りつけ、閲覧者が容易に情報入手できるように
した。

・ ホタテガイ採苗速報、ホタテガイ養殖管理情報、付着生物ラーバ情
報、ヤマトシジミ現存量調査報告、陸奥湾海況情報、貝毒発生状況等
速報、ウオダス漁海況情報について、適時適切に発信した。その発信
回数は、５か年で986回であった。
このほか、「海ナビ＠あおもり」では、自動観測ブイによる水温、塩
分、溶存酸素などの観測情報や気象情報、水温予測値などリアルタイ
ム情報、各地の表面水温情報や関連トピックなどの陸奥湾に関する総
合的な情報を発信した。そのアクセス数は５か年で1,944,942回であっ
た。これらの情報は、採苗器投入、間引き、稚貝採取等の時期や施設
水深の判断材料として利用された。

・ 農作物の生育調査結果の提供については、情報の主な受け手である指
導機関や生産者団体に対するアンケート調査で、情報が広く活用され
ていることを確認した。りんごの開花日情報の指導機関へのメール配
信や水稲生育状況情報へのグラフや写真の追加などの要望に対応し
た。また、ホタテガイ関連情報やウオダス漁海況情報の提供について
は、情報の主な受け手である漁業関係者に対するアンケート調査で、
活用者の割合がホタテガイ関連情報では８割～10割、ウオダス魚海況
情報では６割～９割となっており、情報が広く活用されていることを
確認した。

センターが長年に亘ってデータを積み重ねて
いる水稲、果樹等の生育調査結果や、主要魚
類の漁獲情報、海況情報については、ホーム
ページや県が運営する青森県農業情報サービ
スネットワークへの掲載、マスメディアの活
用により、迅速に発信するとともに、イカ類
の漁獲情報や自動で観測した海況情報は、最
新情報を即時に配信する。
なお、これらについては、情報の受け手を対
象としたアンケート等を実施し、必要に応じ
て発信方法等の改善を行う。

農作物の生育状況や陸
奥湾の海況情報等の調
査結果をホームページ
等で迅速に発信し広く
活用されたこと、情報
の受け手へのアンケー
ト等により発信方法の
改善を図ったこと、Web
ページアクセス件数が
目標を大幅に上回って
達成したことから、
「中期目標を大幅に上
回って達成している」
と判断し、自己評価５
とした。
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中期目標
中期計画

（指標・達成目標）
小項目
№

業務の実績
自己
評価

自己評価の理由

（中期計画の期間に達成すべき数値目標
７）
農作物生育調査、主要魚類の漁獲情報、海
況情報等の発信回数：1,795回

・ 農作物生育調査、主要魚類の漁獲情報、海況情報等の発信回数の実績
は５か年で1,967回（目標達成率110％）実施した。

（中期計画の期間に達成すべき数値目標
８）
農作物生育調査、主要魚類の漁獲情報、海
況情報等のWebページアクセス数：合計
1,000,000回

・ 農作物生育調査、主要魚類の漁獲情報、海況情報等のWebページアクセ
ス数は５か年で2,238,769回（目標達成率224％）であった。

年度 R1 R2 R3 R4 R5 合計
件数 399 420 378 387 383 1,967
目標 359 359 359 359 359 1,795

達成率 111 117 105 108 107 110

農作物生育調査、主要魚類の漁獲情報、海況情報等の発信回数（回、％）

年度 R1 R2 R3 R4 R5 合計

件数 370,366 417,362 447,066 459,596 544,379 2,238,769

目標 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 1,000,000

達成率 185 209 224 230 272 224

農作物生育調査、主要魚類の漁獲情報、海況情報等のＷｅｂページアクセス数（回、％）
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３

5 ：中期目標を大幅に上回って達成している。

4 ：中期目標を上回って達成している。

3 ：中期目標を達成している。

2 ：中期目標を十分に達成していない。

1 ：業務の大幅な見直し、改善が必要。

(1)多様な広報媒体を利用した情報発信（No.35)

(2)迅速な情報提供（No.36)

※ 以上のように、「県民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置（試験・研究開発の取組状況等の情報発信）」は中期目標を
上回って達成した。

備　　考

特記事項 備　　考

県民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するた
めとるべき措置（試験・研究開発の取組状況等の情報発信）

構成する項目別評価の結果
自己
評価

0

1

1

0

0

評価４以上の割合
５０％

評価３以上の割合
１００％

　農作物の生育状況は県のホームページ「農なび青森（令和５年３月まではアップルネット）」や各研究所のホームページに、漁海況情報は水総
研の「青森県海況気象情報総合提供システム（海ナビ＠あおもり）」に、また、森林病害虫発生予測（マツノマダラカミキリ発生予測）は林業研
のホームページで発生期間中（５月～７月末まで）毎日更新するなどし、生産事業者が利用するWebページを通じて迅速に情報発信した。
　農作物生育調査、主要魚類の漁獲情報、海況情報等の発信回数の実績は５か年で1,967回（目標達成率110％）実施した。
　農作物生育調査、主要魚類の漁獲情報、海況情報等のWebページアクセス数は５か年で2,238,769回（目標達成率224％）となり、目標を大幅に
上回って達成した。

　ホームページによる情報発信は、成果発表会、研修会、公開デー・参観デーの開催案内、新品種の特性、研究部の紹介、漁海況情報など５か年
で1,690回行った。また、ホームページへのアクセス数は、５か年で2,741,000件であった。また、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、
令和３、４年は公開デー・参観デーをWebで開催し情報発信した。
　青森産技の取組を紹介するためにYouTubeにより動画配信し、「引張・曲げ試験片の作製方法」、「衛星画像を利用した水稲の生育診断」等、
130件の動画を作成し、令和５年度末で公開している動画は261件であった。
　青森産技の研究成果等を広く事業者に情報提供するとともに、広く県民に認知してもらうため、県政記者クラブに５か年で106回情報提供し
た。新聞、テレビ、ラジオ等で紹介された回数は、５か年で986回であった。
　パンフレット等については、適時内容を更新し、５か年で20,200部を作成し各研究所に配付し活用した。
　農林部門、食品加工部門では、開発技術の活用状況を把握するため、発信してから２年を経過した165件の「普及に移す研究成果、参考となる
研究成果（普及する技術・指導参考資料）」に採用された技術や、197件の「新規加工品の製造方法」について、活用状況を調査した。その結
果、農林部門では９割以上が活用されていること、食品加工部門では回答のあった８～10割の企業で活用されていることを確認した。

備　　考大項目評価（中期目標評価）

　農作物生育調査、主要魚類の漁獲情報、海況情報等のWebページアクセス数は５か年で2,238,769回（目標達成率224％）となり、目標を大幅に上
回って達成した。
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□ 項目別実施状況
４ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

(1) 業務の見直し等

37 ア 内部評価、外部評価等に基づいた資源配分 3

● 試験・研究開発に係る内部評価として、理事長、副理事長、部門理事、企画経営
室長、総括企画経営監、企画経営監の12人で構成する研究推進会議により、運営
費交付金で行う研究課題について５か年で延べ314課題（事前及び中間評価）、ま
た外部評価として、外部有識者７人による研究諮問委員会により、５か年で37課
題（事前及び中間評価）を評価し、ホームページで公開した。評価結果は当初予
算に反映させた。

● 役員特別枠で実施する課題は、理事長、副理事長及び部門理事による審査会を開
催し、新規応募課題と継続課題について、実施の可否を審査し、５か年で11課題
に予算を配分した。

● 将来性のある内容について、本格的な研究を行う前に予備的、試行的に取り組む
「チャレンジ研究」課題は、５か年で77課題の応募に対し、68課題の実施を決定
した。部門別では、工業部門18課題、農林部門27課題、水産部門14課題、食品加
工部門９課題であった。

● 当初予算編成方針においては、毎年度、運営費交付金を財源とする管理費の５％
のマイナスシーリングを実施し、第三期中期計画の目標の達成に向けた取組が部
門間の連携・協力の下で、効率的かつ着実に進めることができるよう、また、限
られた資源で最大限の成果が得られるよう、選択と集中の観点に立ち編成した。

38 イ 業務実績評価やアンケート調査等に基づいた業務の見直し
3

● 県が行った業務実績評価は、令和元年から令和４年のいずれも「中期計画の達成
に向けて、計画どおり実施した」との評価を受け、「業務運営の改善その他の措
置命令事項」は無かった。

● 各部門において、視察対応、公開デー・参観デー、成果発表会等の機会を利用し
て、青森産技の業務に対するアンケート調査を行い、業務の改善に役立てた。視
察やイベントに関する満足度は７割～10割で、要望としては、職員が異動しても
技術レベルを下げないでほしいなどがあったため、スキルアップ研修等で研究員
への技術伝達を実施して業務を継続することとした。

39 ウ 情報システム等の有効活用 3

● 理事会や所長会議等の結果や各種規程等、共有化すべき情報については、共有
サーバーに保存し、職員が閲覧できる状態にして共有した。また、各研究所の行
事予定、会議室や機器の利用状況を情報システムで共有し、利用予約を情報シス
テムで行うようにするなど業務の効率化を図った。
また、電子決裁の拡大に向けて、情報システム委員会で検討しところ、現時点で
の導入効果は限定的であり、費用対効果も極めて低いと判断されたため、今後、
県の動向を注視し、導入の可否や時期、必要な規程等の整備を検討することとし
た。

● コロナ感染防止対応と業務効率化のため、Web会議室を10室設け、会議でのWeb利
用を積極的に進めた。

センターの設立の目的や中期目標の達成
に向け、業務内容の選択と集中の観点に
立って、予算や人員配置の弾力的な運用
による戦略的な資源配分を行う等、効果
的・効率的な業務運営を行う。
また、ＰＤＣＡサイクルの手法を用いる
等、業務の見直しを適時適切に行うとと
もに、情報システム等を有効活用し、業
務の効率化を図る。

県から「中期目標の
達成に向けて、計画
どおり実施した」と
評価を受けたこと
や、毎年度の自己評
価を３としたことか
ら、「中期目標を達
成している」と判断
し、自己評価３とし
た。

情報システム等を有
効に活用し情報共有
や施設予約等を行
い、Web会議を積極的
に開催したことや、
毎年度の自己評価を
３としたことから、
「中期目標を達成し
ている」と判断し、
自己評価３とした。

中期目標
中期計画

（指標・達成目標）
自己評価の理由

自己
評価

業務の実績
小項目
№

内部評価の研究推進
会議、外部評価の研
究諮問委員会を実施
し、評価結果を反映
した予算査定等を
行ったことや、毎年
度の自己評価を３と
したことから、「中
期目標を達成してい
る」と判断し、自己
評価３とした。

試験・研究開発を効率的に推進するた
め、内部評価、外部評価及び役員特別枠
研究の仕組を用いながら予算配分等を行
う。
また、効率的かつ効果的な業務運営のた
め、ＰＤＣＡサイクルの手法を用いて、
県が行う業務実績評価やセンターの利用
者等を対象としたアンケート調査に基づ
いた業務の見直しを適時適切に行う。
このほか、情報システム等を有効に活用
し、業務を効率的に進める。
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中期目標
中期計画

（指標・達成目標）
自己評価の理由

自己
評価

業務の実績
小項目
№

(2) 組織運営

ア　企画経営機能の発揮

40 3

● 青森産技の予算・決算、業務運営に関する計画・業務実績報告等、青森産技の運
営に関する重要な事項は、企画経営室が調整した上で理事会に諮り、決定した。
各研究所の取組方針、目玉研究、第四期中期計画における研究推進事項、外部 資
金獲得に向けた体制づくり、物価高騰等による影響と対応など、業務運営に関す
る事項は、所長会議などで協議しながら取り組んだ。
理事会の開催数は毎年度５回であった。また、所長会議の開催数は、令和元年度
４回、令和２年度２回、令和３年度４回、令和４年度３回、令和５年度４回で
あった。

● 企画経営監会議では、業務実績報告書の確認や業務運営に関する計画、第四期の
研究方向、第四期中期計画で取り組む研究課題、競争的外部研究資金獲得に向け
た体制づくり、業務実績評価向上に向けた対応等について検討した。

イ　各試験研究部門による一体性の確保 

41 3

● 理事会や所長会議等の結果や各種規程等、共有化すべき情報については、共有
サーバーに保存し、職員が閲覧できる状態にして共有した。

● 特に重要かつ緊急的な取組が求められる業務については、関係部門によるプロ
ジェクトチームを設置して対応した。

・ 平成28年度に設置した「りんご黒星病対策プロジェクトチーム」は、病害発生の
対応策について総合的に検討し、重点防除時期の再検討や治療効果を有する薬剤
の検索などにより新たな防除体系を構築して発生を抑制することに成功した。ま
た、落葉を回収することによる伝染源除去の効果を明らかにし、落葉収集機が市
販されるなど病害対策の目途がついたため、令和３年度にチーム設置を終了し
た。

・ 平成28年度に設置した「にんにくの病害虫対策等プロジェクトチーム」は、技術
開発と優良種苗の確保に一定の成果を得たことから、令和５年度末をもってチー
ム設置を終了した。

・ 令和３年度に設置した「スマート農業研究推進プロジェクトチーム」は、本県へ
のスマート農業の早期適応を図るため、農林部門が一丸となって、戦略課題「ス
マート農業機械を活用した農林畜産物生産の省力化と効率化を推進する試験研
究」に取り組むほか、スマート農業機械等の展示・実演会、セミナー等を開催
し、情報発信に努めた。令和５年度末をもって当初の設置期間を満了した。

・ 令和３年度に設置した「冷凍食品産業振興プロジェクトチーム」は、県産冷凍食
品の研究開発の一層の推進と研究成果の早期社会実装を図るため、県重点事業
「産地で作る冷凍食品産業振興事業」による冷凍試験や県内事業者への技術支援
の実施、研究成果報告会の開催などに取り組んだ。令和５年度末をもって当初の
設置期間を満了した。

理事会を中心に企画経営機能を発揮し
た、迅速かつ円滑で健全な法人運営を
行う。

センター内の情報共有を徹底し、各部
門による一体的な運営を推進するとと
もに、適時適切な組織体制の見直しを
行い、質の高いサービスを継続的に提
供できる組織運営を図る。

理事会や所長会議により、業務の進捗
状況を的確に把握し、迅速かつ適切な
措置を講ずる。
また、適時適切な組織体制の見直し等
を行う等、企画経営機能を発揮したセ
ンター運営を行う。

システム等により情
報を共有したこと、
プロジェクトチーム
により病害虫対策、
スマート農業や冷凍
食品産業振興へ対応
したこと、各種委員
会の活動を計画どお
り実施したことなど
や、毎年度の自己評
価を３としたことか
ら、「中期目標を達
成している」と判断
し、自己評価３とし
た。

理事会、所長会議、
企画経営監会議な
ど、企画経営機能を
発揮した取組を計画
どおり実施したこと
などや、毎年度の自
己評価を３としたこ
とから、「中期目標
を達成している」と
判断し、自己評価３
とした。

理事会や所長会議での決定事項等、組
織運営に関する情報は、情報システム
で共有する。
また、特に必要と認められる業務につ
いてはプロジェクトチームを設置する
等、各研究部門による一体性の確保を
図りながら、生産事業者や関係団体等
に対して専門分野の垣根を越えた質の
高いサービスを継続的に提供する。
このほか、効果的な広報等、センター
の運営に職員の意見を反映するため、
本部及び各研究部門の職員による委員
会を設置する。
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中期目標
中期計画

（指標・達成目標）
自己評価の理由

自己
評価

業務の実績
小項目
№

● 事業者との結びつき強化や効果的な情報発信、業務の情報システム化など、青森
産技の経営効率化や円滑な事業推進に職員の意見を反映させるため、以下の委員
会を設置し対応した。

・ 成果「見える化」推進委員会（令和元年度15人）
青森産技の存在意義を広く県民に理解してもらえるように、成果の波及効果等の
「見える化」を目的として活動した。令和元年度には、研究成果を一般県民に分
かりやすい情報に整理する手順をマニュアルとしてとりまとめ、作成した県民向
け情報は、青森産技わくわくフェアで展示した。

・ 「経済を回す」委員会（令和２年度23人、令和３年度27人、令和４年度26人、令
和５年度26人）
青森産技が地域の経済を回す力として貢献し、生産者・事業者や業界との結びつ
きを強める仕組みづくりについて検討するため、「事業化推進（Ａチーム）」、
「マーケティング活動（Ｂチーム）」、「青森産技のブランディング（Ｃチー
ム）」の３チームに分かれて活動した。

・ 広報ＰＲ委員会（令和元～５年度、15人）
青森産技の業務や成果をＰＲし認知度向上を図るため、青森産技研究情報誌の作
成・配布、各研究所のリーフレットの更新、YouTube動画の新規作成、「青森産技
わくわくフェア」の開催、公開デー・参観デーでの産技PRブース設営等を行っ
た。なお、コロナ禍にあっては、わくわくフェアの代替として、プロモーション
ビデオの企画制作等を行った。

・ 情報システム委員会（令和元年度15人、令和２～４年度16人、令和５年度15人）
青森産技の業務が安全かつ円滑に遂行されるように、情報システムの改善点の整
理や電子決裁システム、ソーシャルメディアの活用等について意見交換・検討を
行った。併せて、情報セキュリティ講習会を開催し、職員のセキュリティ対策能
力の習得と向上を図った。

● 生産現場の一層の省力化を可能にする「スマート農業研究」や持続的な農業生産
を推進する「みどりの食料システム戦略」等への取組を強化し、試験・研究開発
を効率的に進めるため、令和４年度に、農総研の農業ICT開発部を廃止し、スマー
ト農業推進室と土壌環境部を新設した。また、農総研、野菜研、りんご研の病虫
部を病害虫管理部に改称した。
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中期目標
中期計画

（指標・達成目標）
自己評価の理由

自己
評価

業務の実績
小項目
№

(3) 職員の確保と能力の向上

ア　職員の資質向上

42 3
● 令和５年４月１日まで青森産技の定員347人程度を維持することを目標とする「地

方独立行政法人青森県産業技術センター人員適正化計画」に基づき、県からの派
遣職員の削減と専門性の高い職員の採用を進めた。その結果、令和５年４月１日
の人員数は343.5人となった。

・ 県からの派遣職員の削減と専門性の高い職員の採用によりプロパー職員の確保を
進めた結果、令和６年４月１日現在でプロパー職員が271.0人（平成31年４月１日
243.5人）、うち再雇用職員24.0人となった。また、県からの派遣職員が75.0人と
なった。（プロパー率：研究職93.5％（平成31年82.7％）、職員全体78.6％（平
成31年72.4％））

・ 外部研究資金研究員は、令和元年度に水産部門で１人、令和２年度に水産部門で
１人、令和３年度に水産部門で１人、令和４年度の採用はなし、令和５年度に農
林部門で１人採用した。

・ 非常勤事務員については、雇用期間の更新と試験採用により、必要な人数を採用
した。

・ 人財の確保に向けて、大学主催のオンラインによる合同企業説明会（弘前大学、
青森公立大学）に参加し、大学生に青森産技の業務内容を紹介した。

● 「青森産技を支える人財の育成方針」に基づき各種研修や資格取得支援を次のと
おり実施した。

・ 基本的な資質の向上を目的とした研修として、県が実施する基本研修を活用し、
新採用者研修、主事・技師研修、主査研修、主幹研修、管理者入門研修、課長研
修、再任用者研修を実施した。受講者は、令和元年度が35人、令和２年度が33
人、令和３年度が36人、令和４年度が41人、令和５年度が37人であった。このほ
か、青森産技の業務内容等を学ぶため、青森産技独自の新採用者研修を実施した
ほか、設備機器等の有効活用や部門間連携の促進のため、若手職員を対象とする
研究所視察研修を実施した。

・ 新採用者に対して、職場の先輩をトレーナーとして定め、早期育成を図るOJT研修
を実施した。なお、OJT研修の実施に当たり、トレーナーの指導力向上を図るため
の「OJTトレーナー研修」を実施した。

・ 国内長期研修として、令和元年には東洋食品工業短期大学等に４人、令和２年度
には森林研究・整備機構森林総合研究所等に３人、令和３年度には家畜改良セン
ター中央畜産研修施設等に４人、令和４年度には麻布大学等に２人、令和５年度
には独立行政法人酒類総合研究所等に７人、合計20人を派遣した。また、海外研
修として、令和元年度に中国で行われた世界カキ学会国際会議に１人派遣し、試
験・研究開発に必要な技術力を向上させた。

・ 博士学位取得を支援する大学院派遣については、令和元年度には弘前大学、筑波
大学、北里大学、北海道大学、宮城大学に７人、令和２年度には弘前大学、筑波
大学、岩手大学、北海道大学、宮城大学に７人、令和３年度には岩手大学、北海
道大学、宮城大学に６人、令和４年度には岩手大学、北海道大学、宮城大学に８
人、令和５年度には岩手大学、北海道大学、宮城大学に４人を派遣し、５か年で
計12人（延べ32人）を派遣し、８人が学位を取得した。

生産事業者からの要望の変化に的確に
応えるため、業務に応じた職員を計画
的に確保するとともに、課題解決のた
めの研究開発能力の向上及び産業の動
向、県の施策等に関する理解の促進を
目的とした研修の実施、国の研究機関
等への派遣等を通じて職員の資質向上
を図る。

人員適正化計画に基
づいた職員確保、青
森産技を支える人財
の育成方針に基づい
た各種研修の実施を
計画どおり実施した
ことなどや、毎年度
の自己評価を３とし
たことから、「中期
目標を達成してい
る」と判断し、自己
評価３とした。

職員の確保は、従事する業務の専門性
を考慮しながら、定数の範囲で行うほ
か、外部からの研究資金の獲得に合わ
せて外部資金研究員や非常勤職員等を
採用する。
職員に対しては、多様な要望に対応で
きるよう「青森産技を支える人財の育
成方針」に基づいた研修を実施する。
特に研究員に対しては、産業の動向、
県の施策等に関する研修を実施するほ
か、国内外の大学や試験研究機関等へ
の派遣や学会等への参加を通じて、試
験・研究開発に必要な技術力を向上さ
せる。
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中期目標
中期計画

（指標・達成目標）
自己評価の理由

自己
評価

業務の実績
小項目
№

・ 研究員自身が企画、実施する「自主研修」として、「IoT技術研修会」、「XRD
（Ｘ線回折）応用測定研修」、「ゲノム編集技術勉強会」等を実施し、研究員延
べ140名が受講した。また、総務・経理研修として、企業会計の知識習得や事務能
力向上等を目的に企業会計事務担当者研修を令和２～５年度に実施し、延べ396人
が受講した。

・ 第一種圧力容器取扱作業主任者、有機溶剤作業主任者、刈払機取扱作業者安全衛
生教育講習会等の業務に必要な講習、資格（令和元年度は22種類で78人、令和２
年度は20種類で72人、令和３年度は16種類で40人。令和４年度は29種類で48人、
令和５年度は21種類で46人）については、取得・受講に要する費用を負担した。

・ このほか、各研究所において試験・研究開発に必要な技術等を習得するための職
場研修として、着水型ドローン飛行実演、デザイン経営講習会、農林部門品種開
発に関する研修会、ChatGPT活用事例、協働ロボット普及啓発セミナー等、延べ
276回実施した。

・ 管理マネジメント能力の向上を目的とした研修として、「コンフリクト・マネジ
メント研修」、「研究現場での組織マネジメント力を高めるスキルを習得するた
めの研修」等を実施し、延べ161人が受講した。

● 個人、団体で受賞した賞は以下のとおりである。

・ 令和元年度

① 東北地方発明表彰実施功績賞
　受賞者：青森産技
　内　容：特許「ヒノキチオール・脂肪酸亜鉛複合錯体」の実施
② 産業技術連携推進会議による感謝状
　受賞者：青森産技
　内　容：新規医療機器の開発に向けた３Ｄ積層技術に関する機器整備
③ 一般社団法人南部杜氏協会による感謝状
　受賞者：弘工研
　内　容：長年にわたる南部杜氏の酒造技術の向上への尽力
④ 産業技術連携推進会議による感謝状
　受賞者：東北航空宇宙産業研究会（青森県事務局：八工研）
　内　容：地域の産業支援への貢献
⑤ ウッドデザイン賞2019
　受賞者：林業研
　内　容：県産材の新たな需要開拓を目指して森林組合等の事業者と連携して大
型木製家具を開発
⑥ コニカミノルタ画像科学奨励賞
　受賞者：依田毅（弘工研）
　内　容：蛍光画像解析による吟醸香成分の脂質ラフトドメイン構造へ及ぼす影
響の解明と新規酵母選抜方法の開発
⑦ 日本土壌肥料学会東北支部会　優秀ポスター賞
　受賞者：福沢琢磨、境谷栄二（農総研）
　内　容：「青天の霹靂」の土壌の経年変化を解析し、産地全体での「土づく
り」効果の発現の解明
⑧ 東北農業試験研究協議会論文賞
　受賞者：前嶋敦夫、東秀典（野菜研）
　内　容：反射シートと催芽切いも利用によるナガイモのむかご生産量向上
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自己
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⑨ 東北畜産学会山形大会優秀発表賞
　受賞者：鎌田丈弘（畜産研）
　内　容：青森県内における黒毛和種の体尺値及び枝肉形質が牛肉のテクス
チャー特性に及ぼす影響
⑩ 全国林業試験研究機関協議会研究功績賞
　受賞者：上野文明（林業研）
　内　容：製材工場における製材品の強度選別技術の開発
⑪ 青森県水産賞
　受賞者：高坂祐樹（水総研）
　内　容：ホタテガイ下痢性貝毒の検査体制確立及び長期モニタリングによるホ
タテガイ安定出荷への貢献
⑫ 令和元年度園芸学会東北支部大会発表賞（他機関と共著）
　受賞者：後藤聡、田沢純子、工藤剛、葛󠄀智、工藤悠、初山慶道（りんご
研）、深澤(赤田)朝子（弘工研）
　内　容：リンゴ‘あかね’の黒星病抵抗性に関与するQTLの同定
⑬ 園芸学会年間優秀論文賞（他機関と共著）
　受賞者：後藤聡、田沢純子、工藤剛、葛󠄀智、工藤悠、初山慶道（りんご
研）、深澤(赤田)朝子（弘工研）
　内　容：岩手県盛岡市に分布するリンゴ黒星病菌（Venturia inaequalis）レー
ス同定の試み及びリンゴ‘あかね’のリンゴ黒星病抵抗性に関与するQTLの同定

・ 令和２年度

① 国際漆展・石川2020　山田節子 審査員特別賞
　受賞者：小松勇（弘工研）
　内　容：漆の箱「清淵（せいえん）」の出展
② グッドデザイン賞
　受賞者：赤田朝子、工藤洋司、鳴海藍（弘工研）
　内　容：公設試験研究機関による技術開発のＰＲ手法（酒造好適米吟烏帽子展）
③ インテリジェントコスモス賞
　受賞者：依田毅（弘工研）
　内　容：吟醸香成分高生産酵母のサイズ特性解明
④ 公益財団法人園芸振興松島財団 2020年度第46回園芸振興奨励賞
　受賞者：高橋匡（弘工研）
　内　容：りんご生果・加工品の機能性表示食品開発
⑤ 令和２年度科学技術分野の文部科学大臣表彰
　受賞者：小野浩󠄀（工総研）
　内　容：物体のカロリー測定方法及び測定装置の開発（カロリーアンサー）
⑥ 第18回日本作物学会論文賞
　受賞者：木村利行（農総研）
　内　容：基肥窒素の増肥条件が青森県における水稲疎植栽培の子実収量・玄米
品質・食味に及ぼす影響の解析
⑦ 日本食品工学会2019年度論文賞
　受賞者：葛󠄀智（りんご研）
　内　容：選果機を用いた可視－近赤外分光スペクトルによるりんご‘ふじ’の
内部褐変発生予測
⑧ 青森県水産賞
　受賞者：吉田達（水総研）
　内　容：ホタテガイのへい死や成長不良のメカニズム解明と軽減技術の提言に
よるホタテガイ安定生産への貢献
⑨ 全国食品関係試験研究場所長会令和２年度度優良研究・指導業績表彰
　受賞者：能登谷典󠄀（農加研）
　内　容：青森県特産農産物を中心とした商品開発の支援
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・ 令和３年度

① りんご勲章受賞
　受賞者：高橋匡（弘工研）

内 容：りんごに含まれる成分「プロシアニジン」の機能性を評価し、りんご生果
として初となる機能性表示食品の発売につなげ、りんごの高付加価値化に貢献
② 全国農業関係試験研究場所長会令和３年度研究功労者表彰
　受賞者：岩間俊太（農総研）
　内　容：転炉スラグを用いた野菜類土壌病害の被害軽減技術の開発
③ 2021年Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry論文賞
　受賞者：石栗陽一（りんご研）
　内　容：害虫に食害されたリンゴ果実で誘導されるトリテルペン類の解明

・ 令和４年度

①令和４年度東北地方発明表彰　発明協会会長賞(ア)、実施功績賞(イ)
受賞者：（ア）高橋匡・小笠原敦子（弘工研）（他機関等と共同受賞）、

（イ）坂田󠄀治（青森産技）
　内容：りんごの搾汁残渣を原料とする留出液と濃縮液
②イノベーションネットアワード2022（地域産業支援プログラム表彰）農林水産
大臣賞
　受賞者：青森産技
　内　容：「青天ナビ」によるブランド米の生産支援の取組
③第15回北日本病害虫研究会賞「防除技術開発・技術普及部門」
　受賞者：りんご研
　内　容：DMI剤耐性リンゴ黒星病に対する防除体系の確立
④東北農業研究第75号論文賞（果樹部会）
　受賞者：赤平知也（りんご研）（他機関等と共同受賞）

内 容：多雪地帯における落葉収集機を利用した省力的な落葉除去とリンゴ黒
星病に対する発生低減効果
⑤第12回全国和牛能力共進会　優等賞
　受賞者：畜産研

内 容：牛の部第１区（若雄）、第５区（高等登録群）への出品牛が、それぞ
れ優等７席、優等１０席を受賞
⑥令和４年度全国水試場長会会長賞
　受賞者：静一徳（内水研）
　内　容：カワウ食性解析へのDNAメタバーコーディング法の活用による食害対策
⑦令和４年度日本水産学会東北支部長賞
　受賞者：静一徳（内水研）（遠藤赳寛ほか共著者と共同受賞）
　内　容：小川原湖における2-MIBの増加に関与する因子の推定

・ 令和５年度

①第35回青森県水産賞
　受賞者：青森産技（内水研）
　内　容：内水面漁業・養殖業、サケマスふ化放流事業の振興
②全国食品関係試験研究場所長会（優良研究・指導業績表彰）
　受賞者：宮木博（弘工研）

内 容：製造業者育成と製造技術開発などによる、青森県初のブランデー専門
新規製造場の開業支援
③第21回日本作物学会論文賞
　受賞者：木村利行（農総研）（他機関等と共同受賞)

内 容：水稲の初冬直播き栽培における播種時期と種子コーティングが出芽率
に及ぼす影響の広域評価
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中期目標
中期計画

（指標・達成目標）
自己評価の理由

自己
評価

業務の実績
小項目
№

④令和５年度農業食料工学会東北支部大会ベスト発表賞
　受賞者：千葉祐太（農総研）
　内　容：ロボットトラクタの無人道路走行の検証
⑤東北農業研究第75号論文賞（水田作部会）
　受賞者：神田伸一郎、森山茂治、小林渡、落合祐介、上村豊和（農総研）
　内　容：水稲新品種「はれわたり」の特性
⑥東北農業研究第75号論文賞（畜産飼料作部会）
　受賞者：河合宏美、小宮󠄀子、佐藤典子、川畑正寿（畜産研）
　内　容：量的制限給餌が青森シャモロック種鶏の種卵生産性に及ぼす影響
⑦研究支援功労賞
　受賞者：能登谷優（林業研）
　内　容：永年にわたる試験・研究業務の支援と研究進展に貢献
⑧黒にんにく大使
　受賞者：山谷祥史（食総研）

内 容：青森県産黒にんにくの成分規格化や機能性表示食品の届出支援、複数
の学術論文
⑨黒にんにく大使
　受賞者：能登谷典󠄀（農加研）

内 容：青森県産黒にんにくの成分規格化や機能性表示食品の届出支援、衛生
管理手法の普及

イ　適正な人事評価

3

● 人事評価は、制度を円滑に運用するため、人事評価制度の基本、人事評価（能力
評価・業績評価）の進め方などに関する評価者研修等を活用し、県が実施する人
事評価に準じて、毎年度、前期・後期の２回実施した。人事評価の結果は、各年
度の人事配置や処遇に反映させた。

● 職員表彰については、個人、グループ合わせて以下の32件を表彰した。

・ 令和元年度

① 自然由来酵母の産業利用の振興
② 県基幹種雄牛「広清」の開発
③ 野生きのこの出荷制限解除に向けた調査研究と全国初となる出荷制限解除の取
組
④ ウスメバルとマツカワの陸上養殖技術の開発研究
⑤ 黒ニンニクの規格化・認証制度への貢献

・ 令和２年度

① 医療福祉関連産業創出のための医療訓練モデルの開発と実用化支援
② ＦＰＧＡ電子回路技術による企業収益向上への貢献
③ おうとう「ジュノハート」の高品質安定生産技術の開発と普及促進・ブランド
化への貢献
④ 顕微授精技術と割球分離技術を組み合わせた黒毛和種一卵性双子の誕生
⑤ 県産きのことして有望なアラゲキクラゲ新品種の開発
⑥ ホタテガイ養殖漁場の波浪予測システム開発
⑦ 下北夏秋イチゴを利用した加工品開発と事業者支援

職員の勤労意欲の向上や自己研さんの
促進を図るため、適正な人事評価を行
う。

43人事評価は「人事評価実施マニュア
ル」に基づき実施し、この結果は職員
の能力開発、人事配置や処遇に反映さ
せ、組織力の向上を図る。
また、顕著な業績等を挙げた職員やグ
ループを表彰し、表彰された職員等は
もとより、センター全体のモチベー
ションを高める。

　評価者研修を通じ
て評価の精度を高め
ながら、人事評価を
実施し、処遇等に反
映させたこと、顕著
な業績等を挙げた職
員やグループを表彰
して職員の勤労意欲
の向上を図ったこと
や、毎年度の自己評
価を３としたことか
ら、「中期目標を達
成している」と判断
し、自己評価３とし
た。
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中期目標
中期計画

（指標・達成目標）
自己評価の理由

自己
評価

業務の実績
小項目
№

・ 令和３年度

① 吟烏帽子展～公設試験研究機関による研究成果のPR手法～
② 効率的な水稲原原種・原種生産システムの構築
③ りんご黒星病の新しい防除体系確立による安定生産への貢献
④ 「青い森　紅(くれない)サーモン」の開発と販売支援
⑤ センシング技術・ICTによる漁獲物選別及び加工の省力化・見える化技術の開
発
⑥ 計量証明書の発行による企業支援と法人収入への貢献［特別賞］

・ 令和４年度

① 薪ストーブの開発による企業の新分野進出への貢献
② 横型プレスの変形防止技術支援による商品化への貢献
③ 特産野菜でのドローンを活用した登録農薬の拡大
④ 青森県内の造林に適した無花粉スギの開発と種苗供給
⑤ 標識放流によるブリの移動範囲の解明
⑥ 黒ニンニクの機能性表示食品届出支援
⑦ 令和３年度豪雨災害に係る復旧ボランティアへの参加［特別賞］

・ 令和５年度

① ブラックベリーを原料とした機能性表示食品開発及び届出支援
② EMC(電磁両立性)対策室の整備による企業支援貢献
③ 胴割れしにくい極良食味品種「はれわたり」の開発と良食味・高品質栽培マ
ニュアルの作成による「特Ａ」評価取得
④ 第12回全国和牛能力共進会の２部門で優等賞受賞
⑤ 牛体温を利用した新たな体外受精卵生産方法の開発
⑥ ナラ枯れ被害先端地における防除対策の技術指導と被害診断技術及び被害材有
効活用技術の開発
⑦ カワウ食性解析へのDNAメタバーコーディング法の活用による食害対策
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４ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

5 ：中期目標を大幅に上回って達成している。

4 ：中期目標を上回って達成している。

3 ：中期目標を達成している。

2 ：中期目標を十分に達成していない。

1 ：業務の大幅な見直し、改善が必要。

(1)業務の見直し等（No.37～39）

(2)組織運営（No.40～41)

0

特になし

　試験・研究開発に係る内部評価として研究推進会議を開催し、研究課題314課題について評価した。また外部評価として研究諮問委員会を開催し37課題について
評価した。評価結果は当初予算に反映させた。役員特別枠で実施する課題は、新規応募課題と継続課題の11課題について実施を決定し、予算を配分した。「チャレ
ンジ研究」には77課題の応募に対し、68課題の実施を決定した。
　当初予算編成方針においては、毎年度、運営費交付金を財源とする管理費の５％のマイナスシーリングを実施し、第三期中期計画の目標の達成に向けた取組が部
門間の連携・協力の下で、効率的かつ着実に進めることができるよう、また、限られた資源で最大限の成果が得られるよう、選択と集中の観点に立ち編成した。
　業務実績評価やアンケート調査等に基づいた業務の見直しを適切に行った。なお、県が行った業務実績評価では、第三期期間中「業務運営の改善その他の措置命
令事項」は無かった。視察対応、公開デー・参観デー、成果発表会等の機会を利用して、青森産技の業務に対するアンケート調査を行い、業務の改善に役立てた。
　理事会や所長会議等の結果や各種規程等、共有化すべき情報については、共有サーバーに保存し、職員が閲覧できる状態にして共有した。また、各研究所の行事
予定、会議室や機器の利用状況を情報システムで共有し、利用予約を情報システムで行うようにするなど業務の効率化を図った。電子決裁の拡大に向けて検討しと
ころ、現時点での導入効果は限定的であり、費用対効果も極めて低いと判断されたため、今後、県の動向を注視し、導入の可否や時期、必要な規程等の整備を検討
することとした。
　新型コロナ感染防止対応と業務効率化のため、Web会議室を10室設け、会議でのWeb利用を積極的に進めた。

　青森産技の予算・決算、業務運営に関する計画・業務実績報告等、運営に関する重要な事項は、企画経営室が調整した上で理事会に諮り、決定した。各研究所の
取組方針、目玉研究、第四期中期計画における研究推進事項など、業務運営に関する事項は、所長会議などで協議しながら取り組んだ。企画経営監会議では、業務
実績報告書や業務運営に関する計画について検討したほか、令和６年度からの第四期中期計画で取り組む研究課題の検討を進めた。
　理事会や所長等会議等の結果や各種規程等、共有化すべき情報については、共有サーバーに保存し、職員が閲覧できる状態にして共有した。
　特に重要かつ緊急的な取組が求められた、りんごの黒星病対策、にんにくの病害虫対策等、スマート農業研究推進、冷凍食品産業振興については、それぞれプロ
ジェクトチームを設置して対応した。
　研究所の運営に研究員の意見を反映させるために、成果「見える化」推進委員会、「経済を回す」委員会、広報ＰＲ委員会、情報システム委員会を設置して活動
した。
　生産現場の一層の省力化を可能にする「スマート農業研究」や持続的な農業生産を推進する「みどりの食料システム戦略」等への取組を強化し、試験・研究開発
を効率的に進めるため、令和４年度に農総研の農業ICT開発部を廃止し、スマート農業推進室と土壌環境部を新設した。また、農総研、野菜研、りんご研の病虫部
を病害虫管理部に改称した。

備　　考

備　　考

大項目評価（中期目標評価） 備　　考

構成する小項目別評価の結果

特記事項

0

0

自己
評価

7

0

評価３以上の割合
１００％
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(3)職員の確保と能力の向上（No.42～43）

※

　令和５年４月１日まで青森産技の定員347人程度を維持することを目標とする「地方独立行政法人青森県産業技術センター人員適正化計画」に基づき、県からの
派遣職員の削減と専門性の高い職員の採用を進めた結果、令和５年４月１日の人員数は343.5人となった。また、令和６年４月１日現在でプロパー職員が271.0人と
なった。（プロパー率：研究職93.5％、職員全体78.6％）
　青森産技を支える人財を育成するため、「青森産技を支える人財の育成方針」に基づき、基本的な資質の向上、知識・技術の習得、マネジメント能力の向上に必
要な研修の実施により、職員の業務遂行に必要な能力の向上を図った。特に、研究員については試験・研究開発の技術力を向上のための国内長期研修に20人、海外
研修に1人を派遣したほか、博士学位取得を支援する大学院派遣制度で国内の大学に５か年で計12人（延べ32人）を派遣し、８人が学位を取得した。
　外部機関からの表彰は、「令和２年度科学技術分野の文部科学大臣表彰」、「イノベーションネットアワード2022（地域産業支援プログラム表彰）農林水産大臣
賞」、「2020年度グッドデザイン賞」、「第35回青森県水産賞」等の41件があった。
　人事評価は、制度を円滑に運用するため、人事評価制度の基本、人事評価（能力評価・業績評価）の進め方などに関する評価者研修等を活用し、県が実施する人
事評価に準じて、毎年度、前期・後期の２回実施した。評価結果は、各年度の人事配置に活用したほか、勤勉手当の支給に反映させた。また、職員表彰について
は、顕著な業績等を挙げた職員やグループを32件を表彰した。

以上のように、「業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためとるべき措置」は中期目標を達成した。
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□ 項目別実施状況
５ 財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置

(1) 運営経費の執行の効率化

44 ア 省資源化の推進 3

● 機器・設備や会議室等は、情報システムで使用状況を共有して、共同
利用を進めた。また、新型コロナ感染症感染拡大防止対応と業務効率
化のため、令和２年４月に青森産技内でWeb会議実施体制を整え、Web
会議室の空き状況についても情報共有を図った。

・ 蛍光観察ユニット、ジェネティックアナライザー、リアルタイムＰＣ
Ｒ解析システム、ラピッドビスコアナライザー、ケルダール蒸留装置
等の分析機器等、令和元年度及び令和２年度７種類、令和３年度６種
類、令和４年度９種類、令和５年度10種類を共同利用した。

・ 会議室・研修室等は、令和元年度58回、令和２年度１回、令和３年度
２回、令和４年度10回、令和５年度５回共同利用した。Web会議は令和
２年度から利用し、令和２年度455回、令和３年度458回、令和４年度
342回、令和５年度309回実施した。

● 単価の高いレーザプリンタトナーや数量が多いコピー用紙等の事務用
品などの発注は本部事務局が窓口になり年２回、一括で発注し、経費
の節減につなげた。

● 簡易な書類は、印刷して郵送せずに、電子メールに添付するなど、
ペーパーレス化を推進した。また、印刷時は、両面、裏紙の利用、カ
ラー印刷の節減などを促進した。

● 電力、Ａ重油、灯油及びガスなどの消費量を毎月管理し、業務や健康
に支障のない範囲で徹底して省エネに取り組んだ。エネルギー使用量
は、原油換算値で各年度前年比で、令和元年は98.9％、令和２年度は
100.4％、令和３年度は93.6％、令和４年度は95.3％、令和５年度は
97.0％であった。

・ 昼休み、トイレ不使用時、業務に差し支えない範囲での消灯や恒温機
などの実験機器の最少台数での運転に努めた。また、蛍光灯の一部を
LED管に変更するなど節電を推進した。

中期目標
中期計画

（指標・達成目標）

生産事業者に対するサービスの向上を図
りつつ、スケールメリットを生かした業
務の見直しや改善を継続するとともに、
職員のコスト意識の醸成、経費の節減等
を図り、運営経費の執行の効率化に努め
る。

各研究所が保有する機器・設備や会議室
等の共同利用をはじめ、消耗品等の一括
発注、節電等による省エネルギー化や資
料の簡素化等による省資源化を積極的に
推進する。
また、毎月の各研究所に関する予算の執
行状況を全職員に周知するほか、財務事
務に関する研修等を通じて職員のコスト
意識の向上を図り、運営経費を適正かつ
効率的に執行する。

機器・設備の共同利用
を進めたこと、事務用
品などの消耗品の一括
発注を行ったことなど
や毎年度の自己評価を
３としたことから、
「中期目標を達成して
いる」と判断し、自己
評価３とした。

小項目
№

自己評価の理由業務の実績
自己
評価
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中期目標
中期計画

（指標・達成目標）
小項目
№

自己評価の理由業務の実績
自己
評価

イ 職員のコスト意識の向上、運営経費の適正かつ効率的執行 3

● 財務会計システムにより、毎月、定期的に研究所の予算の執行状況を
把握し、研究所内で情報を共有する旨を情報システムの掲示板等で周
知した。また、職員の企業会計に関する知識を深め、実務能力やコス
ト意識の向上、不適切な事務処理の未然防止を目的に、財務事務に関
する研修等を毎年実施した。

● 高圧電力に係る電気供給契約は、令和元年度に施設毎の個別契約から
青森産技一括契約に変更し、５年間継続した。

● 人件費や物価の上昇等を勘案し、各年度当初予算においては運営費交
付金を財源とする管理費の５％のマイナスシーリングを実施し、令和
６年度でサポートが終了する人事給与・庶務事務システムの更新に充
てたほか、選択と集中の観点に立ったメリハリのある予算編成に取り
組んだ。

(2) 外部からの研究資金の導入と自己収入の確保

ア 公募型研究資金の獲得 3

● 生産事業者や関係団体からの受託研究費は、５か年で延べ233課題
672,390千円（令和元年度47課題167,839千円、令和２年度38課題
128,877千円、令和３年度41課題111,686千円、令和４年度51課題
123,407千円、令和５年度56課題140,581千円）であった。また、国の
省庁や科学技術振興機構等で実施している公募型研究資金は、５か年
で延べ99課題143,596千円（令和元年度20課題34,114千円、令和２年度
20課題33,863千円、令和３年度17課題24,006千円、令和４年度23課題
24,965千円、令和５年度19課題26,648千円）であった。

・ 公募型研究資金の募集情報は、情報システムの掲示板で５か年で171回
周知した。また、日本学術振興会の科学研究費助成事業の説明会には
５か年で延べ53人が参加した。

・ 公募型研究資金に応募する研究課題は、生産事業者、国や他県の研究
機関の共同研究者等と研究内容の詳細について、事前検討を十分に重
ねて研究計画を作成した。

・ 公募型研究資金に応募する研究員の事務負担を軽減するため、令和３
年度に「公募型資金獲得に向けた体制づくりの基本方針」を取りまと
めてサポート体制を構築し、これに基づいて研究員のサポートを行っ
た。

・ 青森産技職員が研究代表となって応募した公募型研究資金は延べ28件
で、うち６件が採択された。（令和元年度応募11件中採択３件、令和
２年度応募10件中採択３件、令和３年度応募２件中採択０件、令和４
年度応募１件中採択０件、令和５年度応募４件中採択０件）

関係機関との連携を図り、外部からの研
究資金を積極的に導入するほか、依頼試
験手数料等の自己収入の確保に努める。

国が公募する研究事業等、外部の研究資
金に関する情報収集を積極的に行い、企
業や国等の試験研究機関、大学等の教育
機関と連携しながら応募する。
また、保有する設備・機器等の積極的な
ＰＲにより依頼試験手数料等の自己収入
の確保を図る。

45 予算の執行状況を定期
的に職員に周知したこ
と、財務事務に関する
研修等を通じて職員の
コスト意識の向上を図
り、運営経費の適正か
つ効率的執行に務めた
ことなどや毎年度の自
己評価を３としたこと
から、「中期目標を達
成している」と判断
し、自己評価３とし
た。

外部資金に関する情報
収集を積極的に行い、
情報の周知等により公
募型研究資金や外部か
らの研究資金確保に努
めたこと、生産事業者
や公的試験研究機関等
と協議して応募を進め
たこと、資金獲得を支
援する体制を整えたこ
となどや毎年度の自己
評価を３としたことか
ら、「中期目標を達成
している」と判断し
し、自己評価３とし
た。

46
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中期目標
中期計画

（指標・達成目標）
小項目
№

自己評価の理由業務の実績
自己
評価

イ 依頼試験手数料、農林水産物販売収益等の自己収入の確保
3

● 保有する設備・機器については、生産事業者への訪問時、技術相談や
依頼試験の対応時、研修会や発表会の開催時に制度や料金等を積極的
に周知した。
依頼試験手数料や設備使用料の自己収入は、５か年で94,709千円（令
和元年度が18,600千円、令和２年度が16,709千円、令和３年度17,992
千円、令和４年度17,266千円、令和５年度24,142千円）であった。
また、生乳や米など売却による生産物収入は、５か年で822,043千円
（令和元年度が189,083千円、令和２年度が171,738千円、令和３年度
155,807千円、令和４年度154,425千円、令和５年度150,990千円）で
あった。

(3) 剰余金の有効な活用

48 ● 剰余金の一部として目的積立金は、研究に必要な備品・設備等の更
新・導入及び物価高騰対策に活用したほか、令和５年度の人事給与シ
ステムの更新費用に充てた。

3

・ 令和元年度は、財務会計システムの更新、令和２年度は研究機器等の
更新費用、令和３年度は設備等の更新費用、令和４年度は設備等の更
新費用に充てたほか、物価高騰の影響に対する措置として、目的積立
金から45,886千円を財源の一部に充てて対応した。令和５年度は人事
給与システムの更新費用等に充てた。

(4) 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画

49 ● 別添のとおり。

(5) 短期借入金の限度額

50 ● 計画的に資金管理を行った結果、短期借入れを行う事態は発生しな
かった。

(6) 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画

51 ● 試験設計の見直し等により平成25年度以降使用していなかったりんご
研の長坂ほ場、及び平内町から町道拡幅整備の用地として譲受申し入
れがあった林業研の土地の一部を譲渡した。

なし

剰余金が発生した場合は、研究員等職員
の資質向上、施設・設備の改善、試験・
研究開発の推進と成果の移転・普及の促
進、生産事業者支援の充実強化等に活用
する。

サービスの向上等に資するよう、剰余金
を有効に活用する。

ア　短期借入金の限度額
　　275百万円

イ　想定される理由
　　運営費交付金の受け入れ遅延及び
　　事故等の発生により、緊急に支出
　　をする必要が生じた際に円滑な業
　　務の運営を図るため。

(省略)

剰余金のうちの目的積
立金は、計画どおり試
験研究に必要な備品、
設備等の更新に活用し
たほか、物価高騰に対
する措置にあてた。毎
年度の自己評価を３と
したことから、「中期
目標どおり達成してい
る」と判断し、自己評
価３とした。

保有する設備・機器等
を積極的にＰＲし、依
頼試験手数料や生産物
販売等により自己収入
を確保したことなどや
毎年度の自己評価を３
としたことから、「中
期目標を達成してい
る」と判断し、自己評
価３とした。

47
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中期目標
中期計画

（指標・達成目標）
小項目
№

自己評価の理由業務の実績
自己
評価

(7) 剰余金の使途及び積立金の処分に関する計画

ア　剰余金の使途

中期目標の期間の毎事業年度の決算に
おいて剰余金が発生した場合は、地方
独立行政法人法第40条第３項に基づく
承認を受けた金額について、生産事業
者支援の充実強化、研究員等職員の資
質向上及び施設・設備の改善等に充て
る。

52 ● 毎年度決算の利益剰余金のうち「会計上の利益」を除いた額を、生産
事業者支援の充実・強化の一環として、中期計画で定めた目的に活用
した。

イ　積立金の処分に関する計画

平成26年４月１日から平成31年３月31
日までを期間とする中期目標の最後の
事業年度の決算において積立金が発生
した場合は、地方独立行政法人法第40
条第４項に基づく承認を受けた金額に
ついて、生産事業者支援の充実強化、
研究員等職員の資質向上及び施設・設
備の改善等に充てる。

53 ● 地方独立行政法人法第40条第４項に基づく積立金は財務会計システム
の更新に充てた。
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５ 財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置

5 ：中期目標を大幅に上回って達成している。

4 ：中期目標を上回って達成している。

3 ：中期目標を達成している。

2 ：中期目標を十分に達成していない。

1 ：業務の大幅な見直し、改善が必要。

(1)運営経費の執行の効率化（No.44～45）

(2)外部からの研究資金の導入と自己収入の確保（No.46～47）

(3)剰余金の有効な活用（No.48）

※

備　　考

特記事項 備　　考

0

0

評価３以上の割合
１００％

構成する小項目別評価の結果
自己
評価

0

0

5

特になし

以上のように、「財務内容の改善に関する目標を達成するためとるべき措置」は中期目標を達成した。

大項目評価（中期目標評価）

　省エネルギー・省資源化を積極的に推進するために、各研究所が保有する機器・設備や会議室等の空き状況を情報システムで共有し、共同利用を
推進した。
　消耗品等の一括発注を年２回行い、単価の高いレーザプリンタトナー、数量が多いコピー用紙等の事務用品を調達し、経費の削減を図った。
　電力、Ａ重油、灯油及びガスなどの消費量を毎月管理し、業務や健康に支障のない範囲で徹底して省エネに取り組んだ。エネルギー使用量は、原
油換算値で各年度前年比で、令和元年は98.9％、令和２年度は100.4％、令和３年度は93.6％、令和４年度は95.3％、令和５年度は97.0％であっ
た。
　各研究所の予算執行状況を情報システムの掲示板等で周知したほか、財務事務に関する研修等を通じて職員のコスト意識の向上を図った。
　高圧電力に係る電気供給契約は、令和元年度に施設毎の個別契約から青森産技一括契約に変更し、５年間継続した。
　人件費や物価の上昇等を勘案し、各年度当初予算においては、前年度に引き続き、管理費のマイナスシーリングを実施し、令和６年度でサポート
が終了する人事給与・庶務事務システムの更新に充てたほか、選択と集中の観点に立ったメリハリのある予算編成に取り組んだ。

　生産事業者や関係団体からの受託研究費は、５か年で233課題672,390千円であった。また、国の省庁や科学技術振興機構等で実施している公募型
研究資金は、５か年で99課題143,596千円であった。
　依頼試験手数料や設備使用料の自己収入は、５か年で94,709千円であった。
　生乳や米などの売却による生産物収入は、５か年で822,043千円であった。

　剰余金の一部として目的積立金は、研究に必要な備品・設備等の更新・導入及び物価高騰対策に活用したほか、令和５年度の人事給与システムの
更新費用に充てた。

備　　考
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□ 項目別実施状況
６ その他業務運営に関する重要目標を達成するためとるべき措置

(1) 内部統制の強化及び法令遵守の徹底

54

● 「内部統制の推進に関する規程」に基づいた業務の自己点検として、
毎年度、監査年度計画により内部監査を実施した。自己検査は、本部
事務局、全研究所が自己検査結果報告書を作成して、監査担当者が内
容を確認して実施した。定期監査として、全研究所を対象に資産管理
状況等を確認し、法令に違反する事案はなかった。

● 法令遵守を徹底し、業務遂行に対する中立性・公平性を確保するた
め、「青森産技を支える人財の育成方針」に基づいた基本的な資質の
向上に関する研修として、県が実施する基本研修を活用し、新採用者
研修、主事・技師研修、主査研修、主幹研修、管理者入門研修、課長
研修、再任用者研修を実施した。

・ 社会人・青森産技の職員としての自覚と意識を持たせ、基本的な業務
知識を習得させるため、新採用職員に対し、青森産技独自の新採用者
研修を実施した。受講者は令和元年度が10人、令和２年度が11人、令
和３年度が10人、令和４年度が19人、令和５年度が11人であった。

・ このほか、県が実施する選択研修を、令和元年度７人、令和２年度１
人、令和３年度４人、令和４年度６人、令和５年度４人が受講した。

● 日々雇用職員を除く研究に関わる全職員を対象に、日本学術振興会が
運用している「研究倫理ｅ－ラーニング」等を用いて「研究活動上不
正行為防止要領」に基づくコンプライアンスに関する研修を実施する
とともに、不正行為を行わない旨の誓約書を提出させた。

・ 「研究倫理ｅ－ラーニング」による研修は、令和元年度48人（新
規）、令和２年度39人（新規）、令和３年度36人（新規）、令和４年
度97人（うち新規58人）、令和５年度69人（うち新規47人）に受講さ
せた。

・ 競争的研究費等の運営・管理に関わる全ての者を対象に、電子メー
ル、情報システム掲示板及び所長会議においてコンプライアンス・研
究倫理について周知した。

● 「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン」に基づ
き、科学研究費助成事業を対象に、内部監査を令和元年度２件、令和
２年度及び令和３年度４件、令和４年度７件、令和５年度６件行い、
不正がないことを確認した。

中期目標
中期計画

（指標・達成目標）

公的試験研究機関として県民から高い信
頼を得られるよう、内部統制の強化及び
法令遵守の徹底を図るとともに、職務執
行に対する中立性と公平性を確保しつ
つ、高い倫理観を持って業務を行う。

公的試験研究機関として県民から高い信
頼を得られるよう、「役員及び職員の倫
理指針及び行動指針」の遵守、「内部統
制の推進に関する規程」に基づいた業務
の自己点検や「青森産技を支える人財の
育成方針」に定めた基本研修等の実施に
より、業務執行に対する中立性と公平性
を図り、業務の有効性及び効率性、財務
報告の信頼性等を確保する。
また、試験・研究開発においては、「研
究活動上不正行為防止要領」等に基づ
き、データの取りまとめや経費の執行を
適正に行う。

3

自己
評価

業務の実績
小項目
№

自己評価の理由

内部統制の強化を目
的として、業務の自
己点検を行ったこ
と、法令遵守の徹底
として、各種研修等
により意識向上と浸
透を図ったことなど
や毎年度の自己評価
を３としたことか
ら、「中期目標を達
成している」と判断
し、自己評価３とし
た。
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中期目標
中期計画

（指標・達成目標）
自己
評価

業務の実績
小項目
№

自己評価の理由

(2) 情報管理・公開

55 3

● 「情報セキュリティ規程」に基づき、最高情報セキュリティ責任者
（副理事長）、総括情報セキュリティ責任者（企画経営室長）、情報
セキュリティ委員（各部門理事）、情報セキュリティ責任者（本部事
務局、13研究所）、システム管理者（本部事務局、13研究所及び２単
独部）を定め、情報セキュリティの強化、情報漏えい防止などを行っ
た。

・ 青森産技のネットワークに接続する端末のセキュリティを確保するた
め、接続している端末のＩＰアドレスを一括で管理した。

・ 青森産技のネットワークに接続する全端末を対象にインストールされ
ているアプリケーション（オフィス、一太郎等）のライセンス情報、
バージョン情報等の調査を行った。

・ 情報システムの運用保守業務は県内企業に委託し、適正に運用した。
また、セキュリティ強化のため、運用保守委託業者と定例会を開催し
た。

● 業務内容や業務運営の状況等に関する情報開示請求については、令和
元年が「あおもり農商工連携助成事業」について１件、令和２年度、
令和３年度、令和４年度及び令和５年度が０件であり、「地方独立行
政法人青森県産業技術センターが保有する行政文書の開示等に関する
規程」に基づいて適切に対応した。

(3) 労働安全衛生管理

56 ア 安全衛生管理チェックリストによる各種点検及び労働安全衛生に関す
る研修等の実施

3

● 「職員安全衛生管理規程」に基づき、総括安全衛生管理責任者（副理
事長）を定めて安全衛生管理責任者（本部総務室長）及び安全衛生管
理者（各所長）に指揮させるとともに、安全衛生管理者により衛生管
理者・衛生推進者・衛生管理員に選任された職員が安全衛生管理
チェックリストを用いて、対象となる機器の定期自主検査、特定自主
検査を実施した。
安全衛生推進委員会を開催し、労働災害未然防止対策を徹底を図った
ほか、安安全衛生パトロールを実施し、労働災害の防止に努めた。
安全衛生パトロールは令和元年度に４か所（工総研、弘工研、農総
研、りんご研）、令和２年度に５か所（畜産研、畜産研和牛改良技術
部、林業研、水総研、内水研）、令和３年度に５か所（八工研、野菜
研、りんご研県南果樹部、食総研、農加研）、令和４年度に５か所
（工総研、弘工研、農総研、りんご研、下北研）、令和５年度に３か
所（畜産研、林業研、水総研）で実施し、労働災害の防止に努めた。

「職員安全衛生管理
規程」に基づき機器
の定期自主検査、特
定自主検査を実施し
たこと、安全衛生推
進委員会による安全
衛生パトロールや労
働安全衛生に関する
研修を実施したこと
などや毎年度の自己
評価を３としたこと
から、「中期目標を
達成している」と判
断し、自己評価３と
した。

職員が安全で快適な労働環境のもとで就
労することができるように配慮する。
また、労働安全衛生関係法令に基づいた
安全衛生管理体制を維持し、事故等の発
生を未然に防止するように努める。

「職員安全衛生管理規程」に基づいた安
全衛生管理体制により、職員が安全な労
働環境で業務に従事できるよう配慮する
とともに、安全衛生管理に関する研修、
安全衛生パトロール等を行い、事故等の
未然防止に努める。

生産事業者からの相談内容、試験・研究
開発の依頼内容、個人情報等職務上知り
得た情報の管理を徹底し、また、情報の
漏えい等がないように情報セキュリティ
対策を強化する。
また、業務内容、業務運営状況等につい
ては、適切に情報公開を行う。

「情報セキュリティ規程」に基づき、セ
ンターが取り扱う内外の情報や情報シス
テムのセキュリティを確保することはも
とより、ＩＣＴの活用等においては、情
報システムに接続するパソコン端末等の
適正管理による情報漏えい防止策等を講
ずる。
また、業務内容や業務運営の状況等に関
する情報開示請求に対しては、「保有す
る行政文書等の開示に関する規程」、
「保有する行政文書の開示等に関する事
務取扱要綱」に基づき、適切に対応す
る。

「情報セキュリティ
規程」に基づいて情
報漏えいの防止に努
めたこと、業務内容
や業務運営の状況等
に関する情報開示請
求に適切に対応した
ことなどや毎年度の
自己評価を３とした
ことから、「中期目
標を達成している」
と判断し、自己評価
３とした。
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中期目標
中期計画

（指標・達成目標）
自己
評価

業務の実績
小項目
№

自己評価の理由

・ 令和元年度には青森労働局労働基準部健康安全課長を講師として労働
者の健康管理について、令和２～５年度は労働安全コンサルタントを
講師として、情報機器作業における労働衛生、労働安全衛生法の改正
に伴う安全衛生活動の取組について、労働安全衛生研修会を開催し
た。

・ 業務中の事故は、令和元年度４件、令和３年度９件、令和４年度３
件、令和５年度に５件あった。
注意喚起を促すため、安全衛生推進委員会で事例を報告し、各研究所
への周知徹底を図ったほか、危険を感じた作業などをヒヤリハット事
例集にまとめ、全研究所に配布するとともに、情報システムの掲示板
等にて周知した。

・ 労働基準監督署からの立入調査・是正勧告に対しては、是正・改善報
告書を提出し、再発防止対策を実行した。

57 イ 職員の心身の健康の保持促進 3

● 全職員に対し定期健康診断を実施したほか、産業医及びメンタルヘル
ス担当医を選任し、以下について取り組んだ。

・ 定期健康診断の結果、「要指導」の判定を受けた職員延べ374人に対
し、産業医による事後面談を実施した。

・ メンタルヘルス担当医を講師とするメンタルヘルス研修会を実施し
た。

・ メンタルヘルス担当医による「こころの健康相談」は、通年で窓口を
設置した。

・ 労働安全衛生法に基づく「ストレスチェック制度」を実施した。

● セクハラ・パワハラ相談員を所属ごとに選任し、職員に周知した。

● 新型コロナウイルス感染症発生時における職員及び事業者の安全確保
のため、「新型コロナウイルス感染症対応計画」を令和２年４月15日
に策定し、職員感染時の対応手順や連絡体制等を定めた。また、県内
外の新型コロナウイルス感染症発生状況に応じて、県外出張の見合わ
せや感染防止対策の徹底、職員のマスク着用の対応等を職員に周知し
た。その後、令和５年５月８日に、新型コロナウイルス感染症の位置
づけが「新型インフルエンザ等感染症（いわゆる２類相当）」から
「５類感染症」に移行したことに伴い廃止としたが、引き続き手洗い
などの基本的な感染防止対策を励行するよう職員に呼びかけた。

また、定期健康診断やメンタルヘルス研
修、こころの健康相談の実施等、職員の
心身の健康を増進する。

　定期健康診断やメ
ンタルヘルス研修
会、「こころの健康
相談」等を実施し、
毎年度の自己評価を
３としたことから、
「中期目標を達成し
ている」と判断し、
自己評価３とした。
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中期目標
中期計画

（指標・達成目標）
自己
評価

業務の実績
小項目
№

自己評価の理由

(4) 施設・設備の計画的な整備

58 3

● 施設・設備については、適切な維持管理による長寿命化に努めるとと
もに、県と協議しながら、以下の整備等を計画的に行った。

・ 令和元年度において、令和２年度から運用する新しい財務会計システ
ムについて、仕様を決定し、令和２年３月に導入した（41,998千
円）。

・ 野菜研の高品質ニンニク安定供給施設は、新型コロナウイルス感染症
対応地方創生臨時交付金を活用し、令和３年３月に設計、４月に工事
及び工事監理の契約を締結・着工（306,940千円）し、令和４年２月に
竣工した。

・ 水総研の試験船「なつどまり」については、令和３年５月に建造契約
を締結（294,800千円）し、６月に青森県の漁船建造許可を受け７月に
起工、令和４年３月に竣工した。

・ 畜産研の総合庁舎整備については、令和２年５月に基本設計業務を委
託契約（15,950千円）し、同年11月に基本設計が完成した。令和３年
６月に実施設計業務委託を契約（43,450千円）し、令和４年２月に実
施設計が完成した。令和４年７月に仮設駐車場の整備工事を契約
（9,680千円）し、同年９月に完成した。庁舎建築工事については同年
11月に建築工事の外、委託業務２件の２か年契約（総額860,200千円）
を締結し、うち令和４年度分工事（48,158千円）は令和５年３月に完
了、令和５年度は残工事（812,118千円）を行い、令和６年３月に竣工
した。

・ 令和４年７月の落雷により損壊した林業研の非常用発電機の更新工事
については、令和５年１月に工事着手するとともに工事期間中の代替
発電機をリースし、令和５年８月に竣工（事業費21,141千円）した。

・ りんご研の庁舎は老朽化が著しいため、県の整備基本計画（令和６年
３月）について県と協議し、令和６年度に改築の基本設計及び実施設
計を終え、令和７年度から令和８年度に改築工事を行うこととなっ
た。

施設・設備について
は、適切な維持管理
による長寿命化に努
めるとともに、畜産
研の総合庁舎整備、
りんご研の整備基本
計画等、県と協議し
ながら、適切に進め
たことや、毎年度の
自己評価を３とした
ことから、「中期目
標を達成している」
と判断し、自己評価
３とした。

施設・設備については、適切な維持管理
による長寿命化に努めるとともに、中長
期的な視点に立って計画的な整備を行
う。

施設・設備については、適切な維持管理
による長寿命化に努めるとともに、県と
協議しながら、計画的な整備を行う。
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６ その他業務運営に関する重要目標を達成するためとるべき措置

5 ：中期目標を大幅に上回って達成している。

4 ：中期目標を上回って達成している。

3 ：中期目標を達成している。

2 ：中期目標を十分に達成していない。

1 ：業務の大幅な見直し、改善が必要。

(1)内部統制の強化及び法令遵守の徹底（No.54）

(2)情報管理・公開（No.55）

(3)労働安全衛生管理（No.56～57）

　職員の事故等を未然に防止するため、「職員安全衛生管理規程」に基づき、総括安全衛生管理責任者を定めて安全衛生管理責任者及び安全衛生
管理者に指揮させるとともに、安全衛生管理者により衛生管理者・衛生推進者・衛生管理員に選任された職員が、安全衛生管理チェックリストを
用いて、対象となる機器の定期自主検査、特定自主検査を実施した。また、労働災害防止のために、安全衛生推進委員会による労働災害未然防止
対策の徹底を図ったほか、安全衛生パトロールを実施した。業務中の事故への注意喚起を促すため、ヒヤリハット事例集にまとめ、全研究所に配
布するとともに、情報システムに掲出した。また、労働安全コンサルタント等を講師に、労働安全衛生法の改正に伴う安全衛生活動の取り組みに
ついての研修会を開催した。
　全職員を対象に定期健康診断を実施したほか、産業医及びメンタルヘルス担当医を選任し、メンタルヘルス研修会を実施した。セクハラ・パワ
ハラ相談員を所属ごとに選任し、職員に周知した。
　「新型コロナウイルス感染症対応計画」を令和２年４月に策定し、職員感染時の対応手順や連絡体制等を定め、職員に周知した。令和５年５月
８日に、新型コロナウイルス感染症の位置づけが「５類感染症」に移行したことに伴い廃止としたが、引き続き手洗いなどの基本的な感染防止対
策を励行するよう職員に呼びかけた。

備　　考

自己
評価

0

0

備　　考

特記事項 備　　考

構成する小項目別評価の結果

0

評価３以上の割合
１００％

5

0

大項目評価（中期目標評価）

　「情報セキュリティ規程」に基づき、最高情報セキュリティ責任者、総括情報セキュリティ責任者、情報セキュリティ委員、情報セキュリティ
責任者、システム管理者を定め、情報セキュリティの強化、情報漏えい防止などを行った。
　業務内容や業務運営の状況等に関する情報開示請求については、令和元年が「あおもり農商工連携助成事業」について１件、令和２年度、令和
３年度、令和４年度及び令和５年度が０件であり、「地方独立行政法人青森県産業技術センターが保有する行政文書の開示等に関する規程」に基
づいて適切に対応した。

特になし

　高い倫理観で業務執行に対する中立性と公平性を図り、業務の有効性及び効率性、財務報告の信頼性等を確保するため、「内部統制の推進に関
する規程」に基づく業務の自己点検として、毎年度、監査年度計画により内部監査を実施し、法令に違反する事案はなかった。
　また、研究倫理、コンプライアンス遵守等を徹底するため、「研究活動上不正行為防止要領」等に基づき、日々雇用を除く研究に関わる職員を
対象に、日本学術振興会が運用している「研究倫理ｅ－ラーニング」等を用いてコンプライアンスに関する研修を実施するとともに、不正行為を
行わない旨の誓約書を提出させた。
　「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン」に基づき、科学研究費助成事業を対象に、毎年度、内部監査を行い、不正がない
ことを確認した。
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(4)施設・設備の計画的な整備（No.58）

※ 以上のように、「その他業務運営に関する重要目標を達成するためとるべき措置」は中期目標を達成した。

　施設・設備については、適切な維持管理による長寿命化に努めるとともに、県と協議しながら、以下の整備等を計画的に行った。
　財務会計システムについて令和２年３月に導入された。
　野菜研の高品質ニンニク安定供給施設は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、令和４年２月に竣工した。
　水総研の試験船「なつどまり」については、令和３年５月に建造契約を締結し、６月に青森県の漁船建造許可を受け７月に起工、令和４年３月
に竣工した。
　畜産研の総合庁舎整備については、令和４年９月に仮設駐車場の整備工事を竣工し、庁舎建築工事については令和４年度分工事は令和５年３月
に完了した。令和５年度は、残工事を行い、令和６年３月に竣工した。
　令和４年７月の落雷により損壊した林業研の非常用発電機の更新工事については、令和５年１月に工事着手するとともに工事期間中の代替発電
機をリースし、令和５年８月に竣工した。
　りんご研の庁舎は老朽化が著しいため、県の整備基本計画（令和６年３月）について県と協議し、令和６年度に改築の基本設計及び実施設計を
終え、令和７年度から令和８年度に改築工事を行うこととなった。
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□予算、収支計画、資金計画

1 予算 2 収支計画 3 資金計画

(単位：百万円） (単位：百万円） (単位：百万円）

令和元年度 令和元年度 増減額 令和元年度 令和元年度 増減額 令和元年度 令和元年度 増減額

予算(A) 決算(B) (B)－(A) 収支計画(A) 実績(B) (B)－(A) 資金計画(A) 実績(B) (B)－(A)

収入 費用の部 4,519 4,317 △ 202 資金支出 7,167 7,643 476

運営費交付金 3,722 3,734 12 経常経費 4,519 4,314 △ 205 業務活動による支出 4,205 3,936 △ 269

施設費 175 169 △ 6 業務費 3,580 3,374 △ 206 投資活動による支出 162 290 128

自己収入 248 250 2 試験研究経費 888 773 △ 115 財務活動による支出 2,800 2,800 0

売払収入 192 189 △ 3 受託研究等経費 174 165 △ 9 繰越金 0 617 617

使用料及び手数料収入 10 22 12 施設費 175 18 △ 157

助成金 0 3 3 補助金等経費 38 4 △ 34

農商工連携ファンド運用益収入 39 19 △ 20 農商工連携ファンド助成経費 36 19 △ 17 資金収入 7,167 7,643 476

雑収入 7 17 10 職員人件費 2,269 2,395 126 業務活動による収入 4,357 4,170 △ 187

受託研究費等収入 174 184 10 一般管理費 622 631 9 運営費交付金による収入 3,722 3,734 12

補助金 38 12 △ 26 財務費用 0 0 0 売払収入 192 187 △ 5

寄附金 0 2 2 雑損 0 0 0 使用料及び手数料収入 10 24 14

目的積立金取崩収入 10 10 0 減価償却費 317 309 △ 8 助成金収入 0 3 3

農商工連携ファンド取崩収入 2,800 2,760 △ 40 臨時損失 0 3 3 雑収入 7 23 16

受託研究等による収入 174 187 13

計 7,167 7,121 △ 46 補助金等による収入 38 11 △ 27

収益の部 4,509 4,375 △ 134 寄附金による収入 0 1 1

経常収益 4,509 4,372 △ 137 目的積立金取崩額 0 0 0

支出 運営費交付金 3,581 3,507 △ 74 施設費による収入 175 0 △ 175

業務費 3,358 3,530 172 受託研究等収益 174 184 10 農商工連携ファンド運用益収入 39 0 △ 39

試験研究費 1,050 1,116 66 補助金等収益 38 4 △ 34 投資活動による収入 2,800 2,969 169

農商工連携ファンド補助金経費 39 19 △ 20 寄附金収益 0 0 0 財務活動による収入 0 0 0

人件費 2,269 2,395 126 農産物等売払収益 192 189 △ 3 前中期目標期間からの繰越金 10 504 494

一般管理費 622 345 △ 277 使用料及び手数料収益 10 22 12

（内人件費） 421 156 △ 265 39 17 △ 22

受託研究等経費 174 184 10 雑益 7 7 0

施設費 175 169 △ 6 施設費収益 175 18 △ 157

補助金 38 12 △ 26 財務収益 0 0 0

借入金返済支出 2,800 2,800 0 資産見返運営費交付金等戻入 217 325 108

資産見返物品受贈額戻入 22 52 30

計 7,167 7,040 △ 127 資産見返補助金等戻入 54 44 △ 10

資産見返寄附金戻入 0 3 3

収入－支出 0 81 81 臨時収益 0 3 3

純利益 △ 10 58 68

10 0 △ 10

総利益 0 58 58

前期中期目標期間繰越積立金取崩額

令和元年度予算、収支計画、資金計画

項  　 目 項 　  目 項　　目

農商工連携ファンド運用収益
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□予算、収支計画、資金計画

1 予算 2 収支計画 3 資金計画

(単位：百万円） (単位：百万円） (単位：百万円）

令和２年度 令和２年度 増減額 令和２年度 令和２年度 増減額 令和２年度 令和２年度 増減額

予算(A) 決算(B) (B)－(A) 収支計画(A) 実績(B) (B)－(A) 資金計画(A) 実績(B) (B)－(A)

収入 費用の部 5,001 4,310 △ 691 資金支出 4,768 5,522 754

運営費交付金 4,873 4,274 △ 599 経常経費 5,001 4,308 △ 693 業務活動による支出 4,258 4,003 △ 255

施設費 364 251 △ 113 業務費 3,919 3,375 △ 544 投資活動による支出 510 684 174

自己収入 164 205 41 試験研究経費 963 706 △ 257 財務活動による支出 0 0 0

売払収入 144 177 33 受託研究等経費 154 155 1 繰越金 0 835 835

使用料及び手数料収入 11 20 9 施設費 364 35 △ 329

助成金 3 3 0 補助金等経費 36 2 △ 34

雑収入 6 5 △ 1 寄附金事業 2 1 △ 1 資金収入 4,768 5,522 754

受託研究費等収入 170 169 △ 1 職員人件費 2,400 2,476 76 業務活動による収入 4,404 4,660 256

補助金 18 16 △ 2 一般管理費 703 653 △ 50 運営費交付金による収入 3,898 4,275 377

目的積立金取崩収入 33 17 △ 16 財務費用 0 0 0 売払収入 196 174 △ 22

雑損 0 0 0 使用料及び手数料収入 11 19 8

計 5,622 4,932 △ 690 減価償却費 379 280 △ 99 助成金収入 104 3 △ 101

臨時損失 0 2 2 雑収入 5 7 2

受託研究等による収入 154 162 8

支出 補助金等による収入 36 20 △ 16

業務費 4,599 3,994 △ 605 収益の部 5,001 4,407 △ 594 寄附金による収入 0 0 0

試験研究費 2,118 1,518 △ 600 経常収益 5,001 4,404 △ 597 目的積立金取崩額 0 0 0

人件費 2,481 2,476 △ 5 運営費交付金 3,776 3,631 △ 145 投資活動による収入 364 245 △ 119

一般管理費 469 430 △ 39 受託研究等収益 154 169 15 財務活動による収入 0 0 0

（うち人件費） 166 162 △ 4 補助金等収益 36 2 △ 34 前事業年度からの繰越金 0 617 617

受託研究等経費 170 168 △ 2 農産物等売払収益 196 176 △ 20

施設費 364 251 △ 113 使用料及び手数料収益 11 20 9

補助金 18 16 △ 2 雑益 107 7 △ 100

寄附金事業 2 1 △ 1 施設費収益 364 35 △ 329

寄附金収益 2 1 △ 1

計 5,622 4,860 △ 762 財務収益 0 0 0

資産見返運営費交付金等戻入 284 290 6

収入－支出 0 72 72 資産見返物品受贈額戻入 23 29 6

資産見返補助金等戻入 48 42 △ 6

資産見返寄附金戻入 0 2 2

臨時収益 0 3 3

純利益 0 97 97

目的積立金取崩額 0 5 5

総利益 0 102 102

令和２年度予算、収支計画、資金計画

項  　 目 項 　  目 項　　目
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□予算、収支計画、資金計画

1 予算 2 収支計画 3 資金計画

(単位：百万円） (単位：百万円） (単位：百万円）

令和３年度 令和３年度 増減額 令和３年度 令和３年度 増減額 令和３年度 令和３年度 増減額

予算(A) 決算(B) (B)－(A) 収支計画(A) 実績(B) (B)－(A) 資金計画(A) 実績(B) (B)－(A)

収入 費用の部 5,508 4,117 △ 1,391 資金支出 5,083 5,726 643

運営費交付金収入 4,319 4,220 △ 99 経常経費 5,508 4,115 △ 1,393 業務活動による支出 4,721 3,996 △ 725

施設費収入 362 352 △ 10 業務費 4,190 3,194 △ 996 投資活動による支出 362 1,243 881

自己収入 215 187 △ 28 試験研究経費 1,060 717 △ 343 財務活動による支出 0 0 0

売払収入 196 156 △ 40 受託研究等経費 152 133 △ 19 繰越金 0 487 487

使用料及び手数料収入 10 21 11 施設費 362 2 △ 360

助成金収入 4 1 △ 3 補助金等経費 18 4 △ 14

雑収入 5 9 4 寄附金事業 1 1 0 資金収入 5,083 5,726 643

受託研究費等収入 152 144 △ 8 職員人件費 2,581 2,331 △ 250 業務活動による収入 4,721 4,528 △ 193

寄附金収入 1 3 2 目的積立金事業 16 6 △ 10 運営費交付金による収入 4,319 4,220 △ 99

補助金収入 18 17 △ 1 一般管理費 893 612 △ 281 売払収入 196 160 △ 36

目的積立金取崩収入 16 39 23 財務費用 0 0 0 使用料及び手数料収入 10 22 12

雑損 0 0 0 助成金収入 4 1 △ 3

計 5,083 4,962 △ 121 減価償却費 425 309 △ 116 雑収入 5 4 △ 1

臨時損失 0 2 2 受託研究等による収入 152 101 △ 51

補助金等による収入 18 17 △ 1

支出 寄附金による収入 1 3 2

業務費 3,641 3,345 △ 296 収益の部 5,492 4,192 △ 1,300 目的積立金取崩収入 16 0 △ 16

試験研究費 1,060 1,014 △ 46 経常収益 5,492 4,186 △ 1,306 投資活動による収入 362 363 1

人件費 2,581 2,331 △ 250 運営費交付金 4,319 3,464 △ 855 財務活動による収入 0 0 0

一般管理費 893 1,008 115 受託研究等収益 152 143 △ 9 前事業年度からの繰越金 0 835 835

（内人件費） (111) (342) (231) 補助金等収益 18 4 △ 14

受託研究等経費 152 143 △ 9 農産物等売払収益 196 156 △ 40

施設費 362 352 △ 10 使用料及び手数料収益 10 21 11

寄附金事業費 1 1 0 雑益 9 6 △ 3

補助金事業費 18 17 △ 1 施設費収益 362 2 △ 360

目的積立金事業費 16 39 23 寄附金収益 1 1 0

財務収益 0 0 0

計 5,083 4,905 △ 178 資産見返運営費交付金等戻入 325 329 4

資産見返物品受贈額戻入 53 21 △ 32

収入－支出 0 57 57 資産見返補助金等戻入 44 38 △ 6

資産見返寄附金戻入 3 1 △ 2

臨時収益 0 6 6

純利益 △ 16 75 91

目的積立金取崩額 16 6 △ 10

総利益 0 81 81

令和３年度予算、収支計画、資金計画

項  　 目 項 　  目 項　　目
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□予算、収支計画、資金計画

1 予算 2 収支計画 3 資金計画

(単位：百万円） (単位：百万円） (単位：百万円）

令和４年度 令和４年度 増減額 令和４年度 令和４年度 増減額 令和４年度 令和４年度 増減額

予算(A) 決算(B) (B)－(A) 収支計画(A) 実績(B) (B)－(A) 資金計画(A) 実績(B) (B)－(A)

収入 費用の部 4,942 6,111 1,169 資金支出 4,579 4,605 26

運営費交付金収入 3,791 3,709 △ 82 経常経費 4,942 4,290 △ 652 業務活動による支出 4,214 3,962 △ 252

施設費収入 365 58 △ 307 業務費 3,921 3,309 △ 612 投資活動による支出 365 146 △ 219

自己収入 214 184 △ 30 試験研究経費 1,037 747 △ 290 財務活動による支出 0 0 0

売払収入 196 154 △ 42 受託研究等経費 139 157 18 繰越金 0 497 497

使用料及び手数料収入 11 21 10 施設費 365 1 △ 364

助成金収入 2 5 3 補助金等経費 14 2 △ 12

雑収入 5 4 △ 1 寄附金事業 2 4 2 資金収入 4,579 4,605 26

受託研究費等収入 139 162 23 職員人件費 2,310 2,349 39 業務活動による収入 4,214 4,059 △ 155

寄附金収入 2 2 0 目的積立金事業 54 49 △ 5 運営費交付金による収入 3,791 3,709 △ 82

補助金収入 14 15 1 一般管理費 658 645 △ 13 売払収入 196 156 △ 40

目的積立金取崩収入 54 72 18 財務費用 0 0 0 使用料及び手数料収入 11 19 8

雑損 0 1 1 助成金収入 2 5 3

計 4,579 4,202 △ 377 減価償却費 363 335 △ 28 雑収入 5 5 0

臨時損失 0 1,821 1,821 受託研究等による収入 139 149 10

補助金等による収入 14 14 0

支出 寄附金による収入 2 2 0

業務費 3,347 2,796 △ 551 収益の部 4,888 6,087 1,199 目的積立金取崩収入 54 0 △ 54

試験研究費 1,037 447 △ 590 経常収益 4,888 4,266 △ 622 投資活動による収入 365 58 △ 307

人件費 2,310 2,349 39 運営費交付金 3,791 3,240 △ 551 財務活動による収入 0 0 0

一般管理費 658 1,040 382 受託研究等収益 139 162 23 前事業年度からの繰越金 0 488 488

（内人件費） (463) (344) -(119) 補助金等収益 14 2 △ 12

受託研究等経費 139 161 22 農産物等売払収益 196 154 △ 42

施設費 365 58 △ 307 使用料及び手数料収益 11 21 10

寄附金事業費 2 4 2 雑益 7 9 2

補助金事業費 14 15 1 施設費収益 365 1 △ 364

目的積立金事業費 54 72 18 寄附金収益 2 4 2

財務収益 0 0 0

計 4,579 4,146 △ 433 資産見返運営費交付金等戻入 290 311 21

資産見返物品受贈額戻入 29 18 △ 11

収入－支出 0 56 56 資産見返補助金等戻入 42 39 △ 3

資産見返寄附金戻入 2 1 △ 1

0 0 0

0 165 165

0 112 112

0 27 27

臨時収益 1,821 1,821

純利益 △ 54 △ 24 30

目的積立金取崩額 54 49 △ 5

総利益 0 25 25

賞与引当金見返に係る収益

退職給付引当金見返に係る収益

修繕引当金見返りに係る収益

令和４年度予算、収支計画、資金計画

項  　 目 項 　  目 項　　目

建設仮勘定見返負債戻入
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□予算、収支計画、資金計画

1 予算 2 収支計画 3 資金計画

(単位：百万円） (単位：百万円） (単位：百万円）

令和５年度 令和５年度 増減額 令和５年度 令和５年度 増減額 令和５年度 令和５年度 増減額

予算(A) 決算(B) (B)－(A) 収支計画(A) 実績(B) (B)－(A) 資金計画(A) 実績(B) (B)－(A)

収入 費用の部 5,434 4,237 △ 1,197 資金支出 5,045 5,509 464

運営費交付金収入 3,802 3,808 6 経常経費 5,434 4,233 △ 1,201 業務活動による支出 4,233 4,039 △ 194

施設費収入 812 812 0 業務費 4,368 3,296 △ 1,072 投資活動による支出 812 624 △ 188

自己収入 215 196 △ 19 試験研究経費 1,067 777 △ 290 財務活動による支出 0 0 0

売払収入 196 151 △ 45 受託研究等経費 175 145 △ 30 繰越金 0 846 846

使用料及び手数料収入 11 27 16 施設費 812 32 △ 780

助成金収入 3 3 0 補助金等経費 7 0 △ 7

雑収入 5 15 10 寄附金事業 3 0 △ 3 資金収入 5,045 5,509 464

受託研究費等収入 175 182 7 職員人件費 2,273 2,339 66 業務活動による収入 4,233 4,200 △ 33

寄附金収入 7 0 △ 7 目的積立金事業 31 3 △ 28 運営費交付金による収入 3,802 3,808 6

補助金収入 3 7 4 一般管理費 677 632 △ 45 売払収入 196 150 △ 46

0 52 52 財務費用 0 0 0 使用料及び手数料収入 11 27 16

目的積立金取崩収入 31 12 △ 19 雑損 0 0 0 助成金収入 3 2 △ 1

減価償却費 389 305 △ 84 雑収入 5 13 8

計 5,045 5,069 △ 28 臨時損失 0 4 4 受託研究等による収入 175 194 19

補助金等による収入 7 6 △ 1

寄附金による収入 3 0 △ 3

支出 収益の部 5,403 4,403 △ 1,000 目的積立金取崩収入 31 0 △ 31

業務費 3,340 2,960 △ 380 経常収益 5,403 4,232 △ 1,171 投資活動による収入 812 812 0

試験研究費 1,067 621 △ 446 運営費交付金 3,802 3,181 △ 621 財務活動による収入 0 0 0

人件費 2,273 2,339 66 受託研究等収益 175 161 △ 14 前事業年度からの繰越金 0 497 497

一般管理費 677 943 266 補助金等収益 7 0 △ 7

（内人件費） (456) (344) -(112) 農産物等売払収益 196 151 △ 45

受託研究等経費 175 181 6 使用料及び手数料収益 11 27 16

施設費 812 812 0 雑益 8 30 22

寄附金事業費 3 0 △ 3 施設費収益 812 32 △ 780

補助金事業費 7 7 0 寄附金収益 3 0 △ 3

目的積立金事業費 31 12 △ 19 財務収益 0 0 0

資産見返運営費交付金等戻入 329 292 △ 37

計 5,045 4,915 △ 130 資産見返物品受贈額戻入 21 17 △ 4

資産見返補助金等戻入 38 33 △ 5

収入－支出 0 154 102 資産見返寄附金戻入 1 1 0

0 4 4

0 176 176

0 113 113

0 14 14

臨時収益 0 171 171

純利益 △ 31 166 197

目的積立金取崩額 31 3 △ 28

総利益 0 169 169

修繕引当金見返りに係る収益

令和５年度予算、収支計画、資金計画

項  　 目 項 　  目 項　　目

引当金取崩収入

建設仮勘定見返負債戻入

賞与引当金見返に係る収益

退職給付引当金見返に係る収益
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